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12 月定例会のあらまし

議 長　齊　藤　邦　明　 副議長　松　澤　　　正

　令和６年 12 月定例会について、御報告いたします。

　令和６年 12 月定例会を 12 月２日 ( 月 ) から 12 月 20

日 ( 金 ) まで開催しました。知事から議案 54 件、議員

から議案８件がそれぞれ提出され、9 月定例会から継

続している議案2件を含め計62議案について審議の上、

採決を行いました。

　その結果、知事提出議案では、「令和 6 年度埼玉県一

般会計補正予算（第３号）」など 38 件を原案どおり可決、

「令和５年度埼玉県の一般会計及び特別会計決算の認定

について」など２件を認定、「埼玉県教育委員会委員の

任命について」など 14 件を同意としました。議員提出

議案では、「埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策

の推進に関する条例」など８件を原案どおり可決とし

ました。

　このほかに請願７件を審査し、６件を不採択、１件

を継続審査としました。

　また、議会の運営に関する事項や議案を審査するた

め、議会運営委員会を招集告示日の 11 月 25 日 ( 月 ) と

会期中４日、計５日にわたって開催いたしました。

　住民の意思を代表する議会として、今後とも、県政

発展のため努力してまいります。
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自　12 月２日
至　12 月20日　　　　　　　　　　　　　　　 

日　 次 月　  日 曜 開会時刻 摘　　　　　　　　　　　要

第 １ 日 12 月 ２ 日 月 午前10時 開 会 、 知 事 提 出 議 案 の 報 告 、 上 程

第 ２ 日 12 月 ３ 日 火 議 案 調 査

第 ３ 日 12 月 ４ 日 水 　  〃 　

第 ４ 日 12 月 ５ 日 木 　  〃 　

第 ５ 日 12 月 ６ 日 金 午前10時 知 事 提 出 議 案 に 対 す る 質 疑 並 び に 県 政 に 対 す る 質 問

第 ６ 日 12 月 ７ 日 土 休 日 休 会

第 ７ 日 12 月 ８ 日 日 　  〃 　

第 ８ 日 12 月 ９ 日 月 午前10時 知 事 提 出 議 案 に 対 す る 質 疑 並 び に 県 政 に 対 す る 質 問

第 ９ 日 12 月 10 日 火 　 〃　　 〃 　

第 10 日 12 月 11 日 水 　 〃　　 〃 　

第 11 日 12 月 12 日 木 　 〃　　 〃 　
議 案 及 び 請 願 の 委 員 会 付 託

第 12 日 12 月 13 日 金 議 案 調 査

第 13 日 12 月 14 日 土 休 日 休 会

第 14 日 12 月 15 日 日 　  〃 　

第 15 日 12 月 16 日 月 委 員 会

第 16 日 12 月 17 日 火 　 〃 　 ・ 議 案 調 査

第 17 日 12 月 18 日 水 　 〃 　　（ 特 別 ）

第 18 日 12 月 19 日 木 議 案 調 査

第 19 日 12 月 20 日 金 午前10時 委 員 長 報 告 、 質 疑 、 討 論 、 採 決 、 閉 会

１２月 定 例 会
令和６年12月定例会会期日程

19 日間
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■　11月25日（月）

　午後２時２分開会
１　12月定例会の付議予定議案について、堀光副知事

及び企画財政部長から説明。
２　請願の受付状況について、議事課長から説明。
３　質疑質問者数、質疑質問日数及び会派別日別質疑

質問者の割り振りは次のとおりとすることを了承。

会派 第１日 第２日 第３日 第４日 第５日 計

自 民 １ １ ２ ２ ３ ９
民 主 フ ォ ー ラ ム １ １ ２
公 明 １ １ ２
県 民 １ １
共 産 党 １ １
改 革
無 所 属

計 ３ ３ ３ ３ ３ 15

４　質疑質問者氏名、質問形式及び質問日の報告期限
は、開会日前日に当たる11月29日(金)の正午までと
することを了承。

５　12月定例会の会期予定は、委員長案を基に協議し
た結果、12月２日から12月20日までの19日間とする
ことを了承。

６　発言通告書の提出期限は、先例どおり、一問一答
式で行われる質疑・質問については、休日を除き、
発言の３日前の正午まで、一括質問・一括答弁式で
行われる質疑・質問については、休日を除き、発言
の２日前の正午までとすることを確認。

７　去る10月31日、全国都道府県議会議長会から、在
職25年以上の議員として小谷野五雄議員が、在職10
年以上の議員として小久保憲一議員、立石泰広議員
が、それぞれ自治功労により表彰された。

　　ついては、開会日の本会議において、この旨の報
告を行うことを了承。

８　本会議のテレビ放送予定を了承。また、テレビ広
報番組「こんにちは県議会です」を制作し、放映す
ることを説明。

９　２月定例会で当初予算議案の提出が見込まれるこ

とから、例年同様、予算特別委員会を設置すること
を了承。今後の議運で予算特別委員会設置に向けた
協議を行っていくことを了承。

10　 「埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の
議決事件と定める条例の運用について」に基づく令
和６年度の策定等予定計画一覧表についての変更を
了承。

　午後２時 25 分閉会

■　第１日〔12月２日（月）〕

代表者会議

午前10時10分開会
１　自民から、県議会に爆破を予告する旨のメールが

届いていたことへの対応について問題提起があり、
今後、改めて代表者会議を開き、改善点等を協議す
ることを了承。

２　知事追加提出議案（人事議案）について、知事か
ら説明。

３　議員と知事の新年賀詞交歓会について、総務課長
から説明。
午前10時16分休憩
午前10時17分再開
午前10時28分閉会

議 運 日 誌

　午前11時３分開会
１　知事追加提出議案について、堀光副知事及び企画

財政部長から説明。
２　本定例会において質疑質問を行う議員の氏名を確

認し、発言順位の調整を行った。
　　その結果は次のとおりである。

３　意見書・決議案について、各会派から提出するも
のは、件名を質疑質問の中日・12月10日(火)、案文
を質疑質問の最終日・12月12日(木)、それぞれ午後
５時までに議運委員長に提出し、各会派間において
意見調整を必要とするものについては、正副委員長
に一任することを了承。

議 運 日 誌

議会運営副委員長
渡　 辺　　　 大

議会運営委員長
宇田川　幸　夫

議会運営副委員長
安　 藤　 友　 貴

１２月定例会の経過

月 日 ( 曜 ) 発言順位 議席番号 氏 名 会 派 名 質問形式

12月６日( 金 )
１ 64 永 瀬　 秀 樹 自 民 一 括
２ 60 白 根　 大 輔 民主フォーラム 一問一答
３ 90 塩 野　 正 行 公 明 一 括

12月９日( 月)
１ ７ 長 峰　 秀 和 自 民 一問一答
２ 14 岡 村 ゆ り 子 県 民 一問一答
３ 28 伊 藤 は つ み 共 産 一問一答

12月10日( 火 )
１ 19 保 谷　　 武 自 民 一問一答
２ 44 武 田　 和 浩 民主フォーラム 一 括
３ ４ 渡 辺 聡 一 郎 自 民 一問一答

12月11日( 水 )
１ 17 東 山　　 徹 自 民 一 括
２ 25 戸 野 部 直 乃 公 明 一 括
３ 37 千 葉　 達 也 自 民 一問一答

12月12日( 木 )
１ 40 宮 崎　 吾 一 自 民 一 括
２ 33 杉 田　 茂 実 自 民 一 括
３ 87 鈴 木　 正 人 自 民 一 括

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
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　　また、委員会から提出するものは、最終日・12月
20日(金)の朝までに議運委員長に報告することを了
承。

４　予算特別委員会について、委員長案として予算特
別委員会設置要綱（案）及び議会運営委員会決定事
項（案）を配布。各会派に持ち帰り検討の上、今後
の議運で協議することを了承。

５　本日の議事日程を確認。
６　県政記者クラブ加盟社が、本定例会の本会議をテ

レビ取材することを了承。
　午前11時16分散会

〔本　会　議〕

　本日招集の令和６年12月定例会は、午前11時42分に
開会され、直ちにこの日の本会議が開かれた。
　まず、新任者の紹介が行われ、
　　野　井　祐　一　　警察本部長
が就任の挨拶を行った。
　次に、
　　76番　水　村　篤　弘　議員
　　78番　小　川　真一郎　議員
の２名が会議録署名議員に指名された後、本定例会の
会期は、本日から12月20日までの19日間とすることに
決定された。
　次に、諸報告に入り、
１　全国都道府県議会議長会自治功労者表彰議員
２　９月定例会において可決した意見書の処理結果
３　地方自治法第180条第２項の規定に基づく専決処分
４　埼玉県環境基本条例第８条の規定に基づく年次報告
５　現金出納検査結果（令和６年９月分）
６　地方自治法第121条第１項の規定に基づく説明者
の報告がなされた。
　次に、本定例会に知事から提出された議案34件の報
告がなされた後、知事提出議案が一括上程され、知事
の提案説明が行われた。
●会議時間及び出席議員数

　午前11時42分開会　　午前11時51分散会
　　出席議員90人　欠席議員１人
　　（令和６年12月２日現在在職議員91人）

■　第２日〔12月３日（火）〕

　議案調査

■　第３日〔12月４日（水）〕

　議案調査

■　第４日〔12月５日（木）〕

　議案調査

■　第５日〔12月６日（金）〕

議 運 日 誌

　午前９時30分開会
１　内水面漁場管理委員会会長の新たな選出に伴い、

12月２日付けで、地方自治法第121条第１項の規定
に基づく説明者の変更を了承。

２　本日の議事日程を確認。
３　自民から、埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた

施策の推進に関する条例案及び埼玉県中小企業制度
融資の損失補償契約に係る回収納付金を受け取る権
利の放棄に関する条例案を議員提出議案として提案
したい旨の発言がなされ、両条例案の概要を配布し、
これらの件について、今後の議運で協議することを
了承。

　午前９時36分散会

〔本　会　議〕

　午前10時、この日の本会議が開かれ、まず、地方自
治法第121条第１項の規定に基づく説明者の変更の報
告がなされた。
　次に、本定例会に提出された請願７件の報告が行わ
れた。
　次に、知事追加提出議案（第155号議案～第157号議
案）の報告、一括上程がなされ、知事の提案説明が行
われた。
　次に、知事提出議案に対する質疑並びに県政に対す
る質問に入り、この日は、
　　64番　永　瀬　秀　樹　議員（自民）
　　60番　白　根　大　輔　議員（民主フォーラム）
　　90番　塩　野　正　行　議員（公明）
が順次登壇した。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時開議　　　　 午前10時53分休憩
　午前11時７分再開　　 午前11時33分休憩
　午後１時１分再開　　 午後１時58分休憩
　午後２時10分再開　　 午後２時29分休憩
　午後３時再開　　　　 午後４時散会
　　出席議員91人　欠席議員なし

■　第６日〔12 月７日（土）〕

　休日休会

■　第７日〔12 月８日（日）〕

　休日休会

■　第８日〔12 月９日（月）〕

〔本　会　議〕

　午前10時、この日の本会議が開かれ、まず、人事委
員会意見回答報告（第156号議案及び第157号議案）が
なされた。
　次に、質疑質問が続行され、この日は、
　　７番　長　峰　秀　和　議員（自民）
　　14番　岡　村　ゆり子　議員（県民）
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　　28番　伊　藤　はつみ　議員（共産党）
が順次登壇した。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時開議　　　　 午前10時56分休憩
　午前11時６分再開 　　午前11時18分休憩
　午後１時再開 　　　　午後１時58分休憩
　午後２時10分再開　　 午後２時21分休憩
　午後３時再開　　　　 午後３時56分休憩
　午後４時７分再開　　 午後４時27分散会
　　出席議員91人　欠席議員なし

■　第９日〔12月10日（火）〕

代表者会議

　午前９時30分開会
　県議会における爆破予告等への対応（案）につい
て、了承。
　午前９時42分閉会

　〔本　会　議〕

　午前10時、この日の本会議が開かれ、質疑質問が続
行された。
　この日は、
　　19番　保　谷　　　武　議員（自民）
　　44番　武　田　和　浩　議員（民主フォーラム）
　　４番　渡　辺　聡一郎　議員（自民）
が順次登壇した。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時開議　　　　 午前11時休憩
　午後１時再開　　　　 午後１時58分休憩
　午後３時再開　　　　 午後３時58分休憩
　午後４時９分再開　　 午後４時17分散会
　　出席議員91人　欠席議員なし

■　第10日〔12月11日（水）〕

　〔本　会　議〕

　午前10時、この日の本会議が開かれ、質疑質問が続
行された。
　この日は、
　　17番　東　山　　　徹　議員（自民）
　　25番　戸野部　直　乃　議員（公明）
　　37番　千　葉　達　也　議員（自民）
が順次登壇した。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時開議　　　　 午前10時55分休憩
　午後１時再開　　　　 午後２時１分休憩
　午後２時13分再開　　 午後２時21分休憩
　午後３時再開　　　　 午後３時52分休憩
　午後４時３分再開　　 午後４時22分散会
　　出席議員90人　欠席議員１人

■　第11日〔12月12日（木）〕

議運日誌（第１回）

　午前９時29分開会
１　知事追加提出議案について、堀光副知事から説明。
２　知事追加提出議案（第158号議案）の取扱いにつ

いて
(1)　本日の本会議の冒頭に上程及び提案説明を行い、

一般質問３人目終了後に質疑を行うことを了承。
(2)　質疑がある場合には次のとおりとすることを了

承。
　　ア　各会派及び無所属のそれぞれ１人以内
　　イ　質疑時間は１人５分以内
　　ウ　再質疑及び再々質疑は、先例のとおり良識
　　　の範囲内
　　エ　発言順序は多数会派順
　　オ　発言通告書の提出期限は、次の本会議休憩
　　　中速やかに
３　議案（第121号議案～第157号議案）及び請願を、

付託表のとおり各委員会に付託することを了承。
４　去る 12 月６日 ( 金 ) の議運で自民から提案のあっ

た条例案が提出されたことを報告。
(1)　条例案２件の案文及び提案者を確認。
(2)　議第41号議案は提案者を代表して23番柿沼貴志

議員が提案説明を行うことを了承。
(3)　議第42号議案は提案者を代表して80番武内政文

議員が提案説明を行うことを了承。
(4)　議案の上程及び提案説明は一般質問１人目終了

後、議案に対する質疑は一般質問３人目終了後
に、知事追加提出議案と併せて行うことを了承。

(5)　質疑がある場合には次のとおりとすることを了
承。
ア　各会派及び無所属のそれぞれ１人以内
イ　質疑時間は１人５分以内
ウ　再質疑及び再々質疑は、先例のとおり良識の

範囲内
　　エ　発言順序は多数会派順

オ　発言通告書の提出期限は、議案の提案説明終
了後の休憩中速やかに

５　各会派から提出された意見書案の件名を確認。
６　去る12月２日(月)に提示した予算特別委員会設置

要綱（案）及び議会運営委員会決定事項（案）につ
いて意見交換した結果、案のとおり決定。

埼玉県議会予算特別委員会設置要綱（案）

１　目　　的
　　令和７年度当初予算の総合的審査及び関連す

る事項の調査のため特別委員会を設置する。
２　名　　称
　　埼玉県議会予算特別委員会
３　設置の根拠
　　地方自治法第 109 条及び埼玉県議会委員会条

例第３条による。

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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４　権　　限
　　令和７年度埼玉県一般会計予算（当初）、令

和７年度埼玉県特別会計予算（当初）及び令和
７年度埼玉県公営企業会計予算（当初）の審査
並びにこれらに関連する事項の調査を行う。

５  委員会の組織
(1)  委員は、32 人とし、委員長１人、副委員長

２人を置く。
(2)　委員は、各会派の所属議員数の比率により、

議長が会議に諮って選任する。
(3)　委員会の円滑な運営を図るため理事会を設

置する。
(4)　理事会は、委員長、副委員長及び理事で構

成し、委員長が招集する。理事は、各会派の
所属委員数の比率により割り当てる。

６　審査の方法
(1)　審査は、部局別質疑、総括質疑、討論、採

決の順序で行うものとする。
(2)　部局別質疑は、一問一答の方式とし、発言

通告によらずに質疑できるものとする。
(3)　総括質疑は、一問一答の方式とし、質疑通

告書をあらかじめ提出するものとする。
７　その他
　　この要綱に定めるもののほか、運営に必要な

事項は、委員会の決定による。

議会運営委員会決定事項（案）

１　日　程
　　部局別質疑は５日以内、総括質疑は１日、討

論及び採決は１日とする。
２　質疑時間

(1)　部局別質疑
ア　部局別質疑の質疑時間は、１部局当たり

２時間30分以内を単位とし、複数の部局を
審査する場合においても同様とする。

イ　質疑時間は、質疑委員の発言時間と答弁
者の発言時間とを合わせたもの（答弁に付
随する時間を含む。）とする。

ウ　質疑時間は、会派別に割り振る。会派別
質疑時間は各会派の所属委員数で比例按分
したものとする。

エ　会派は、一つの部局における会派の質疑
時間の一部を、同日の他の部局における会
派の質疑時間に移すことができる。

 (2)　総括質疑
ア　総括質疑の質疑時間は５時間とする。
イ　質疑時間は、質疑委員の発言時間と答弁

者の発言時間とを合わせたもの（答弁に付
随する時間を含む。）とする。

ウ　質疑時間は、会派別に割り振る。会派別
質疑時間は各会派の所属委員数で比例按分

　したものとする。
　　なお、設置の件は最終日の本会議で諮ることを

了承。
７　次の本会議休憩までの議事日程を確認。
　午前９時36分休憩

　〔本　会　議〕

　午前10時、この日の本会議が開かれ、まず、監査結
果報告（埼玉県男女共同参画推進センターほか18か
所）及び陳情の報告が行われた。
　次に、知事追加提出議案（第158号議案）の報告、
上程がなされ、知事の提案説明が行われた。
　次に、質疑質問が続行され、
　　40 番　宮　崎　吾　一　議員（自民）
が登壇した。
　次に、議員から提出された議第41号議案及び議第42
号議案の報告、一括上程がなされ、議第41号議案につ
いて23番柿沼貴志議員（自民）が、議第42号議案につ
いては80番武内政文議員（自民）が順次提案説明を行
い、午前11時47分、一旦休憩した。

議運日誌（第２回）

　午後０時16分再開
１　第158号議案、議第41号議案及び議第42号議案に
　ついて

(1)　質疑について、次のとおり確認。
ア　45番中川浩議員（改革）が議第41号議案及び

議第42号議案に対する質疑を行う。
イ　ほかに質疑はない。

(2)　付託表のとおり各委員会に付託することを了
承。

２　今後の議事日程を確認。
　午後０時18分散会

　〔本　会　議〕

　午後１時、本会議が再開され、質疑質問が続行され、
　　33 番　杉　田　茂　実　議員（自民）
　　87 番　鈴　木　正　人　議員（自民）
が順次登壇し、本定例会の質疑質問は終了した。
　次に、第158号議案、議第41号議案及び議第42号議
案に対する質疑に入り、議第41号議案及び議第42号議
案に対して45番中川浩議員（改革）が質疑を行い、こ
れに対し、それぞれ柿沼貴志議員及び武内政文議員が
答弁を行った。
　次に、本定例会に提出された第121号議案～第158号
議案、議第41号議案及び議第42号議案並びに請願が各
所管の委員会に付託された。
●会議時間及び出席議員数

　午前10時開議　　　　  午前10時56分休憩
　午前11時７分再開　　  午前11時47分休憩
　午後１時再開　　　　  午後１時54分休憩
　午後３時再開　　　　  午後３時57分休憩
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　午後４時10分再開　　  午後４時37分休憩
　　出席議員90人　欠席議員１人

■　第12日〔12月13日（金）〕

　議案調査

■　第13日〔12月14日（土）〕

　休日休会

■　第14日〔12月15日（日）〕

　休日休会

■　第15日〔12月16日（月）〕

　〔常任委員会〕

　この日は、企画財政、総務県民生活、環境農林、福
祉保健医療、産業労働企業、県土都市整備、文教及び
警察危機管理防災の各常任委員会が開かれた。

■　第16日〔12月17日（火）〕

　〔委員会〕・議案調査

■　第17日〔12月18日（水）〕

　〔特別委員会〕

　　この日は、自然再生・循環社会対策、地方創生・
行財政改革、公社事業対策、少子・高齢福祉社会対策、
経済・雇用対策、危機管理・大規模災害対策、人材
育成・文化・スポーツ振興及び決算の各特別委員会
が開かれた。

■　第18日〔12月19日（木）〕

　議案調査

■　第19日〔12月20日（金）〕

議運日誌（第１回）

　午前９時32分開会
１　各常任委員会及び決算特別委員会の審査結果を確

認。
２　決算特別委員会に係る資料として、「決算特別委

員会改善又は検討を要する事項」を本会議で配布す
ることを了承。

３　討論を行いたい旨の申出があった請願５件につい
て協議した結果、討論は行わないことを決定。

４　議会運営委員会の閉会中の特定事件を決定。
５　調整後の意見書案の件名を確認。
６　予算特別委員会について

 (1)　付託事件（令和７年度当初予算の総合的審査及
び関連する事項の調査の件）を閉会中の継続審査
とすることを了承。

 (2)　委員を別紙のとおり選任することを了承。
（12ページ参照）

 (3)　委員会の設置、付託事件、付託事件の継続審査

決定及び委員の選任については、委員長報告終了
後に異議なし採決により諮ることを了承。

　　　なお、正副委員長互選のための委員会を、次の
　本会議休憩中に開会することを了承。

７　県民生活部長について、本定例会に説明者として
新たに委任する旨の報告があり、地方自治法第121
条第１項の規定に基づく説明者の変更を了承。

８　次の本会議休憩までの議事日程を確認。
　午前９時37分休憩

　〔本　会　議〕

　午前10時、この日の本会議が開かれ、まず、諸報告
に入り、

１　現金出納検査結果（令和６年10月分）
２　地方自治法第121条第１項の規定に基づく説明

者の変更
の報告がなされた。
　次に、各常任委員会の審査結果報告（文書）が行わ
れた後、第95号議案、第96号議案、第121号議案～第
158号議案、議第41号議案及び議第42号議案並びに請
願が一括上程され、各常任委員長及び決算特別委員長
の審査経過報告（口頭）に入り、
　　渡　辺　　　大　企 画 財 政 　副委員長
　　高　橋　稔　裕　総 務 県 民 生 活 　　　副委員長
　　権　守　幸　男　環 境 農 林 　副委員長
　　千　葉　達　也　福 祉 保 健 医 療 　　　副委員長
　　杉　田　茂　実　産 業 労 働 企 業 　　　副委員長
　　深　谷　顕　史　県 土 都 市 整 備 　　　副委員長
　　髙　木　功　介　文　　　　　教　　　副委員長
　　橋　詰　昌　児　警察危機管理防災 　　　副委員長　　  

　内　沼　博　史　決　　　　　算　　特別委員長
が順次登壇した。
　次に、各特別委員会の付託案件が一括上程され、各
特別委員長（決算特別委員長を除く。）の審査経過及
び結果報告に入り､
　　飯　塚　俊　彦　自然再生・循環社会対策　 特別副委員長
　　横　川　雅　也　地方創生・行財政改革　 特別副委員長
　　吉　良　英　敏　公 社 事 業 対 策 　特別委員長
　　永　瀬　秀　樹　少子・高齢福祉社会対策　 特別副委員長
　　萩　原　一　寿　経済・雇用対策　 特別副委員長
　　安　藤　友　貴　危機管理・大規模災害対策　 特別副委員長
　　細　田　善　則　人材育成・文化・スポーツ振興　 特別委員長
が順次登壇した。
　次に、埼玉県議会予算特別委員会設置要綱（案）の
とおり、予算特別委員会が設置され、令和７年度当初
予算の総合的審査及び関連する事項の調査の件が付託
され、閉会中の継続審査と決定された。
　次に、予算特別委員が選任され、午前11時24分、一
旦休憩した。
　なお、本会議休憩中、正副委員長互選のための予算
特別委員会が開かれた。
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議運日誌（第２回）

　午後２時再開
１　予算特別委員会において、委員長に高橋政雄委員

が、副委員長に岡地優委員及び安藤友貴委員が、そ
れぞれ互選されたことを報告。

２　各委員長の報告に対する質疑はないことを確認。
３　議案に対する討論について、次のとおり確認。
 (1)　29番城下のり子議員（共産党）が、第95号議

案、第96号議案、第126号議案、第134号議案、第
158号議案及び議第41号議案に対し反対の立場か
ら討論を行う。

 (2)　27番細川威議員(民主フォーラム)が、第95号議
案及び第96号議案に対し賛成の立場から討論を行
う。

 (3)　45 番中川浩議員 ( 改革 ) が、第 95 号議案、第
145 号議案～第 147 号議案、第 156 号議案及び第
158 号議案に対し反対の立場から討論を行う。

 (4)　30 番平松大佑議員 ( 県民 ) が、第 95 号議案及び
第 96 号議案に対し賛成の立場から討論を行う。

 (5)　28 番伊藤はつみ議員 ( 共産党 ) が、第 132 号議案、
第 133 号議案、第 137 号議案、第 141 号議案及び
第 145 号議案～第 147 号議案に対し反対の立場か
ら討論を行う。

 (6)　その他の議案に対する討論はない。
４　議案の採決区分は次のとおりであることを確認。

５　知事追加提出議案（人事議案）について
(1)　正規の手続きを省略し、直ちに採決することを

了承。
(2)　採決区分は次のとおりであることを確認。

６　議員提出議案について
(1)　意見書案６件の案文及び提案者を確認。
(2)　各議案とも提案説明はないことを確認。
(3)　各議案とも質疑はないことを確認。
(4)　各議案とも委員会審査は省略することを確認。
(5)　討論について次のとおり確認。
　ア　75番萩原一寿議員（公明）が、議第47号議案

　に対し反対の立場から討論を行う。
　イ　32番松坂喜浩議員（県民）が、議第47号議案

　に対し反対の立場から討論を行う。
　ウ　29番城下のり子議員（共産党）が、議第48号

　議案に対し反対の立場から討論を行う。
　エ　その他の議案に対する討論はない。
(6)　採決区分は次のとおりであることを確認。

７　今後の議事日程を確認。
８　２月定例会の会期予定案について、２月19日
（水）～３月27日（木）の日程で執行部と調整中であ
　る旨を報告。
　午後２時５分閉会

　〔本　会　議〕

　午後２時26分、本会議が再開され、まず、予算特別
委員会正副委員長の互選結果報告が行われた。
　次に、各委員長の報告に対する質疑はなく、続いて
討論に入り、

　29番　城　下　のり子　議員（共産党）
　27番　 細　川　    　威　議員（民主フォーラム）

区　　　分 備　　　考
１議案
(1)第145号議案～第147号議案、第
　158号議案及び議第41号議案

(2)第126号議案、第132号議案～　
　第134号議案、第137号議案及び
　第141号議案

(3)第144号議案及び第155号議案～
　 第157号議案

(4)第121号議案～第125号議案、第
127号議案～第131号議案、第
135号議案、第136号議案、第
138号議案～第140号議案、第
142号議案、第143号議案、第
148号議案～第154号議案及び議
第42号議案

(5) 第95号議案

(6) 第96号議案

２請願
(1) 議請第６号

(2) 議請第10号

自民、民主フォーラム、公明、県民、
無所属は原案可決に賛成、共産党、
改革は原案可決に反対

自民、民主フォーラム、公明、県民、
改革、無所属は原案可決に賛成、共
産党は原案可決に反対

自民、民主フォーラム、公明、県民、
共産党、無所属は原案可決に賛成、
改革は原案可決に反対

各会派、無所属とも原案可決に賛成

自民、民主フォーラム、公明、県民、
無所属は認定に賛成、共産党、改革
は認定に反対

自民、民主フォーラム、公明、県民、
改革、無所属は認定に賛成、共産党
は認定に反対

自民、公明、無所属は不採択に賛成、
民主フォーラム、県民、共産党、改
革は不採択に反対

自民、公明、県民、無所属（諸井、
松下）は不採択に賛成、民主フォー
ラム、共産党、改革、無所属（江原）
は不採択に反対

(3) 議請第９号

(4) 議請第７号

(5) 議請第４号、議請第５号及び議
　 請第８号

自民、公明、県民、改革、無所属（諸井、
松下）は不採択に賛成、民主フォー
ラム、共産党、無所属（江原）は不
採択に反対

自民、民主フォーラム、公明、共産
党、改革、無所属は継続審査に賛成、
県民は継続審査に反対

自民、民主フォーラム、公明、県民、
改革、無所属は不採択に賛成、共産
党は不採択に反対

区　　　分 備　　　考
第 159 号議案～第 172 号議案 各会派、無所属とも同意に賛成

区　　　分 備　　　考
(1) 議第 47 号議案

(2) 議第 48 号議案

(3) 議第 43 号議案～議第 46 号議案

自民、民主フォーラム、共産党、改革、
無所属は原案可決に賛成、公明、県
民は原案可決に反対

自民、民主フォーラム、公明、県民、
改革、無所属は原案可決に賛成、共
産党は原案可決に反対

各会派、無所属とも原案可決に賛成
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　45番　中　川　　　浩　議員（改革）
　30番　平　松　大　佑　議員（県民）
　28番　伊　藤　はつみ　議員（共産党）

が順次討論を行った。
　次に、採決が行われた結果、議案については、
　　原案可決　　40件
　　認　　定　　２件
　請願については、
　　不  採 択　　６件
　　継続審査　　１件
と決定された。
　次に、各特別委員会の付託案件並びに議会運営委員
会及び各常任委員会の特定事件が、それぞれ閉会中の
継続審査とすることに決定された。
　次に、知事から追加提出された第159号議案～第172
号議案の報告、一括上程がなされ、即決の結果、いず
れも同意することに決定された。
　次に、議員から提出された議第43号議案～議第48  
号議案（意見書案６件）の報告、一括上程がなされ、
提案説明は省略され、質疑はなく、委員会審査は省略
され、続いて討論に入り、

　75番　萩　原　一　寿　議員（公明）
　32番　松　坂　喜　浩　議員（県民）
　29番　城　下　のり子　議員（共産党）

が順次討論を行った。
　次に、採決が行われた結果、いずれも原案のとおり
可決され、本定例会の議事は全部終了した。
　最後に、知事から挨拶があり、午後３時20分、令和
６年12月定例会は閉会した。
●会議時間及び出席議員数

　午前 10 時開議　　　　午前 10 時 56 分休憩
　午前 11 時６分再開　　午前 11 時 24 分休憩
　午後２時 26 分再開　　午後 ３ 時 20 分閉会
　　出席議員 90 人　欠席議員１人
　　（令和６年 12 月 20 日現在在職議員 91 人）

■　会　期

　12月２日（月）～12月20日（金）19日間
　会期延長なし

■　議決結果

　議決件数　　　62 件（うち議員提出のもの８件）
　　原案可決　　46 件
　　認　　定　　２ 件
　　同　　意　　14 件
　請願件数　　　７ 件
　　不 採 択 　  ６ 件
　　継続審査　　１ 件

議員顕彰
全国都道府県議連議長会表彰（自治功労者）

 在職 25 年以上

小谷野　五　雄　議員

 在職 10 年以上

　小久保 憲 一　議員　　　立 石 泰 広　議員
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会 派 構 成 
   自 由 民 主 党           56人 

   埼玉民主フォーラム           11人 

   公 明 党            9人 

   無所属県民会議            7人 

   日 本 共 産 党            3人 

   無所属改革の会            1人 

   無 所 属            4人 

       計               91人 

 

正 副 議 長 
 

 

議 長  齊 藤 邦 明 

 

副議長  松 澤   正 

 

（６．12．20現在） 

 

（６．12．20 現在）
議 席 一 覧 表 

委員会委員名簿
（◎印は委員長、○印は副委員長を示す。）

議会運営委員会委員

委員会名

（定数）
正副委員長 委 員

議会運営

（ ）

◎宇田川 幸 夫 
（自 民） 

○渡 辺 大 
（自 民） 

○安 藤 友 貴 
（公 明）

伊藤はつみ（共産党） 
八子 朋弘（県 民） 
逢澤圭一郎（自 民） 
千葉 達也（自 民） 
深谷 顕史（公 明） 
吉良 英敏（自 民） 
細田 善則（自 民） 
立石 泰広（自 民） 
荒木 裕介（自 民） 
白土 幸仁（自 民） 
水村 篤弘（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
中屋敷慎一（自 民） 
小島 信昭（自 民） 
木村 勇夫（民主ﾌｫｰﾗﾑ）

図書室委員会委員

委員会名

（定数）
正副委員長 委 員

図 書 室

（ ）

◎高 橋 稔 裕 
（自 民） 

○杉 田 茂 実 
（自 民）

渋谷真実子（自 民） 
林 薫（自 民） 
野本 怜子（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
伊藤はつみ（共産党） 
八子 朋弘（県 民） 
深谷 顕史（公 明） 
美田 宗亮（自 民） 
浅井 明（自 民） 
白根 大輔（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
白土 幸仁（自 民） 
小川真一郎（自 民） 
小島 信昭（自 民）
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常任委員会委員

委員会名

（定数）
正副委員長 委 員

企画財政

（ ）

◎松 井 弘 
（自 民） 

○渡 辺 大 
（自 民）

松下 昌代（無所属） 
渡辺聡一郎（自 民） 
野本 怜子（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
木下 博信（自 民） 
白根 大輔（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
細田 善則（自 民） 
武内 政文（自 民） 
田村 実（自 民） 
塩野 正行（公 明） 

欠

総 務

県民生活

（ ）

◎関 根 信 明 
（自 民） 

○高 橋 稔 裕 
（自 民）

栄 寛美（自 民） 
長峰 秀和（自 民） 
城下のり子（共産党） 
平松 大佑（県 民） 
美田 宗亮（自 民） 
飯塚 俊彦（自 民） 
町田 皇介（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
萩原 一寿（公 明） 
新井 一徳（自 民） 
中屋敷慎一（自 民）

環境農林

（ ）

◎宮 崎 吾 一 
（自 民） 

○権 守 幸 男 
（公 明）

鈴木まさひろ（自 民） 
石川 忠義（県 民） 
諸井 真英（無所属） 
松澤 正（自 民） 
内沼 博史（自 民） 
新井 豪（自 民） 
小川真一郎（自 民） 
小島 信昭（自 民） 
田並 尚明（民主ﾌｫｰﾗﾑ）

福 祉

保健医療

（ ）

◎逢 澤 圭一郎 
（自 民） 

○千 葉 達 也 
（自 民）

小早川一博（公 明） 
泉津井京子（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
松本 義明（自 民） 
伊藤はつみ（共産党） 
井上 航（県 民） 
藤井 健志（自 民） 
日下部伸三（自 民） 
水村 篤弘（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
小久保憲一（自 民） 
小谷野五雄（自 民）

 
 
委員会名

（定数）
正副委員長 委 員

産業労働

企 業

（ ）

◎鈴 木 正 人 
（自 民） 

○杉 田 茂 実 
（自 民） 

金野 桃子（県 民） 
江原くみ子（無所属） 
東山 徹（自 民） 
保谷 武（自 民） 
細川 威（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
浅井 明（自 民） 
立石 泰広（自 民） 
荒木 裕介（自 民） 
蒲生 徳明（公 明） 
木村 勇夫（民主ﾌｫｰﾗﾑ）

県土都市

整 備

（ ）

◎小 川 直 志 
（自 民） 

○深 谷 顕 史 
（公 明）

須賀 昭夫（自 民） 
小森 克己（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
尾花 瑛仁（自 民） 
松坂 喜浩（県 民） 
中川 浩（改 革） 
横川 雅也（自 民） 
永瀬 秀樹（自 民） 
岡地 優（自 民） 
高橋 政雄（自 民） 

欠

文 教

（ ）

◎阿左美 健 司 
（自 民） 

○髙 木 功 介 
（無所属）

森 伊久磨（自 民） 
山﨑すなお（共産党） 
林 薫（自 民） 
八子 朋弘（県 民） 
小川 寿士（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
吉良 英敏（自 民） 
安藤 友貴（公 明） 
白土 幸仁（自 民） 
梅澤 佳一（自 民）

警 察

危機管理

防 災

（ ）

◎柿 沼 貴 志 
（自 民） 

○橋 詰 昌 児 
（公 明）

岡村ゆり子（県 民） 
渋谷真実子（自 民） 
金子 裕太（自 民） 
戸野部直乃（公 明） 
武田 和浩（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
岡田 静佳（自 民） 
宇田川幸夫（自 民） 
齊藤 邦明（自 民） 
神尾 髙善（自 民）
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特別委員会委員

委員会名

（定数）
正副委員長 委 員

自然再生・

循環社会

対 策

（ ）

◎浅 井 明 
（自 民） 

○飯 塚 俊 彦 
（自 民）

森 伊久磨（自 民） 
小森 克己（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
江原くみ子（無所属） 
保谷 武（自 民） 
細川 威（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
平松 大佑（県 民） 
杉田 茂実（自 民） 
逢澤圭一郎（自 民） 
荒木 裕介（自 民） 
小谷野五雄（自 民） 
蒲生 徳明（公 明）

地方創生・

行財政改革

（ ）

◎藤 井 健 志 
（自 民） 

○横 川 雅 也 
（自 民）

栄 寛美（自 民） 
尾花 瑛仁（自 民） 
野本 怜子（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
松坂 喜浩（県 民） 
阿左美健司（自 民） 
橋詰 昌児（公 明） 
白根 大輔（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
日下部伸三（自 民） 
渡辺 大（自 民） 
田村 実（自 民） 

欠

公社事業

対 策

（ ）

◎吉 良 英 敏 
（自 民） 

○宇田川 幸 夫 
（自 民）

長峰 秀和（自 民） 
須賀 昭夫（自 民） 
山﨑すなお（共産党） 
八子 朋弘（県 民） 
髙木 功介

宮崎 吾一（自 民） 
深谷 顕史（公 明） 
小久保憲一（自 民） 
水村 篤弘（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
小島 信昭（自 民） 

欠

少 子 ・

高齢福祉

社会対策

（ ）

◎岡 田 静 佳 
（自 民） 

○永 瀬 秀 樹 
（自 民）

岡村ゆり子（県 民） 
渋谷真実子（自 民） 
松本 義明（自 民） 
戸野部直乃（公 明） 
高橋 稔裕（自 民） 
小川 寿士（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
中川 浩（改 革） 
武内 政文（自 民） 
梅澤 佳一（自 民） 
中屋敷慎一（自 民） 
田並 尚明（民主ﾌｫｰﾗﾑ）

 
 
委員会名

（定数）
正副委員長 委 員

経 済 ・

雇用対策

（ ）

◎美 田 宗 亮 
（自 民） 

○萩 原 一 寿 
（公 明）

小早川一博（公 明） 
金子 裕太（自 民） 
林 薫（自 民） 
伊藤はつみ（共産党） 
松井 弘（自 民） 
武田 和浩（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
石川 忠義（県 民） 
諸井 真英（無所属） 
新井 豪（自 民） 
新井 一徳（自 民） 
高橋 政雄（自 民）

危機管理・

大 規 模

災害対策

（ ）

◎木 下 博 信 
（自 民） 

○安 藤 友 貴 
（公 明）

渡辺聡一郎（自 民） 
東山 徹（自 民） 
小川 直志（自 民） 
城下のり子（共産党） 
関根 信明（自 民） 
井上 航（県 民） 
立石 泰広（自 民） 
白土 幸仁（自 民） 
神尾 髙善（自 民） 
塩野 正行（公 明） 
木村 勇夫（民主ﾌｫｰﾗﾑ）

人材育成・

文 化・

スポーツ

振 興

（ ）

◎細 田 善 則 
（自 民） 

○内 沼 博 史 
（自 民）

松下 昌代（無所属） 
鈴木 まさひろ（自 民） 
泉津井京子（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
金野 桃子（県 民） 
柿沼 貴志（自 民） 
千葉 達也（自 民） 
町田 皇介（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
岡地 優（自 民） 
権守 幸男（公 明） 
小川真一郎（自 民） 
鈴木 正人（自 民）

（無所属）
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委員会名

（定数）
正副委員長 委 員

決 算

（ ）

◎内 沼 博 史 
（自 民） 

○関 根 信 明 
（自 民）

長峰 秀和（自 民） 
須賀 昭夫（自 民） 
小早川一博（公 明） 
東山 徹（自 民） 
保谷 武（自 民） 
細川 威（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
城下のり子（共産党） 
平松 大佑（県 民） 
髙木 功介（無所属） 
井上 航（県 民） 
飯塚 俊彦（自 民） 
新井 豪（自 民） 
荒木 裕介（自 民） 
萩原 一寿（公 明） 
梅澤 佳一（自 民） 
田並 尚明（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 

予 算

（ ）

◎高 橋 政 雄 
（自 民） 

○岡 地 優 
（自 民） 

○安 藤 友 貴 
（公 明） 
 

松下 昌代（無所属） 
栄 寛美（自 民） 
渡辺聡一郎（自 民） 
岡村ゆり子（県 民） 
松本 義明（自 民） 
金子 裕太（自 民） 
柿沼 貴志（自 民） 
小川 直志（自 民） 
戸野部直乃（公 明） 
野本 怜子（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
伊藤はつみ（共産党） 
平松 大佑（県 民） 
阿左美健司（自 民） 
逢澤圭一郎（自 民） 
松井 弘（自 民） 
宮崎 吾一（自 民） 
関根 信明（自 民） 
武田 和浩（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
石川 忠義（県 民） 
木下 博信（自 民） 
藤井 健志（自 民） 
吉良 英敏（自 民） 
橋詰 昌児（公 明） 
白根 大輔（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 
細田 善則（自 民） 
白土 幸仁（自 民） 
神尾 髙善（自 民） 
鈴木 正人（自 民） 
木村 勇夫（民主ﾌｫｰﾗﾑ） 

　

本日ここに12月定例県議会を招集申し上げましたと
ころ、議員各位におかれましては御参会を賜り、議案
をはじめ、当面する県政の諸課題について御審議を頂
きますことに、心から感謝を申し上げます。

はじめに、三笠宮崇仁親王妃 百合子殿下におかれ
ましては、11月15日に薨去されました。

三笠宮崇仁親王妃 百合子殿下は、崇仁親王殿下と
共に諸外国との友好親善に努められるとともに、日本
赤十字社の名誉副総裁として世界中の災害や紛争、病
気に苦しむ人々のために活動されました。

また、60年余りにわたって母子保健の向上に力を尽
くされ、本県には平成6年に社会福祉法人 恩賜財団 母
子愛育会総裁として埼玉県支部設立50周年記念大会に
御臨席いただきました。

三笠宮崇仁親王妃 百合子殿下のこのたびの薨去
は、誠に痛惜の思いに堪えません。三笠宮崇仁親王妃 
百合子殿下の御生涯と御高徳を偲び、謹んで心から哀
悼の意を表します。

さて、国は、去る11月22日、長きにわたったコスト
カット型経済から脱却し、賃金上昇が物価上昇を安定
的に上回る経済の実現、そして、「賃上げと投資が牽
引する成長型経済」への移行を確実なものとするた
め、「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合
経済対策」を閣議決定しました。

国の総合経済対策では、「日本経済・地方経済の成
長」、「物価高の克服」、「国民の安心・安全の確
保」の3本の柱を掲げ、あらゆる政策手段を総動員す
ることとされており、「物価高の克服」では地方公共
団体が行う地域の実情に応じた物価高対策を後押しす
る「重点支援地方交付金」などの対応が講じられるこ

知　事　 大 野 元 裕 　

　知　事

　　提案説明　
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とになっております。

この経済対策の実行に係る国の補正予算案について
は、現在開会中である第216回臨時国会に提出され、
年内に成立することが見込まれております。

本県においても、11月28日に「強い経済の構築に向
けた埼玉県戦略会議」を開催し、経済団体等から県内
経済の実情などについてお伺いするとともに、今後の
県の経済対策や価格転嫁の円滑化に向けた取組などに
ついて御議論いただきました。

これらを踏まえ、臨時国会における審議状況を睨み
ながら、エネルギー価格や物価高騰の影響を緩和する
ためのきめ細かい支援策を検討した上で、社会経済活
動の活性化に向けてしっかりと取り組んでまいりま
す。

それでは、今定例会に御提案申し上げました諸議案
のうち、主なものにつきまして、順次、御説明いたし
ます。

はじめに、第121号議案「令和６年度埼玉県一般会
計補正予算（第３号）」でございます。

まず、防災拠点校の体育館における避難者の生活環
境の改善についてです。

大規模災害発生時の長期の避難生活においても、熱
中症等の危険性がない安心・安全な環境を確保するた
め、防災拠点校の体育館への空調設備の設置に係る設
計について、早期に着手するため債務負担行為を設定
するものでございます。

次に、公共事業等の施工時期の平準化・適正工期の
確保についてです。

本県建設業者の経営健全化や雇用の安定化、公共事
業の品質確保の観点から公共事業等の施工時期の平準
化や適正工期を確保するための債務負担行為及び繰越
明許費を設定するものでございます。

このほか、農業水利施設の省エネ化等に取り組む施
設管理者への支援金の交付や県立学校などの県有施設
に係る光熱費の増額を行います。

この結果、一般会計の補正予算額は9億5,707万3千円
となり、既定予算との累計額は、2兆1,294億8,795万2
千円となります。

次に、その他の議案のうち主なものにつきまして、
御説明いたします。

第126号議案「埼玉県手数料条例の一部を改正する
条例」は、旅券法施行令の一部改正を踏まえ、県の一
般旅券に係る発給手数料について、書面申請とオンラ
イン申請に区分し、それぞれ額を改定するものなどで
ございます。

第133号議案「埼玉県水道用水料金徴収条例の一部
を改正する条例」は、水道用水供給事業の健全な経営
を図るため、水道用水料金の額を改定するものでござ
います。

第145号議案から第154号議案までの10議案はいずれ
も流域下水道の維持管理や設置等に要する経費につい
て関係市町が負担すべき金額を定めるものでございま
す。

その他の議案につきましては、提案理由等により御
了承を頂きたいと存じます。

以上で私の説明を終わりますが、何とぞ慎重審議の
上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。

[追加提案説明]

（令和６年12月６日）

ただいま、御提案申し上げました議案につきまし
て、御説明いたします。

職員の給与改定につきましては、去る10月17日に、
議長及び私に対しまして、県人事委員会から勧告及び
報告がございました。

その主な内容は、民間給与との較差を解消するた
め、給料表の水準を引き上げること、期末・勤勉手当
の年間支給割合を0.1月分引き上げることなどでござい
ました。

この勧告等の取扱いにつきまして、職員の労働基本
権が制約されていることの代償措置という制度の趣旨
を踏まえ、慎重に検討を行ってまいりました。

その結果、第156号議案「職員の給与に関する条例
等の一部を改正する条例」及び第157号議案「学校職
員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を今回
提案することとし、人事委員会の勧告及び報告などを
踏まえ、職員の給与の改定等を行うものでございま
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12月定例会における地方自治法第 121 条

第１項の規定に基づく説明者一覧

知 事 大 野 元 裕

副 知 事 堀 光 敦 史

副 知 事 山 﨑 達 也

副 知 事 伊　 藤　　　 高

企 画 財 政 部 長 中 山 貴 洋

総 務 部 長 三 須 康 男

県 民 生 活 部 長 島 田 　 繁

危機管理防災部長 犬 飼 典 久

環 境 部 長 石 井 貴 司

福 祉 部 長 細 野 　 正

保 健 医 療 部 長 表　　　　久 仁 和

産 業 労 働 部 長 目 良 　 聡

農 林 部 長 横 塚 正 一

県 土 整 備 部 長 吉 澤 　 隆

都 市 整 備 部 長 伊 田 恒 弘

会 計 管 理 者 岩　 﨑　 寿 美 子

公営企業管理者 板 東 博 之

下水道事業管理者 北 田 健 夫

教 育 長 日 吉 　 亨

選挙管理委員会委員長 長 峰 宏 芳

人 事 委 員 会 委 員 長 池 本 誠 司

同 事 務 局 長 唐 橋 竜 一

公安委員会委員長 加 村 啓 二

警 察 本 部 長 野　 井　 祐　 一

同 総 務 部 長 上 條 浩 一

労働委員会会長 青 木 孝 明

同 事 務 局 長 山 本 好 志

監 査 委 員 間 嶋 順 一

監 査 委 員 小 笠 原　 薫 子

同 事 務 局 長 西 村 　 朗

収用委員会会長 久保 村　 康 史

内水面漁場管理委員会会長 佐　 野　 元　 彦

す。

次に、第155号議案「令和6年度埼玉県一般会計補正
予算（第4号）」でございます。

今回の補正予算案は、ただ今、御説明いたしました
職員給与の改定等に伴い、不足が見込まれる給与費を
計上するものでございます。補正予算額は66億4,482万
2千円となり、既定予算と先に御提案申し上げました
補正予算第3号、そして今回の補正予算第4号を合わせ
た累計額は、2兆1,361億3,277万4千円となります。

以上で私の説明を終わりますが、何とぞ慎重審議の
上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。

[追加提案説明]

（令和６年12月12日）

ただいま、御提案申し上げました議案につきまし
て、御説明いたします。

第158号議案「特別職の職員の給与及び旅費に関す
る条例及び埼玉県教育委員会教育長の給与等に関する
条例の一部を改正する条例」は、一般職の期末・勤勉
手当の引上げや国の動向などを総合的に勘案し、特別
職の期末手当の年間支給割合を0.05月分引き上げるも
のでございます。

なお、知事の期末手当については、国の特別職の対
応に鑑み、当分の間、支給割合を据え置くことといた
します。

また、今回の給与改定に伴う所要額につきまして
は、既定予算の範囲内で対応可能なことから、予算の
補正は見送らせていただきたいと存じます。

以上で私の説明を終わりますが、何とぞ慎重審議の
上、御議決を賜りますようお願い申し上げます。
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質 疑 質 問

　12月定例会では、知事から提出された議案を審査す
るに当たり、自由民主党９人、民主フォーラム２人、
公明党２人、無所属県民会議１人、共産党１人の議員
が登壇し、それぞれの立場から提出議案に対する質疑
並びに県政に対する質問を行った。

　一般質問

　12 月６日

　　　　　自　　　　　民　　永　瀬　秀　樹　議員
　　　　　民主フォーラム　　白　根　大　輔　議員
　　　　　公　　　　　明　　塩　野　正　行　議員
　12 月９日

　　　　　自　　　　　民　　長　峰　秀　和　議員
　　　　　県　　　　　民　　岡　村　ゆり子　議員
　　　　　共　　産　　党　　伊　藤　はつみ　議員
　12月10日

　　　　　自　　　　　民　　保　谷　　　武　議員
　　　　　民主フォーラム　　武　田　和　浩　議員
　　　　　自　　　　　民　　渡　辺　聡一郎　議員
　12月11日

　　　　　自　　　　　民　　東　山　　　徹　議員
　　　　　公　　　　　明　　戸野部　直　乃　議員
　　　　　自　　　　　民　　千　葉　達　也　議員
　12月12日

　　　　　自　　　　　民　　宮　崎　吾　一　議員
　　　　　自　　　　　民　　杉　田　茂　実　議員
　　　　　自　　　　　民　　鈴　木　正　人　議員
 

１　ＭＶＶの策定について
２　地域公共交通計画・基本方針について
３　順天堂大学新病院計画の中止に伴う対応について
４　日本語指導が必要な児童生徒への教育支援について
　⑴　日本語指導担当教員の確保に向けた改善策について
　⑵　日本語指導を必要とする児童生徒への教育支援体

　制の充実について
５　保育士公定価格における地域区分の格差是正について
６　ニューツーリズムによる観光振興について
７　「あと数マイル・プロジェクト」日暮里・舎人ライ

ナーの延伸について
８　都市計画道路南浦和越谷線の整備について
９　地域の課題
　⑴　県道さいたま鳩ヶ谷線の歩道整備と無電柱化につ

　いて
　⑵　本町ロータリー交差点の改良について

１　順天堂大学医学部附属病院の整備計画中止について
　⑴　これまでの経緯について
　⑵　整備用地の管理維持などの費用について
　⑶　整備用地の今後の活用について
　⑷　医師派遣について
２　埼玉高速鉄道の利用促進について
　⑴　東京メトロへの将来的な一元化について
　⑵　割引運賃の導入について
３　県外の私立高校に通う生徒への就学援助について
４　ＤＸ推進について
　⑴　統合型ＧＩＳの活用について
　　ア　利用しやすい環境の整備について
　　イ　様々なシーンで活用できる統合型ＧＩＳの積極

　　的活用について
　⑵　自治体システムの標準化について

 
永 瀬 秀 樹 議員

自由民主党

白 根 大 輔 議員

民主フォーラム
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　　ア　県からの要望に対する国の対応状況について
　　イ　標準化に当たって支障のある自治体の数について
　　ウ　自治体への支援について
　　エ　デジタル化とそれに伴う各業務の見直しについて
５　犯罪被害者支援の拡充について
６　「安心して安全に生活できるための緊急要望」への

対応について
　⑴　外国人犯罪の状況について
　⑵　緊急要望による警察の対応と結果について
　⑶　警察官の増員について
７　在住外国人への日本語指導について
　⑴　在住外国人の日本語習得への積極的な支援について
　⑵　日本語指導担当教員一人当たりの外国人等児童生

　徒数の見直しについて
８　サーキュラーエコノミーの海外展開について
９　地域活動支援センターに係る県補助金の見直しにつ

いて
　⑴　県の役割について
　⑵　運営団体や利用者の声の調査について
　⑶　現場訪問について
　⑷　施策評価有識者会議を踏まえた方針について
10　上谷沼調節池について
　⑴　平時の利用計画作成について
　⑵　調整会議の再開について
11　地元問題
　⑴　新芝川の土手における湧水の原因と今後の対策に
　　ついて
　⑵　本町ロータリーの整備について
　　ア　事業計画の見直しについて
　　イ　信号設置に対する県の考えについて

１　順天堂大学附属病院整備計画の中止について
２　物価高対策について
３　価格転嫁の実現に向けた支援策について
　⑴　価格転嫁への更なる対策の強化について
　⑵　一般廃棄物処理業務における価格転嫁について
　⑶　単品スライド条項の受注者負担について
４　多胎家庭への支援について
５　特別支援学校・特別支援学級における不登校の実態

について

６　５歳児健診とその後のフォローアップ体制の構築に
ついて

７　防災減災対策について
　⑴　大規模災害発生時の避難所の環境改善について
　⑵　福祉避難所が機能するために

１　災害への対策について
　⑴　消防学校教育の充実・強化について
　⑵　埼玉版ＦＥＭＡの今後の展開について
　⑶　埼玉版ＦＥＭＡの名称について
２　ハラスメント対策について
　⑴　埼玉県のハラスメント防止対策について
　⑵　ハラスメントの実態調査について
３　私立幼稚園への支援について
　⑴　運営費補助について
　⑵　特別支援教育費補助制度の改善について
　⑶　教職員の処遇改善について
４　地球温暖化対策について
　⑴　熱中症対策について
　⑵　温室効果ガス削減目標への進捗状況について
　⑶　中小零細企業への温室効果ガス削減対策の支援に
　　ついて
　⑷　地球温暖化適応策の強化について
５　ネイチャーポジティブについて
６　アライグマ対策について
　⑴　現状認識について
　⑵　捕獲体制の強化について
７　来年のコメ生産に向けて
　⑴　農作物へのカメムシ類等・高温被害対策について
　　ア　広域・集団防除について
　　イ　農閑期の越冬カメムシ対策について
　　ウ　除草のタイミングについて
　⑵　新市場開拓用米への支援について
８　ＳＡＩＴＡＭＡロボティクスセンター（仮称）につ
　いて
　⑴　渋沢ＭＩＸとの連携について
　⑵　リアルネットワーク構築について
９　新川越越生線の整備状況について

塩 野 正 行 議員

長 峰 秀 和 議員

公明党

自由民主党



－ 17－

１　警察官の増員と育成を進めるべき
　⑴　県費での増員について
　⑵　女性警察官を増やすための取組は
　⑶　外国語を話すことのできる警察官について
２　投票率向上につながる取組を進めていくべき
　⑴　期日前投票の利用方法の周知や常時啓発について
　⑵　移動式投票所の設置について
　⑶　商業施設内に期日前投票所を積極的に設置すべき
　⑷　選挙カレッジに一層力を入れるべき
　⑸　住民票の異動に関する周知啓発を
３　早期に適切な療育が受けられるよう言語聴覚士の増

員をすべき
４　工業高校の魅力発信と環境整備について
　⑴　志願者を増やす取組について
　⑵　教員の質の向上について
　⑶　特別教室や実習室に空調整備を
５　消防学校の今後について
　⑴　施設整備について
　⑵　寮室の改善を
　⑶　早期の建替えを
６　ご高齢者の移動手段の支援を積極的に進めていくべき
　⑴　シルバーサポーター制度の加盟事業所の発掘につ

　いて
　⑵　シルバーサポーター制度の加盟事業所の内容につ

　いて
　⑶　移動手段となる施策について
７　結婚支援の今後について
８　ひきこもり状態にある方の親亡き後のお金や財産に

関する支援について
　⑴　ひきこもり支援連絡会議での情報共有を
　⑵　講演会等の開催について

１　被爆８０年に向けて、被爆者の願いに応える取組を

　⑴　日本原水爆被害者団体協議会のしらさぎ会と懇談を
　⑵　原爆死没者慰霊式について
　⑶　原爆を語り伝える
　⑷　慰霊式の未来
　⑸　締約国会議参加を
２　埼玉で保育したい、子どもをあずけたいと思える保

育運営を
　⑴　保育士確保問題
　　ア　保育所への影響について
　　イ　公定価格の見直しを
　　ウ　県の補填は
　　エ　自治体の処遇改善に対する評価
　　オ　県としての処遇改善を
　⑵　県の単独補助である障害児加算の廃止は撤回を
　　ア　交付税の活用状況について
　　イ　確実な措置を
　　ウ　県の指導は
　　エ　施策後退は許されない
３　県水道用水料金・流域下水道維持管理負担金の引上

げについて
　⑴　黒字なのに料金引上げか
　⑵　４１２億円の内部留保について
　⑶　ダム強行の責任は
　⑷　なぜ国の交付金を使わないのか
　⑸　今年度の交付金投入を
４　職員の尊厳を踏みにじるセクハラ根絶のために
　⑴　不必要な接触とは
　⑵　要綱に明記を
　⑶　セクハラ防止の責任者は
　⑷　告発者の保護を
５　生きている遺産である世界農業遺産、落ち葉堆肥農

法への支援を
　⑴　落ち葉堆肥農法の魅力について
　⑵　落ち葉堆肥農法の要である雑木林を救う支援を
　⑶　さんとめ材の使用について
　⑷　県有地を活用して
　⑸　せめて看板設置を
６　生存権を保障する県営住宅こそ増設を
　⑴　埼玉の県営住宅戸数は充分か
　⑵　ふじみ野市に増設を
　⑶　ストックマネジメント方針の増設戸数
　⑷　７００戸整備の根拠は
　⑸　県民の意見を

伊 藤 はつみ 議員

岡 村 ゆり子 議員

共産党

無所属県民会議
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１　「スマートシュリンク埼玉２０５０」について
　⑴　小中学校統廃合の支援について
　⑵　キレイな空き家対策について
２　国際交流政策と在住外国人政策（いわゆる多文化共
　生策）の切り離しについて
　⑴　冷静な議論の環境の整備について
　⑵　多文化共生推進会議の人選について
３　埼玉県ＤＸを通じた新たな価値の創出について
４　親戚付き合いが薄いおひとり様高齢者の増加に備え
　た支援の仕組み作りについて
　⑴　賃貸住宅の入居の保証、死亡その他の様々なリス
　　クへの備えについて
　⑵　認知症発症の際のサポートについて
　⑶　死後の遺産・家財管理・処分について
５　体感治安の改善について
　⑴　真の治安の良し悪しの把握について
　⑵　体感治安を定量的に示す指標の開発について
６　公共調達について
　⑴　県内事業者育成のための官公需発注の増大について
　⑵　公共調達を通じたロボティクス産業の育成について
７　地域ボランティア担い手不足解消のための敬意の醸
　成について
　⑴　現在の県の取り組みについて
　⑵　地域ボランティアのイメージアップについて
８　鉄道駅へのホームドア設置に向けた更なるスピード
　アップについて

１　防災について
　⑴　災害時の受援体制の構築・強化について
　⑵　災害時のデマへの対策について
２　防災学習の在り方と新しい防災学習ツールの活用に

ついて

３　衛星インターネット機器の整備について
４　エレベーターへの防災キャビネットの設置について
５　物流の更なる駐車規制見直しの検討について
６　モバイルファーマシーの導入支援について
７　動物愛護について
　⑴　県庁舎内での保護犬猫の譲渡会開催について
　⑵　動物指導センターから犬猫を受け入れた民間団体

　等への補助金の支給について
　⑶　動物指導センターにおける飼い主のいない猫の避

　妊手術について
８　帯状疱疹ワクチン接種について
９　アピアランスケア（外見の変化に対するケア）用品

の購入補助について
10　県立特別支援学校における不審者対策を含めた防災

の取組について
11　県立特別支援学校に在籍する不登校児童生徒への支

援体制の構築について

１　埼玉県の地方創生は
　⑴　総括と今後の戦略について
　⑵　移住定住に係る政策の方向性は
２　安心して子育てできる環境づくりを
　⑴　「こども誰でも通園制度」の開始に向けた取組は
　⑵　保育の質・安全を確保する取組について
　⑶　「低年齢児保育促進事業」の拡充を
３　令和の学校教育の推進
　⑴　ＳＴＥＡＭ教育の強化に向けた教科担任制の拡大
　⑵　学びの多様化学校の設置推進について
　⑶　学校制服の保護者負担軽減は
４　地域医療の課題への対応
　⑴　必要病床数の考え方と地域の医療整備について
　⑵　かかりつけ医や診療所への支援は
　⑶　小児科等オンライン医療の推進を
５　ナイトタイムエコノミーの活性化を
　⑴　アフターコロナのナイトタイムエコノミーについて
　⑵　県有施設におけるナイトタイムエコノミーの普及
６　農作物へのカメムシ類等・高温被害対策について
　⑴　高温障害等で影響を受けた農業者へ支援を
　⑵　農業者への支援制度の周知やサポートについて
７　地元問題

武 田 和 浩 議員

民主フォーラム

渡 辺 聡一郎 議員

自由民主党
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　⑴　県道さいたま幸手線の和戸踏切立体交差事業につ
　いて

　⑵　都市計画道路新橋通り線の整備について
　⑶　県道春日部菖蒲線の整備について

１　商工業の振興
　⑴　人手不足・生産性向上の視点からのＩＴ等設備投

　資支援
　⑵　デジタル人材の育成
　⑶　小規模事業者への資金繰り支援
　⑷　中小製造業の採用機会拡充への取組
　⑸　外国人労働者の活用支援
　⑹　消費喚起事業の全県展開に対する支援
２　狭山茶の振興
　⑴　狭山茶振興ネットワークの構築
　⑵　抹茶の製造支援
　⑶　茶の文化的価値を活かした取組
３　第３次救急医療体制の充実
４　県立高等学校の暑さ対策
５　地元問題
　⑴　入曽交差点の整備
　⑵　柏原小入口交差点
　　ア　交差点整備
　　イ　雨水対策
　⑶　不老川の河川改修

１　ＤＥＩに基づく県庁の取組について～誰にとっても
働きやすい職場環境に向けて～

　⑴　ＤＥＩ、特にエクイティの視点について
　⑵　職員の満足度調査の実施について
２　小さく生まれた赤ちゃんの家族への支援
　⑴　リトルベビーハンドブックを県で製本しＮＩＣＵ

　で配布することについて

　⑵　リトルベビーハンドブック作成のための協議会設
　置について

　⑶　県庁内の授乳室に搾乳マークを掲示することにつ
　いて

３　痴漢撲滅に向けた取組について
　⑴　受験シーズンの痴漢撲滅キャンペーンの実施につ

　いて
　⑵　庁内横断的な対策の体制づくり
４　いわゆる「闇バイト」対策について
　⑴　本県における現状について
　⑵　ＳＮＳ上の書き込み対策及び若者への相談対応に

　ついて
　⑶　教育現場での注意喚起について
　⑷　防犯設備整備に対する助成制度について
５　医療的ケア児者の災害対策支援
　⑴　医療的ケア児者の個別避難計画作成マニュアルの

　策定について
　⑵　医療的ケア児者の九都県市合同防災訓練について
６　障がい者家族（介護者）のレスパイトについて
　⑴　家族の緊急時等の障がい者の受け入れ先確保の状

　況について
　⑵　地域生活支援拠点等の整備に向けて
７　障がい者の日常生活用具給付等事業の貸与について
８　県道上尾蓮田線の右折帯設置について

１　地域医療連携ネットワーク構想について
２　介護支援専門員への支援について
　⑴　介護支援専門員の不足について
　⑵　介護支援専門員実務研修受講試験にかかる受験資

　格の緩和について
　⑶　介護支援専門員への処遇改善について
３　商工会が抱える諸課題について
　⑴　職員定数の考え方について
　⑵　人事一元化導入に伴う課題について
　　ア　取組方策の検討状況について
　　イ　導入スケジュールについて
４　埼玉ブランド化を目指した企業誘致について
５　基幹的農業水利施設の維持管理について
６　農業問題について
　⑴　農作物へのカメムシ類等・高温被害対策について

東 山   徹 議員

戸野部 直 乃 議員

自由民主党

公明党
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　　ア　飼料用米に取り組む生産者への支援について
　　イ　カメムシ類等の発生源の生態研究、高温に強い

　　品種開発の加速について
　⑵　国の水田活用の直接支払交付金の見直しについて
　⑶　ＲＴＫ基地局の設置について
７　地元問題
　⑴　渡良瀬遊水地におけるイノシシ対策について
　　ア　市町村への支援拡大について
　　イ　わな猟免許の取得支援について
　　ウ　人的被害の防止について
　　エ　農業被害の防止について
　⑵　国道１２５号加須羽生バイパスの早期開通について
　⑶　一級河川中川の改修工事の進捗状況について

１　予算編成過程における透明化について
２　県庁ＤＸ化について
　⑴　デジタル担当部署の組織再編
　⑵　ＤＸ人材のキャリアパスについて
　⑶　医療ＤＸについて
　⑷　オンライン標準処理期間の設定について
３　企業版ふるさと納税について
４　産業用地について
５　県庁薬務行政について
　⑴　オンライン申請について
　⑵　ＧＭＰ審査について
６　免許返納後の支援について（市町村との窓口連携）
７　有事における緊急避難民の対応について
８　児童相談所第三者評価について
９　県立大学について
10　県立高校の諸課題について
　⑴　県立高校の自立支援事業について
　⑵　家庭科について
11　県産木材利用促進について
12　県内芸術・美術品の活用について
　⑴　処分基準の策定
　⑵　収蔵庫にある作品の利用について
13　彩の国さいたま芸術劇場について
14　防災災害対策について
　⑴　ドローンの夜間捜索の利用促進について
　⑵　液状化対策について

15　会計年度任用職員について
　⑴　３年目の更新について
　⑵　病気休暇の制度について
16　与野中央公園調節池について

１　北部地域振興交流拠点の整備について
　⑴　現在の検討状況について
　⑵　賑わい機能について
２　本県の農業振興について
　⑴　本県の今後の強力な農業振興について
　⑵　「地域計画」により農地を次世代に引き継ぎ、　

　10年後の農業を守れるのか
３　商工団体の活性化について
　⑴　商工団体に求める役割と支援の状況について
　⑵　経営指導員の資質向上について
４　医師会立看護学校への支援と県立高等看護学院の拡

充について
５　子どもの性に関する教育とユースクリニックの支援

について
６　地元問題
　⑴　利根川新橋と周辺道路の整備について
　⑵　県道太田熊谷線の歩道のバリアフリー化について

１　県民所得の上がる経済対策について
２　有事に対応できるシェルター設置について
３　令和６年度の中学校歴史・公民教科書採択の結果に

ついて
４　アニメ「めぐみ」等を活用した日本人拉致問題啓発

のための人権教育の徹底について
５　望まない介護離職防止策について
６　外国人犯罪対策について
　⑴　法務省の報告書について
　⑵　川口市議会からの意見書について
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　⑶　川口市内における治安対策について
　⑷　出入国在留管理庁と現地警察署の連携について
　⑸　不法投棄事案への対応について
　⑹　川口市の条例改正を受けた場合の県の対応について
７　外免切替問題について
８　地元問題について
　⑴　一般国道２５４号和光富士見バイパスの残り工事

　区間の早期開通について
　⑵　中央通停車場線第３工区の進捗状況と今後の見通

　しについて

委 員 長 報 告
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企 画 財 政
　　　委員長報告

副委員長　渡　辺　　　大

　企画財政委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案５件でありま
す。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議につ
いて申し上げます。
　まず、第121号議案について、「公営競技事業収入の
算出方法はどのようなものか。また、今回の補正で増
額する理由は何か」との質疑に対し、「インターネッ
トを含む本場の売上額に、包括委託業者との契約に基
づく収益率0.95％を乗じた額から、県営競技事務所の運
営に係る事務費等を除いた額が、一般会計に入る公営
競技事業収入である。現時点で、インターネット販売
が好調であり、売上見込額が当初の想定を上回ること
から、公営競技事業特別会計における当たり車券の払
戻金や開催経費等の歳出予算についても増額が必要で
あり、２月定例会では間に合わないことから、今回、
補正予算措置を行い、これに連動して、一般会計の繰
入れも行う」との答弁がありました。
　次に、第155号議案について、「給与改定に伴う地方
負担の増加分について、繰越金で計上されているが、
交付税措置はされないのか」との質疑に対し、「閣議
決定された国補正予算案において、地方交付税が2.1
兆円増額され、その中の費目として、今回は、『給与
改定費』という形で地方交付税が増額されることとな
る。ただし、現時点では、本県への配分額が不明であ
るため、同じ一般財源である繰越金で歳入を計上し、
２月補正で他の歳入の増減と併せて整理していく」と
の答弁がありました。
　このほか、第126号議案、第127号議案及び第138号議
案についても活発な論議がなされました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託さ
れました議案５件について採決いたしましたところ、
いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきもの
と決した次第であります。
　次に、所管事務の調査として、「自動運転の県内の現
状と今後について」質問が行われました。
　その中で、「現在、取り組んでいる和光市と深谷市に
対して、県は支援をしているのか。また、それ以外の
市町村への拡大に向けてどのように取り組んでいるの
か」との質問に対し、「昨年度創設した『地域公共交通
ＤＸ・コンパクト＋ネットワーク促進事業』において、

和光市、深谷市の自動運転の取組に対し財政支援を行
っている。また、両市の取組は埼玉版スーパー・シテ
ィプロジェクトにも位置付けられており、県の関係課
で事業化支援チームを組織して、全庁体制で支援して
いる。他の市町村に関しては、先進事例からノウハウ
や成果を学ぶことが重要であると考えている。市町村
を対象とした研修会では、自動運転バスに高い知見を
有する専門家や事業者を講師として、先進事例の紹介
やノウハウの横展開、マッチング機会の提供などに取
り組んでいる」との答弁がありました。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。
添えまして、本委員会の報告を終わります。

総務県民生活
　　　委員長報告

副委員長　高　橋　稔　裕

　総務県民生活委員会における審査経過の概要につい
て、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案９件及び請
願４件であります。
　以下、これらの議案等に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。　
　まず、総務部関係では、第121号議案について、「施
工時期を平準化する効果の一つとして、年度当初の発
注作業の集中による事務負担の回避が挙げられている
が、実際に回避につながっているのか。また、年度を
またぐことによって、担当者が変更になる可能性があ
るが、この影響をどのように考えているのか」との質
疑に対し、「入札公告の時期を分散し、年度内に行う
ことにより、年度当初における事務作業の集中を回避
することができ、職員の負担軽減に結び付いている。
また、債務負担行為を設定することにより、年度内に
入札から契約までを同一の担当者で行うことが可能と
なるため、効率的に事務を進めることができる」との
答弁がありました。
　次に、県民生活部関係では、第139号議案について、
「埼玉会館の指定管理者候補者の得点は600点満点中
432点で７割２分だったが、この数字をどのように考
えているのか。また、残りの２割８分の余白部分を埋
め、より良くしていくために、この伸び代の部分をど
のように考えているのか」との質疑に対し、「公募に
より、これまでの管理運営に加えて、新たなイベント
の開催やＤＸの活用などが期待できることから、指定
管理者として適格であると判断した。伸び代の部分に
ついては、まだ工夫の余地があると考えており、今後
指定管理を行うに当たり、今回の提案だけでなく、新
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たな創意工夫を更に実施するよう県としても求めてい
く」との答弁がありました。
　このほか、第122号議案、第128号議案、第135号議
案、第136号議案、第156号議案及び第158号議案につい
ても活発な論議がなされ、第155号議案については、執
行部からの詳細な説明をもって、了承した次第であり
ます。
　続いて、討論に入りましたところ、第158号議案に反
対の立場から、「本議案は、知事のみ国の特別職の対
応と同じく、据え置くとしている。今議会には、上下
水道の値上げなど物価高騰に苦しむ県民へ新たな負担
を求める議案も提案されており、特別職の期末手当の
引上げは、県議会議員の期末手当の引上げにも連動す
るため、認められない」との意見が出されました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託さ
れました議案９件について採決いたしましたところ、
第158号議案については多数をもって、その他の議案に
ついては総員をもって、原案のとおり可決すべきもの
と決した次第であります。
　次に、請願について申し上げます。
　まず、議請第５号につきましては、請願者1,136名
を追加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承
し、審査したところであります。
　審査におきましては、不採択とすべきとの立場から、

「私学助成制度は、運営費補助と父母負担軽減補助との
二つの柱により成り立っているが、本県の父母負担軽
減補助は全国でも上位の水準にあり、両者の補助単価
を合算すると国の標準額を上回っている。厳しい財政
状況に鑑みると、限られた財源を有効活用するために
は、経済環境や社会情勢を踏まえた重点化や配分を考
慮すべきであり、単に拡充することを求める本請願に
は賛成できない」等の意見が出されました。
　次に、採択すべきとの立場から、「子育て世代の教育
費負担は増加の一途である。本年10月に施行された
『埼玉県こども・若者基本条例』にも、教育費の負担
軽減が盛り込まれており、本請願が採択されることこ
そ、条例の趣旨に合致するものと考える」との意見が
出され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって
不採択とすべきものと決した次第であります。
　次に、議請第６号につきましては、不採択とすべき
との立場から、「再審制度は、再審請求手続に関する詳
細な規定がなく、その審理の適正さが制度的に担保さ
れていないなどの課題があり、法改正を検討する余地
があると考えている。しかし、再審開始決定に対する
検察官の不服申立てを法律上禁止することは、違法、
不当な再審開始決定があった場合に、これを是正する
余地をなくしてしまうこととなる。公益の代表者であ
る検察官の不服申立ては、再審請求権における審理、
決定が適切かつ公正に行われることを担保しており、
禁止することについては、当事者主義を前提とする刑
事司法手続の根幹に関わるものであるため、更なる熟

議を要する」との意見が出されました。
　次に、採択すべきとの立場から、「再審制度は刑事
訴訟法に規定があるが、70年以上も改正されていな
い。さらに、再審に関する手続の規定が法律上ほとん
どないことや、検察官の不服申立てによる手続の長期
化などが指摘されている。国において早急に積極的な
議論を行い、最後の救済制度にふさわしい法制度を構
築する必要がある」等の意見が出され、採決いたしま
したところ、賛成少数をもって不採択とすべきものと
決した次第であります。
　次に、議請第７号につきましては、請願者 58 名を追
加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、
審査したところであります。
　審査におきましては、冒頭、「請願の内容については、
非常に重要な課題だと考えており、様々な対応を協議
している状況であるので、継続審査とするべきである」
との動議が出され、採決いたしましたところ、賛成多
数をもって継続審査とすべきものと決した次第であり
ます。
　次に、議請第８号につきましては、請願者58名を追
加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、
審査したところであります。
　審査におきましては、不採択とすべきとの立場から、

「国民が広く享受する社会保障の費用は、あらゆる世代
が広く公平に分かち合うべきである。消費税について
は、社会保障と税の一体改革において、消費税をはじ
めとする税制抜本改革で安定財源を確保し、社会保障
の充実と安定化及び財政健全化の同時達成を目指すた
め、税率が決定されたものである」等の意見が出され
ました。
　次に、採択すべきとの立場から、「消費税は低所得者
ほど負担割合が大きく、不公平な税制である。物価高
騰で苦しんでいる県民を応援し、地域経済の活性化の
ためにも本請願を採択するべきである」との意見が出
され、採決いたしましたところ、賛成少数をもって不
採択とすべきものと決した次第であります。
　なお、当面する行政課題として、総務部から「大宮
公園陸上競技場兼双輪場のあり方について」、県民生活
部から「スポーツ科学拠点施設整備運営事業について」
の報告があり、種々活発な論議がなされましたことを
申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

環 境 農 林
　　　委員長報告

副委員長　権　守　幸　男

　環境農林委員会における審査経過の概要について、
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御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案３件であり
ます。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議につ
いて申し上げます。
　まず、環境部関係では、第155号議案について、「環
境部における補正は給料と共済費の増額だが、職員手
当等の増額はないのか」との質疑に対し、「今回の給
与改定では、期末・勤勉手当についても増額が見込ま
れるが、環境部では、自然災害や水質事故等への危機
管理対応分を一定程度想定して、当初予算で時間外勤
務手当等を計上しており、それらの執行残が見込まれ
ることから、職員手当等は既定予算内で対応可能と考
えている」との答弁がありました。
　次に、農林部関係では、第121号議案について、「森
林管理道整備事業の繰越明許費の設定理由として、入
札不調による遅れがあるとのことだが、今後、入札不
調をどのようになくしていくのか」との質疑に対し、
「12月から３月の繁忙期を避け、４月から６月の閑散
期に稼働できるように発注する、一者落札でも可とす
る条件で発注する、小規模工事の場合はほかの同様な
工種のある工事とまとめる、委託内容や現場状況を反
映した設計で発注するなどの対策を行い、事業者が受
注しやすい発注を心掛けていく」との答弁がありまし
た。
　このほか、第142号議案についても活発な論議がなさ
れました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託さ
れました議案３件について採決いたしましたところ、
いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきもの
と決した次第であります。
　次に、所管事務の調査として、「高温障害とカメムシ
被害について」質問が行われました。
　その中で、「12月半ばとなり、稲作については、ほぼ
収穫が終わったところであるが、被害の全容の把握等
はできているのか」との質問に対し、「11月末時点の
イネカメムシによる水稲の被害状況について、県内Ｊ
Ａに聞き取り調査を実施したところ、各ＪＡが把握し
ている主要な水稲の作付面積約23,600ヘクタールのう
ち、被害の大小にかかわらず、約46％で不稔、着色粒
の被害が見込まれるとの結果であった」との答弁があ
りました。
　なお、当面する行政課題として、環境部から「大気
環境の保全について」、農林部から「次世代施設園芸
埼玉拠点における今後の実証について」の報告があり、
種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、
本委員会の報告を終わります。

福祉保健医療
　　　委員長報告

　副委員長　千　葉　達　也

　福祉保健医療委員会における審査経過の概要につい
て、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案２件でありま
す。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議につい
て申し上げます。　
　まず、第140号議案について、「埼玉県立児童養護施
設おお里について、こどもの状況に合わせた施設に整備
していく必要性があるが、今後の整備についてどう考え
るか。また、児童の抱える背景が複雑化し、心理的ケア
に基づく必要性が増えていることも踏まえた整備計画に
なっているのか」との質疑に対し、「長期保全計画に基
づく長寿命化の改修と併せて、小規模ユニット化を進め
個室を増やすことで、中学生以上の受入れもしっかり対
応するとともに、心理療法を行う部屋を増やすなど、ケ
アが必要なこどもへの対応についても今後の整備の中で
検討していく」との答弁がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本議案について採決
いたしましたところ、総員をもって、原案のとおり可決
すべきものと決した次第であります。
　次に、議第41号議案「埼玉県拉致問題等の早期解決に
向けた施策の推進に関する条例」の審査について申し上
げます。
　まず、提案代表者から提案説明がなされ、その後質疑
を行いました。
　その中で、「県民に努力義務を課すと明記されている
が、既存の条例、法律において、国民や市民に努力義務
を規定しているものはない。本県が初めて努力義務を課
すこととなり、慎重である必要があると考えるがいかが
か」との質疑に対し、「時間が残されていない中で、是非、
埼玉県民全員で拉致に立ち向かおう、親世代の腕にこど
もたちを抱きしめさせたいとの思いで努力義務を規定し
た」との答弁がありました。
　また、「職員、警察職員への研修について、どのよう
に機会を設けるのか」との質疑に対し、「入職時の職員
研修において行うことが一番よいと考えるが、在職して
いる間には、何度も研修を行うべきである」との答弁が
ありました。
　続いて、討論に入りましたところ、議第41号議案に反
対の立場から、「拉致問題の解決は、外交努力によって
実現すべきものだと考える。また、本条例成立によって
政治的介入が横行する可能性は非常に高いと懸念し、反
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対する」との意見が出されました。
　以上のような審査経過を踏まえ、議第41号議案につい
て採決いたしましたところ、多数をもって、原案のとお
り可決すべきものと決した次第であります。
　次に、所管事務の調査として、「児童養護施設一時保
護専用棟における職員の負担軽減について」及び「障害
者等歯科診療体制について」質問が行われました。
　その中で、「各施設においては、国の基準で支援業務
を実施するのは困難な現状であり、県は国への要望だけ
で終わりにせず、配置基準について県単での加配を行う
べきである。県として問題意識を持ち課題解決のために
あらゆる可能性を検討すべきと考えるがいかがか」との
質問に対し、「職員の配置基準、措置費は国が制度設計
しており、一義的には国の責任において対応することで、
継続的かつ安定的な職員の処遇改善になる。こどもの安
心安全の確保には、支障があってはならないことから、
改めて、現場の実態や声を丁寧に聴き分析して、今後の
支援について検討していく」との答弁がありました。
　次に、「口腔保健センターは設置主体や費用負担が県
であるべきという意見が以前から出ているにもかかわら
ず協議できていない。障害者歯科医療の提供は公の責務
であり、指定管理者制度のように県が応分の負担をすべ
きである。同センターの運営は赤字であり、県が負担し
ていかなければならないと考えるがどうか」との質問に
対し、「歯科医師会に負担が生じていることは認識して
おり、歯科医師会と安定した歯科診療ができるよう話し
合っていく」との答弁がありました。
　なお、当面する行政課題として、保健医療部から「順
天堂大学附属病院等整備の中止について」の報告があり、
種々活発な論議がなされましたことを申し添えまして、
本委員会の報告を終わります。

産業労働企業
　　　委員長報告

副委員長　杉　田　茂　実

　産業労働企業委員会における審査経過の概要につい
て、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案９件及び請
願２件であります。
　以下、これらの議案等に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。　
　まず、産業労働部関係では、第141号議案について、
「埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設について、今
回選定された事業者は、これまで担ってきた事業者と
同一であるが、前回と比べて提案内容に変化があるの
か。また、通常であれば、契約期間５年間の事業を検

証し、課題解決のための対策を盛り込むと思うが、提
案に変化はあったのか」との質疑に対し、「自主事業
の合間での集客ができていない面があったため、小さ
なイベントをこまめに開催し、にぎわいを維持すると
いう提案があった。また、指定管理者にとっては、自
主事業の収益化のスキームができていなかったが、あ
る程度規模も大きくなり、参加者が見込めるようにな
ったため、収益化にもつなげられるのではないかとの
ことで新しい提案があった」との答弁がありました。
　次に、企業局関係では、第132号議案について、「工
業用水の改定率が35.3％となっている一方、水道用水
料金の改定率が21％である。この改定率の差はどのよ
うな理由によるものか」との質疑に対し、「どちらの
料金も期間中の費用を給水量で割って算定している。
維持管理費や減価償却費が主な費用であるが、工業用
水は、物価高騰などの影響を受けやすい維持管理費の
割合が水道用水に比べて高い。また、給水量も、前
回の改定時から比較すると、工業用水は水道用水と比
べて約７倍の減少率になっている。これらの理由によ
り、工業用水の方が、上昇率が大きくなっている」と
の答弁がありました。
　また、第133号議案について、「６月定例会では、
改定料金を１立方メートルにつき76円程度としていた
ところ、条例案では、74円74銭と料金改定幅が圧縮さ
れているのはなぜか」との質疑に対し、「直近の決算
実績を踏まえて、最新の物価水準や金利等を反映する
とともに、営業費用である薬品費や委託費を減少させ
たためである」との答弁がありました。
　このほか、第123号議案ないし第125号議案及び第129
号議案についても活発な論議がなされ、第155号議案に
ついては、執行部からの詳細な説明をもって、了承し
た次第であります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託さ
れました知事提出議案８件について採決いたしました
ところ、いずれも総員をもって、原案のとおり可決す
べきものと決した次第であります。
　次に、請願について申し上げます。
　議請第９号につきましては、請願者524名及び14団体
を追加したい旨の申請が請願者からあり、これを了承
し、審査したところであります。
　議請第９号及び議請第10号につきましては、関連が
あるため、一括して審査を行いました。
　審査におきましては、不採択とすべきとの立場から、
「所得税法では、第57条で事業に従事する配偶者や親
族がある場合の必要経費の特例を定めており、不合理
なものとは言えない。また、税制改正は、国政の場に
おいて様々な視点から幅広い議論と検討がなされるべ
きである」との意見が出され、採決いたしましたとこ
ろ、賛成少数をもって不採択とすべきものと決した次
第であります。
　次に、議第42号議案「埼玉県中小企業制度融資の損
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失補償契約に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に
関する条例」の審査について申し上げます。
　まず、提案代表者から提案説明がなされ、その後質
疑を行いました。
　その中で、「他の自治体では、執行部提案によること
が多いと聞いている。本県において、議員提案で条例
化するに当たり、どのような特徴があるのか」との質
疑に対し、「他の都道府県は事業再生のみを対象として
いるところが多いが、本県では、事業再生に加え、新
たな事業の創出等の再チャレンジも対象としている。
また、第４条で定める専門的知識を有する者に対する
意見聴取を条例で規定している都道府県は、現在は東
京都のみである」との答弁がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、議第42号議案につ
いて採決いたしましたところ、総員をもって、原案の
とおり可決すべきものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

県土都市整備
　　　委員長報告

副委員長　深　谷　顕　史

　県土都市整備委員会における審査経過の概要につい
て、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案17件であり
ます。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議につ
いて申し上げます。
　まず、県土整備部関係では、第130号議案につい
て、「条例に基づき、雨水流出抑制施設をこれまでど
の程度設置してきたのか。また、効果はどの程度か」
との質疑に対し、「条例の施行された平成18年度から
令和５年度末までに、約780件の許可を行い、約320万
立方メートルの施設を設置し、浸水被害の発生及び拡
大の防止に寄与している」との答弁がありました。
　次に、都市整備部関係では、第144号議案について、
「埼玉スタジアム２００２公園は、現況調書の中で、
サッカーの試合日以外はにぎわいが不足しており、年
間を通して多様なアクティビティーを提供し、利活用
を促進することが重要と述べられているが、どのよう
な取組を想定しているのか」との質疑に対し、「次期
指定管理者は、サッカーミュージアムの開催や、音楽
ライブの誘致を提案している。そのほか、インクルー
シブ遊具や、暑さ対策としてミスト、木陰の整備の提
案があった」との答弁がありました。
　次に、下水道局関係では、第145号議案ないし第147
号議案について、「今後、下水道に関する市町を含め

た負担のピークがいつで、それがどの程度かかるのか
を、ホームページ等で県民に分かるようにしてはいか
がか」との質疑に対し、「先々の見通しも含めて、ホ
ームページ等でできるだけ明らかにしていきたい」と
の答弁がありました。
　このほか、第121号議案、第131号議案、第137号議案
及び第143号議案についても、活発な論議がなされ、第
148号議案ないし第155号議案については、執行部から
の詳細な説明をもって、了承した次第であります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託さ
れました議案17件について採決いたしましたところ、
第144号議案ないし第147号議案については多数をもっ
て、第121号議案、第130号議案、第131号議案、第137
号議案、第143号議案及び第148号議案ないし第１５５
号議案については総員をもって、原案のとおり可決す
べきものと決した次第であります。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

文　　　　教
　 　委員長報告

副委員長　髙　木　功　介

　文教委員会における審査経過の概要について、御報
告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案３件及び請
願１件であります。
　以下、これらの議案等に関して行われた主な論議に
ついて申し上げます。
　まず、第121号議案について、「債務負担行為の設
定のうち、県立学校体育館整備について、防災拠点校
とあるが、何校あり、どのような基準で選ばれている
のか」との質疑に対し、「高校再編により令和７年度
末をもって統合の対象となっている１校を除き、36校
である。選定基準は、阪神・淡路大震災の教訓を踏ま
え、防災拠点校選定当時の埼玉県震災対策計画に基づ
き、密集市街地や地盤が弱い県南部・東部地域を厚く
配置した」との答弁がありました。また、「県立高等
学校再編整備で不要になった校舎等はどのような利用
方法を考えているのか」との質疑に対し、「未利用と
なった学校施設は、教育局内で定める、未利用地の利
活用の方針に従い順次手続を進める。まずは庁内利用
の希望を募り、希望がなければ、地元の市町村に利用
の希望を聞く。そこでも希望がない場合は民間への売
却等を検討するという手順で進めており、今回の６校
については、具体的に現時点で決まったことはない」
との答弁がありました。
　このほか、第157号議案についても活発な論議がなさ
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れ、第155号議案については、執行部からの詳細な説明
をもって、了承した次第であります。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託さ
れました議案３件について採決いたしましたところ、
いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきもの
と決した次第であります。
　次に、請願について申し上げます。
　議請第４号につきましては、請願者3,909名を追加し
たい旨の申請が請願者からあり、これを了承し、審査
したところであります。
　審査におきましては、不採択とすべきとの立場から、

「それぞれの項目について、必要な取組の推進や国への
働き掛けなど、適切な対応が既に実施されていること
が認められる。また、給食費の無償化については、地
域や学校の実情に応じた取扱いがある中で、一律無償
化することは、財源の確保や公平性、柔軟性の観点か
ら慎重な判断が必要である」等の意見が出されました。
　次に、採択すべきとの立場から、「教員の未配置未補
充問題は、現場の教員を疲弊させるばかりでなく、児
童生徒にも大きな影響を及ぼす。教職員を増員するこ
とは喫緊の課題である」との意見が出され、採決いた
しましたところ、賛成少数をもって不採択とすべきも
のと決した次第であります。
　次に、所管事務の調査として、「県立学校で使用する
自動車の管理について」質問が行われました。
　その中で、「県立学校で使用している自動車はどれ
だけあるのか。また、県内私立学校での事故を受け、
教育局としてどのような対応を取ったのか」との質問
に対し、「県立学校で使用している自動車は合計113台
で、グラウンド整備などに使用している。今回の事故
を受け、全県立学校に対し、自動車の適切な管理を徹
底するよう指示するとともに、各学校の自動車や鍵の
管理状況について緊急点検を行った。また、校長会議
で、自動車の鍵を校長があらかじめ指定した場所に施
錠して保管するなど、管理を適切に行うよう周知徹底
を図った」との答弁がありました。
　また、「自動車や鍵の管理について、管理責任者を明
らかにして、学校として管理を徹底すべきだと考える
がいかがか」との質問に対し、「今回の点検で、自動車
の管理責任者の指定や、台帳の記録についても確認し、
不備がある場合は既に是正をさせている」との答弁が
ありました。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

警察危機管理防災
　　　委員長報告

副委員長　橋　詰　昌　児

　警察危機管理防災委員会における審査経過の概要に
ついて、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されました案件は、議案３件であり
ます。
　以下、これらの議案に関して行われた主な論議につ
いて申し上げます。
　まず、警察本部関係では、第 121 号議案について、

「増額の理由が電気代高騰のためとのことであるが、信
号機のＬＥＤ化はどの程度進んでいるのか。また、Ｌ
ＥＤ化によって電気料はどの程度下がるのか」との質
疑に対し、「車両用灯器については、令和 10 年度中に
はＬＥＤ化が完了する予定である。また、定周期式の
信号機が設置された交差点をＬＥＤ化すると、１か月
当たりの電気料は半額となる。令和６年度にＬＥＤ化
予定である 550 交差点を実施すると、１か月当たり約
110 万円、１年間当たり約 1,320 万円の電気料削減とな
る」との答弁がありました。
　次に、第134号議案について、「運転免許証の更新時
講習について、新設されたオンライン講習を受講する
際の流れは、どのようになっているのか。また、オン
ラインで受講した際の手数料支払いや免許証交付の手
続はどのようになるのか」との質疑に対し、「オンラ
イン講習は、自宅のスマートフォンやパソコン等で専
用サイトにアクセスし、講習動画を視聴する流れとな
っている。更新時講習がオンライン化された一方で、
免許証を更新するときは、視力検査等を行う必要があ
るため、現状と同じく誕生日の前後１か月の間に、運
転免許センター等での手続が必要である」との答弁が
ありました。
　このほか、第155号議案についても活発な論議がなさ
れました。
　以上のような審査経過を踏まえ、本委員会に付託さ
れました議案３件について採決いたしましたところ、
いずれも総員をもって、原案のとおり可決すべきもの
と決した次第であります。
　なお、当面する行政課題として、危機管理防災部か
ら「埼玉県消防広域化推進計画改定（案）の概要につ
いて」の報告があり、種々活発な論議がなされました
ことを申し添えまして、本委員会の報告を終わります。

決　　算
 　　特別委員長報告

委員長　内　沼　博　史

　決算特別委員会における審査経過の概要について、
御報告申し上げます。
本委員会において審査してまいりました案件は、去る
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９月定例会に提出され、閉会中の継続審査となってお
りました、第95号議案「令和５年度埼玉県の一般会
計及び特別会計決算の認定について」及び第96号議
案「令和５年度埼玉県公営企業会計決算の認定につい
て」の２件であります。
　審査に当たりましては、執行部に対し、決算書など
に基づき詳細な説明を求めるとともに、必要な資料を
要求いたしました。
　その上で、予算の執行が、関係法令に沿って、適正
かつ効率的に行われたかどうか、また、施策や事業の
目的がどの程度達成され、県民サービスや福祉の向上
にどのように貢献したか、などの視点から慎重に審査
を行いました。
　審査の過程では、県政全般について活発な質疑が行
われました。
　以下、主なものについて簡潔に御報告いたします。
　まず、一般会計及び特別会計決算では、県税収入額
が２年連続で過去最高額になった要因、市町村のデジ
タル化の推進、大宮公園陸上競技場兼双輪場の検討状
況、埼玉県アライチャレンジ企業登録制度の登録企業
数、消防団への加入促進、埼玉版スーパー・シティプ
ロジェクトの推進、認知症ケアの支援、災害に対応で
きる医療体制の整備、海外ビジネスサポート拠点等の
実績、農業の６次産業化支援事業、自転車走行空間の
整備、県営公園のにぎわい創出、県立学校のＩＣＴ環
境の整備、サイバー局の新設による効果などについて
質疑がありました。
　次に、公営企業会計決算では、水道及び工業用水道
の施設耐震化並びに管路の老朽化対策、下水道施設の
設備投資に係るストックマネジメント計画などについ
て質疑がありました。
　その結果、73項目を改善又は検討を要する事項とす
ることとした次第であります。
　以下、主なものについて申し上げます。
　一般会計及び特別会計決算に関しましては、県民
生活部関係において、「在住外国人に対して我が国
の法律や地域のルールを遵守させるよう努め、地域活
動、社会貢献活動への参加促進に取り組むこと」、農
林部関係において、「農作物の鳥獣被害において、農
業従事者の声に寄り添い、被害対策の推進に努めるこ
と」、教育局関係において、「中学校における部活動
の地域クラブ活動への移行については、生徒・保護
者・関係者の声をしっかりと聞き、それぞれが納得し
た上で、円滑に取組が行われるよう十分な支援を行う
こと」のほか、66項目を改善又は検討を要する事項と
しました。
　公営企業会計決算に関しましては、企業局会計にお
いて、「工業用水道の安定供給の継続性の観点から、
配水管の老朽化対策について、早期の計画策定と予算
措置を継続して検討すること」、流域下水道事業会計
において、「自然エネルギーの取組を更に拡大するこ

と」のほか、２項目を改善又は検討を要する事項とし
ました。
　次に、討論に入りましたところ、第95号議案及び第
96号議案について、反対の立場から、「第95号議案に
ついては、証紙の廃止により免許の更新時などの手数
料の支払いがキャッシュレス決済のみとなっているこ
と、地域保健医療計画の地域医療構想で高度急性期病
床と急性期病床を補助によって回復期病床に誘導して
いること等。次に、第96号議案については、思川開発
の総事業費が増加していること、荒川左岸北部及び利
根川右岸流域下水道の維持管理負担金単価が引き上げ
られたこと。以上の理由から認定に反対する」との討
論がありました。
　以上のような審査経過を踏まえ、第95号議案及び第
96号議案について採決いたしましたところ、いずれも
多数をもって、認定すべきものと決した次第でありま
す。
　以上をもちまして、本委員会の報告を終わります。

自然再生・循環社会対策
　　　　特別委員長報告

　副委員長　飯　塚　俊　彦

　自然再生・循環社会対策特別委員会における審査経
過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「自然環境
の保全・再生、地球温暖化・省エネルギー対策、廃棄
物の処理及び資源循環社会の形成に関する総合的対策」
でありますが、今回は、「資源循環社会づくりについて」
審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を受
け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「廃棄物の適正処理に係る取組について、悪
質な廃棄物処理業者は営業停止などにできているのか」
との質問に対し、「立入検査において法令違反が確認さ
れた場合は、まずは行政指導を行い、悪質な場合は許
可取消等の対応をしていく」との答弁がありました。
　次に、「『埼玉県ＳＤＧｓ官民連携プラットフォーム
サーキュラーエコノミー推進分科会』におけるレアメ
タルの再資源化実証事業について、現在回収量が少な
いとのことだが、今後どの程度の量を再資源化する予
定なのか」との質問に対し、「昨年度、狭山市及び上尾
市において実証実験を行い、電池や電池を内蔵した製
品を約 0.5 トン回収した。今後は市町村のごみ処理施
設への集積量等の調査を行い、その結果を踏まえ、ど
のように全県へ展開するのか検討していく」との答弁
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がありました。
　次に、「サーキュラーエコノミーの県内の認知度は県
民が 14％、事業者が 16％となっているが、この数字に
ついての分析や評価を伺う。また、周知のためにどの
ような取組を行っているのか」との質問に対し、「県民
の認知度は微増しているものの高くないと認識してい
る。また、浦和レッズや商業施設との連携の中で、県
民が実際に行動に移してもらえるよう啓発を行ってい
る。事業者に対しては、サーキュラーエコノミーの仕
組み自体を理解いただけるよう、金融機関、経済団体
等と連携し、情報発信を含めた啓発を行っている」と
の答弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会に付託されております案件につきましては、
今後とも引き続き審査する必要がありますので、閉会
中の継続審査事項として御決定くださいますようお願
い申し上げまして、本委員会の報告を終わります。

地方創生・行財政改革
　　　特別委員長報告

副委員長　横　川　雅　也

　地方創生・行財政改革特別委員会における審査経過
の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「地方創生・
ＳＤＧｓの推進、魅力ある地域づくり、行財政・職員
の働き方改革、県庁舎の建替え等及び情報技術の活用
並びにＤＸの推進に関する総合的対策」でありますが、
今回は、「情報技術の活用・ＤＸの推進について」審査
を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を受
け、その後、質疑を行いました。
以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「行政手続のオンライン化については、まず一
度使ってもらい、利便性を実感していただくことが利
用率の向上につながる。電子申請への誘導策や、広報
活動により利用のハードルを下げていくことが必要と
考えるがどうか」との質問に対し、「便利さを実感して
いただけるように、ワンストップ化、キャッシュレス
決済など、利便性向上に努めるとともに、便利さが伝
わるような工夫をし、必要な情報が申請者に伝わるよ
うに関係団体等と連携した広報を行っていく」との答
弁がありました。
　次に、「デジタル人材の派遣について、現状の支援
実績は４市２町であり、目標が30市町村であるとのこ
とだが、残りの市町村については、県が人材の派遣を
しなくても大丈夫との認識なのか」との質問に対し、

「残りの33市町村を支援しなくてよいと考えているわ
けではない。特に、小規模な市町村に対しては、外部
から手を差し伸べることで、ＤＸ化を後押しできると
考えている。このような自治体を優先的に支援するこ
とを想定して、目標数を30市町村としている」との答
弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会に付託されております案件につきましては、
今後とも引き続き審査する必要がありますので、閉会
中の継続審査事項として御決定くださいますようお願
い申し上げまして、本委員会の報告を終わります。

公社事業対策
　　　特別委員長報告

委員長　吉　良　英　敏

　公社事業対策特別委員会における審査経過の概要に
ついて、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「公社事業の
経営・見直しに関する総合的対策」であります。
　今回は、「公社における改革の取組について」の審査
対象公社として、「埼玉新都市交通株式会社」、「埼玉高
速鉄道株式会社」及び「公益社団法人埼玉県農林公社」
の審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部及び各公社から詳細
な説明を受け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、埼玉新都市交通株式会社について、「大規模地
震や集中豪雨など自然災害が多く発生しているが、安
全輸送を使命としている鉄道事業者として、どのよう
な対策を講じているのか」との質問に対し、「大規模
震災時のマニュアルを作成し毎年リニューアルしてい
るほか、大規模な防災訓練を実施しており、地元消防
署から様々な指導を受けて、非常参集訓練、自衛消防
の救急救命訓練やエレベーター救出訓練を行っている」
との答弁がありました。
　次に、埼玉高速鉄道株式会社について、「経営目標の
中に、岩槻延伸の早期実現に向けた積極的な協力とあ
るが、具体的にどのように取り組んできたのか」との
質問に対し、「本年５月に岩槻延伸検討委員会を社内に
設置した。さらに、その下にワーキンググループを設
置し、運行計画、整備計画、収支計画などの検討を深
めている。列車運行、安全面やサービス面など、鉄道
事業者ならではの知見や経験を生かし、全社体制で議
論している」との答弁がありました。
　次に、公益社団法人埼玉県農林公社について、「埼玉
県農林公社経営改革プランの中で、分収林事業の債務
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返済計画について、最終契約終期の令和 49 年度におけ
る、県からの借入金残高と見込まれる 154 億円は返済
可能なのか」との質問に対し、「大変厳しい状況である
と認識しており、公社全体として然るべき収益を上げ、
積立てに回すことで借入金残高が下がるよう努力して
いく」との答弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会に付託されております案件につきましては、
今後とも引き続き審査する必要がありますので、閉会
中の継続審査事項として御決定くださいますようお願
い申し上げまして、本委員会の報告を終わります。

少子・高齢福祉社会対策
　　　特別委員長報告

副委員長　永　瀬　秀　樹

　　少子・高齢福祉社会対策特別委員会における審査
経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「少子・高
齢社会、地域医療、障害者並びにシニアを含めた人材
活用に関する総合的対策」でありますが、今回は、「子
育て支援について」及び「児童虐待防止対策について」
審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を受
け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「こどもの意見聴取について、県条例が制定さ
れたことで更なる取組が必要であると考えるが、どう
取り組んでいくのか。また、広く聴取した意見を県の
施策に反映する際はこどもに軸足を置くべきだが、ど
のような仕組みで行っていくか」との質問に対し、「Ｗ
ＥＢアンケートでは多くのこどもの意見を聞くことが
できる一方、こどもと直接相対すると意見をより深堀
りできることが分かった。今後、こうした特徴を踏ま
え、こどもたちと対話する機会をより多く設けるなど、
取組の充実を図りたい。また、意見の反映については、
当事者であるこどもの目線を重視して受け止め、様々
な施策に反映したい。こどもの意見聴取は今年度から
本格的に始まったため、現在、仕組みを新たに作って
いる。引き続き、県の施策を検討する過程で、こども
の意見を反映する仕組みについて検討を進めていきた
い」との答弁がありました。
　次に、「こども食堂やフードパントリーは、虐待を疑
われる児童の発見等の機能があると考えるが、主催者
と児童虐待防止に係る情報共有や意見交換を行わない
のか」との質問に対し、「こども食堂やフードパントリ
ーは、こどもの見守りとしての機能が期待できるので、

地域における情報共有や意見交換をはじめとする連携
はとても有益である。引き続き、こども食堂やフード
パントリーの主催者も含め、地域の関係機関と連携協
力し、児童虐待の防止、早期発見、早期対応に努めて
いく」との答弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会に付託されております案件につきましては、
今後とも引き続き審査する必要がありますので、閉会
中の継続審査事項として御決定くださいますようお願
い申し上げまして、本委員会の報告を終わります。

経済・雇用対策
　　　特別委員長報告

副委員長　萩　原　一　寿

　経済・雇用対策特別委員会における審査経過の概要
について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「中小企業
の振興、先端産業の推進、企業誘致及び働き方改革の
推進を含めた雇用に関する総合的対策」でありますが、
今回は、「中小企業の振興について」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を受
け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「省力化支援について、具体的にどのような取
組を採択し、どのような業種に補助金を交付したのか」
との質問に対し、「建設業では、測量のためのレーザー
スキャナー、製造業では、モデリングのための３ＤＣ
ＡＤの導入などを採択した。業種は、製造業や、建設業、
飲食業などであった」との答弁がありました。
　次に、「観光需要の取込について、ＦＡＭツアーに参
加したインフルエンサーとの関係構築による更なる波
及など、ＳＮＳの仕組みを県としても調べ、広げてい
く必要があると思うがどうか」との質問に対し、「ＦＡ
Ｍツアーで好評であったものは、物産観光協会の多言
語ＳＮＳで発信しており、それがどのような人々に反
響があったのか分析をしている。更なる広がりのフォ
ローをしっかりと行っていきたい」との答弁がありま
した。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会に付託されております案件につきましては、
今後とも引き続き審査する必要がありますので、閉会
中の継続審査事項として御決定くださいますようお願
い申し上げまして、本委員会の報告を終わります。
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危機管理・大規模災害対策
　　　特別委員長報告

　副委員長　安　藤　友　貴

　危機管理・大規模災害対策特別委員会における審査
経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「大規模災害
等に係る応急・防災対策及び災害支援に関する総合的
対策」でありますが、今回は、「消防力の充実・強化に
ついて」審査を行いました。
　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を受
け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「機能別消防団について、現在どの程度の市町
村で導入されているのか。また、市町村にどのように
働き掛けているのか」との質問に対し、「戸田市、川口
市をはじめ、20 の団体が導入している。県では、企業
と消防団を連携させる取組を実施しており、ほかの消
防団にも積極的に働き掛けて横展開していきたい」と
の答弁がありました。
　また、「消防の広域化の適正規模はどの程度だと考え
ているのか」との質問に対し、「県内を７ブロックに分
けており、これが適正規模と考えている。また、県内
六つの小規模消防本部を解消することも一つの目標で
あるため、小規模消防本部などに広域化の必要性につ
いて説明していく」との答弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会に付託されております案件につきましては、
今後とも引き続き審査する必要がありますので、閉会
中の継続審査事項として御決定くださいますようお願
い申し上げまして、本委員会の報告を終わります。

人材育成・文化・スポーツ振興
　　　特別委員長報告

委員長　細　田　善　則

　人材育成・文化・スポーツ振興特別委員会における
審査経過の概要について、御報告申し上げます。
　本委員会に付託されております案件は、「人材育成、
教育改革、文化及びスポーツの振興に関する総合的対
策」でありますが、今回は、「スポーツの振興について」
審査を行いました。

　審査に当たりましては、執行部から詳細な説明を受
け、その後、質疑を行いました。
　以下、主な論議について申し上げます。
　まず、「スポーツに関する情報発信強化のため今年
10 月から公開されたアプリ『すぽったま！』の目標、
現時点の利用状況や導入効果はどうか。また、今後の
活用方法をどう考えているか」との質問に対し、「『す
ぽったま！』を県民に認知いただくことが重要と考え
ている。そこで、ユニークユーザー数の目標を、１年
程度で県民の１％である約７万人としており、現在約
４万人である。各チームからは非常に反響が大きいと
の声を頂いている。今後は、スタジアム周辺の飲食店
や観光地情報の追加、登録チーム数の拡大に加えて、
どのページに関心があるかなど閲覧状況を分析し、目
標の７万人を超えるよう取り組む」との答弁がありま
した。
　次に、「オンラインボッチャという新たなパラスポ
ーツがあるが、県としてどのように捉え、推進してい
くのか。また、来年２月に上尾市で開催予定のボッチ
ャ交流大会にオンラインボッチャを取り入れることは
検討しているのか」との質問に対し、「オンラインボッ
チャは、県としても進めているボッチャに、重度の身
体障害者など、より多くの方が参加できるものであり、
強力に進めていく。また、ボッチャ交流大会について
は、オンラインボッチャを取り扱っている事業者の都
合等を確認しながら、可能な限り取り入れていきたい」
との答弁がありました。
　以上、審査経過の概要について申し上げましたが、
本委員会に付託されております案件につきましては、
今後とも引き続き審査する必要がありますので、閉会
中の継続審査事項として御決定くださいますようお願
い申し上げまして、本委員会の報告を終わります。
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議案の審議結果

　　12月定例会では、知事から提出された議案及び議
員から提出された議案計62議案について、19日間にわ
たり熱心な審議が行われ、12月20日に議決された。
　議案の要旨と議決結果は次のとおりである。

令和６年12月定例会議案審議結果一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （単位　件）
結果

種類
原案
可決

認定 同意 合計

予 算 ６ ６
条 　 　 例 14 14
事 　 　 件 20 ２ 14 36
意 見 書 ６ ６

計 46 ２ 14 62

知 事 提 出 議 案

議案
番号 件　　　　　名 要　　　　　　旨 議決結果

95
令和５年度埼玉県の一般会計
及び特別会計決算の認定につ
いて

認 定

96 令和５年度埼玉県公営企業会
計決算の認定について 認 定

121 原案可決

122
令和６年度埼玉県公営競技
事業特別会計補正予算

（第１号）

歳入歳出補正予算額　　　　　　　　54 億 1,271 万７千円
累計額　　　　　　　　　　    560 億 5,254 万１千円 原案可決

一般会計歳入歳出決算
　予算現額　　　　　　　  ２兆 3,270 億 4,501 万 9,772 円
　収入済額　　　　　　　  ２兆 2,088 億 1,226 万 6,372 円
　支出済額　　　　　　　  ２兆 1,667 億 8,013 万 9,523 円
　翌年度へ繰り越すべき財源　 　　70 億 5,532 万 5,686 円
　実質収支額　　　　　　　　 　 349 億 7,680 万 1,163 円
　前年度実質収支額　　　　　 　 408 億 4,258 万 9,415 円
　単年度収支額　　　　　　　 　△ 58 億 6,578 万 8,252 円

特別会計歳入歳出決算
　予算現額　　　　　　　  １兆 2,587 億 4,141 万 7,471 円
　収入済額　　　　　　　  １兆 2,470 億 2,706 万 5,018 円
　支出済額　　　　　　　  １兆 2,416 億　678 万 6,482 円
　翌年度へ繰り越すべき財源　　 　２億 1,215 万 4,512 円
　実質収支額　　　　　　　　　　 52 億　812 万 4,024 円
　前年度実質収支額　　　　　　 　84 億 3,414 万 6,791 円
　単年度収支額　　　　　 　　 △ 32 億 2,602 万 2,767 円

令和５年度埼玉県総合リハビリテーションセンター病院事
業会計決算
令和５年度埼玉県工業用水道事業会計決算
令和５年度埼玉県水道用水供給事業会計決算
令和５年度埼玉県地域整備事業会計決算
令和５年度埼玉県流域下水道事業会計決算

令和６年度埼玉県一般会計補
正予算（第３号）

歳入歳出補正予算額　　　　　　　　 ９億 5,707 万２千円
累計額　　　　　　　　　 ２兆 1,294 億 8,795 万２千円
繰越明許費の補正
　追加　17 件
　変更　23 件
債務負担行為の補正
　追加　26 件
　変更　11 件
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123 令和６年度埼玉県工業用水道
事業会計補正予算 ( 第１号 )

債務負担行為の補正
　追加　１件
　変更　２件

原案可決

124
令和６年度埼玉県水道用水
供給事業会計補正予算
( 第１号 )

債務負担行為の補正
　追加　２件
　変更　３件

原案可決

125 令和６年度埼玉県地域整備
事業会計補正予算 ( 第１号 )

業務の予定量
　補正予定量　　　　　　　　　　△４億 8,138 万９千円
　累計額　　　　　　　　　　　　  42 億　997 万４千円
資本的収入及び支出
　補正予定額　　　　　　　　　　△４億 8,138 万９千円
　累計額　　　　　　　　　　　　　47 億 1,688 万９千円
継続費の補正
　１件

原案可決

126
埼玉県手数料条例の一部を
改正する条例

旅券法施行令の一部改正を踏まえ、一般旅券発給手数料の
額を改定するとともに、大麻草の栽培の規制に関する法律
の一部改正に伴い、大麻草採取栽培者免許手数料の額を改
定等しようとするものである。

原案可決

127
知事の権限に属する事務処理
の特例に関する条例の一部を
改正する条例

市町村への権限移譲の推進を図るため、知事の権限に属す
る事務の一部を市町村が処理することとし、及び規定の整
備をしようとするものである。

原案可決

128
刑法等の一部を改正する法律
等の施行に伴う関係条例の整
備に関する条例

刑法等の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の整
備をしようとするものである。 原案可決

129 埼玉県産業技術総合センター
条例の一部を改正する条例

新たに埼玉県産業技術総合センターの試験研究機器に係る
使用料の額及び依頼試験に係る手数料の額を定めるととも
に、老朽化した試験研究機器に係る使用料及び依頼試験に
係る手数料の額の定めを廃止しようとするものである。

原案可決

130
埼玉県雨水流出抑制施設の設
置等に関する条例の一部を改
正する条例

中川、綾瀬川等の河川流域が特定都市河川浸水被害対策法
の規定に基づく特定都市河川流域に指定されたことに伴い、
同法と埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例にお
ける雨水流出抑制対策に対する目的の違いを明確化しよう
とするものである。

原案可決

131 特定都市河川浸水被害対策法
施行条例

中川、綾瀬川等の河川流域が特定都市河川浸水被害対策法
の規定に基づく特定都市河川流域に指定されたことに伴い、
同法の規定により設置する標識の基準を定めようとするも
のである。

原案可決

132 埼玉県工業用水道料金徴収条
例の一部を改正する条例

工業用水道事業の健全な経営を図るため、工業用水道料金
の額を改定しようとするものである。 原案可決

133 埼玉県水道用水料金徴収条例
の一部を改正する条例

水道用水供給事業の健全な経営を図るため、水道用水料金
の額を改定しようとするものである。 原案可決



－ 34－

134
埼玉県公安委員会等が行う事
務に関する手数料条例の一部
を改正する条例

道路交通法等の一部改正に伴い、特定免許情報記録手数料
等の額を定めるとともに保管場所標章の交付又は再交付の
手数料の定めを廃止する等をしようとするものである。

原案可決

135 工事請負契約の締結について

工事名　　埼玉県防災行政無線設備県庁統制局監視制御設
備等再整備工事
施工箇所　　さいたま市浦和区高砂３丁目 15 番１号ほか
245 箇所
履行期限　　令和８年３月 31 日
請負金額　　22 億 8,470 万円
請負業者　　NEC ネッツエスアイ株式会社ほか１社

原案可決

136 工事請負契約の締結について

工事名　　河川改修 ( 国補 ) 工事 ( 飯盛川排水機場増設部
ポンプ設備製作・設置工 )
施工箇所　　一級河川飯盛川坂戸市大字小沼地内
履行期限　　令和９年３月 26 日
請負金額　　15 億 1,250 万円
請負業者　　株式会社荏原製作所

原案可決

137 訴えの提起について 県営住宅の明渡し及び滞納家賃等請求事件に関して訴えを
提起しようとするものである。 原案可決

138 当せん金付証票の発売につい
て

公共事業等の費用の財源に充てるため、令和 7 年度中にお
いて発売する全国自治宝くじ及び関東・中部・東北自治宝
くじを発売しようとするものである。

原案可決

139 指定管理者の指定について 埼玉会館の管理に関し、指定管理者を指定しようとするも
のである。 原案可決

140 指定管理者の指定について 埼玉県立児童養護施設おお里の管理に関し、指定管理者を
指定しようとするものである。 原案可決

141 指定管理者の指定について 埼玉県西部地域振興ふれあい拠点施設の管理に関し、指定
管理者を指定しようとするものである。 原案可決

142 指定管理者の指定について 埼玉県みどりの村の管理に関し、指定管理者を指定しよう
とするものである。 原案可決

143 指定管理者の指定について 大宮公園の一部の区域の管理に関し、指定管理者を指定し
ようとするものである。 原案可決

144 指定管理者の指定について 埼玉スタジアム 2002 公園の管理に関し、指定管理者を指
定しようとするものである。 原案可決

145
荒川左岸南部流域下水道の維
持管理に要する経費の関係５
市の負担額について

荒川左岸南部流域下水道の維持管理に要する経費について
関係市が負担すべき金額を定めようとするものである。 原案可決

146
荒川右岸流域下水道の維持管
理に要する経費の関係13市町
の負担額について

荒川右岸流域下水道の維持管理に要する経費について関係
市町が負担すべき金額を定めようとするものである。 原案可決

147
中川流域下水道の維持管理に
要する経費の関係 15 市町の負
担額について

中川流域下水道の維持管理に要する経費について関係市町
が負担すべき金額を定めようとするものである。 原案可決

148
荒川左岸南部流域下水道の設
置等に要する経費の関係５市
町の負担額について

令和７年度から県が行う荒川左岸南部流域下水道の設置等
に要する経費について関係市が負担すべき金額を定めよう
とするものである。

原案可決
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149
荒川左岸北部流域下水道の設
置等に要する経費の関係５市
の負担額について

令和７年度から県が行う荒川左岸北部流域下水道の設置等
に要する経費について関係市が負担すべき金額を定めよう
とするものである。

原案可決

150
荒川右岸流域下水道の設置等
に要する経費の関係13市町の
負担額について

令和７年度から県が行う荒川右岸流域下水道の設置等に要
する経費について関係市町が負担すべき金額を定めようと
するものである。

原案可決

151
中川流域下水道の設置等に要
する経費の関係15市町の負担
額について

令和７年度から県が行う中川流域下水道の設置等に要する
経費について関係市町が負担すべき金額を定めようとする
ものである。

原案可決

152
古利根川流域下水道の設置等
に要する経費の関係２市の負
担額について

令和７年度から県が行う古利根川流域下水道の設置等に要
する経費について関係市が負担すべき金額を定めようとす
るものである。

原案可決

153
荒川上流流域下水道の設置等
に要する経費の関係２市町の
負担額について

令和７年度から県が行う荒川上流流域下水道の設置等に要
する経費について関係市町が負担すべき金額を定めようと
するものである。

原案可決

154
市野川流域下水道の設置等に
要する経費の関係３町の負担
額について

令和７年度から県が行う市野川流域下水道の設置等に要す
る経費について関係町が負担すべき金額を定めようとする
ものである。

原案可決

155 令和６年度埼玉県一般会計補
正予算 ( 第４号 )

歳入歳出補正予算額　　　　　　　　66 億 4,482 万２千円
累計額　　　　　　　　　 　 ２兆 1,361 億 3,277 万４千円 原案可決

156 職員の給与に関する条例等の
一部を改正する条例

埼玉県人事委員会の勧告及び報告を踏まえ、職員の給与の
改定等をするための改正をしようとするものである。 原案可決

157 学校職員の給与に関する条例
の一部を改正する条例

埼玉県人事委員会の勧告に基づき、学校職員の給与の改定
をするための改正をしようとするものである。 原案可決

158

特別職の職員の給与及び旅費
に関する条例及び埼玉県教育
委員会教育長の給与等に関す
る条例の一部を改正する条例

知事等の特別職の期末手当の額を改定するための改正をし
ようとするものである。 原案可決

159 埼玉県教育委員会委員の任命
について

埼玉県教育委員会委員戸所弘の任期は、令和６年12月26日
で満了となるが、後任として今井房子を任命することにつ
いて同意を得ようとするものである。

同　　意

160 埼玉県収用委員会委員の任命
について

埼玉県収用委員会委員中村達也の任期は、令和６年12月25
日で満了となるが、後任として山﨑祐史を任命することに
ついて同意を得ようとするものである。

同　　意

161 埼玉県収用委員会予備委員の
任命について

埼玉県収用委員会予備委員に髙松佳子を任命することにつ
いて同意を得ようとするものである。 同　　意

162 埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員小川優子の任期は、令和６年 12 月
21 日で満了となるが、再び小川優子を同委員に任命する
ことについて同意を得ようとするものである。

同　　意
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163
埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員長嶺拓夫の任期は、令和６年12月21
日で満了となるが、再び長嶺拓夫を同委員に任命すること
について同意を得ようとするものである。

同　　意

164 埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員髙坂祐顕の任期は、令和６年12月21
日で満了となるが、再び髙坂祐顕を同委員に任命すること
について同意を得ようとするものである。

同　　意

165 埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員中野道王の任期は、令和６年12月21
日で満了となるが、再び中野道王を同委員に任命すること
について同意を得ようとするものである。

同　　意

166 埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員松浦宏昭の任期は、令和６年12月21
日で満了となるが、再び松浦宏昭を同委員に任命すること
について同意を得ようとするものである。

同　　意

167 埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員安部智子の任期は、令和６年12月21
日で満了となるが、再び安部智子を同委員に任命すること
について同意を得ようとするものである。

同　　意

168 埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員亀井美登里の任期は、令和６年12月
21日で満了となるが、再び亀井美登里を同委員に任命する
ことについて同意を得ようとするものである。

同　　意

169 埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員に関口和正を任命することについて
同意を得ようとするものである。 同　　意

170 埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員に岡本千代を任命することについて
同意を得ようとするものである。 同　　意

171 埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員に髙橋幸雄を任命することについて
同意を得ようとするものである。 同　　意

172 埼玉県公害審査会委員の任命
について

埼玉県公害審査会委員に小坂久仁子を任命することについ
て同意を得ようとするものである。 同　　意

議員提出議案（条例・意見書）

埼玉県拉致問題等の早期解決に向けた施策の推進に関する条例

　（目的）
第一条　この条例は、拉致問題等（北朝鮮による拉致被害者等の問題及び北朝鮮による拉致の可能性を

排除できない事案に係る問題をいう。以下同じ。）の早期解決に向けた取組に関し、基本理念を定め、
県の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、拉致問題等の早期解決に向けた施策の基本となる
事項について定めることにより、拉致問題等を風化させてはならないという決意の下、拉致問題等に
関する理解の増進を図ることでその解決に向けた気運を醸成し、もって拉致問題等の早期解決に資す
ることを目的とする。

　（基本理念）

議第 41 号議案
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第二条　拉致問題等の早期解決に向けた取組は、拉致問題等を風化させてはならず、拉致が二度と繰り
返されてはならないという決意の下に行われなければならない。

　（県の責務）
第三条　県は、前条に定める基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、拉致問題等の風化の防止、

拉致問題等に関する理解の増進及びその解決に向けた気運の醸成を図るため、国と連携を図りつつ、
拉致問題等の早期解決に向けた施策を実施するものとする。

２　県は、市町村が策定し、又は実施する拉致問題等の早期解決に向けた施策について、技術的な助言、
情報の提供その他の必要な支援を行うものとする。

　（県民の役割）
第四条　県民は、基本理念にのっとり、拉致問題等に関する理解を深めるよう努めるものとする。
２　県民は、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律（平成十四年法律第百四十三

号）第二条第一項第一号に掲げる被害者その他北朝鮮当局によって拉致されたことが疑われる者に関
する情報を得たときは、速やかに、警察本部又は警察署に当該情報を提供するものとする。

　（啓発）
第五条　県は、拉致問題等の風化の防止、拉致問題等に関する理解の増進及びその解決に向けた気運の

醸成を図るため、国と連携を図りつつ、拉致問題等に関する啓発を積極的に行うものとする。
　（北朝鮮人権侵害問題啓発週間）
第六条　県は、拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律（平成十八年法律

第九十六号）第四条第二項に規定する北朝鮮人権侵害問題啓発週間において、その趣旨にふさわしい
事業を実施するものとする。

　（教育）
第七条　県は、学校の授業その他の教育活動において、拉致問題等の風化の防止及び拉致問題等に関す

る理解の増進を図るため、学校の設置者と連携し、必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
２　県は、学校の設置者と連携し、学校の教職員に対し、拉致問題等に関する研修その他の必要な措置

を講ずるよう努めるものとする。
　（職員に対する研修）
第八条　知事は、その職員に対し、拉致問題等に関する研修その他の必要な措置を講ずるものとする。
２　警察本部長は、警察職員に対し、拉致問題等に関する研修その他の必要な措置を講ずるものとする。
　（財政上の措置）
第九条　県は、第五条から第八条までに規定する拉致問題等の早期解決に向けた施策を実施するために

必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
　　　附　則
　この条例は、公布の日から施行する。

埼玉県中小企業制度融資の損失補償契約に係る回収納付金を受け取
る権利の放棄に関する条例

  　（目的）
第一条　この条例は、埼玉県信用保証協会（以下「保証協会」という。）が中小企業者等に対する求償

権を行使して回収金を取得した場合に生じる県に納入すべき回収納付金を受け取る権利の放棄に関す
る事項を定めることにより、中小企業者等の事業の再生及び新たな事業の創出その他の地域経済の活
性化に資する事業活動の促進を図り、もって地域経済の振興に資することを目的とする。

  　（定義）
第二条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
　一　中小企業者等　信用保証協会法（昭和二十八年法律第百九十六号）第二十条第四項に規定する中

小企業者等をいう。
　二　求償権　保証協会が信用保証協会法第二十条第一項第一号の債務の保証をした場合において、そ

原案可決
議第 42 号議案
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の保証に係る債務（以下「保証債務」という。）を履行することにより取得する中小企業者等に対
する債権をいう。

　三　求償権の放棄等　求償権の放棄又は不等価譲渡（求償権の金額に満たない額での譲渡をいう。）
をいう。

　四　損失補償契約　県と保証協会との間の契約であって、保証協会が保証債務を履行した際に生じた
損失に対して県が補償を行うことを定めたものをいう。

　五　回収納付金　保証協会が損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権を行使することによっ
　　て回収金を取得した場合において、当該回収金のうち県に納入しなければならないものをいう。
　（回収納付金を受け取る権利の放棄）
第三条　保証協会は、損失補償契約の対象となる保証債務に係る求償権の放棄等を行う場合にあっては、

あらかじめ知事に申し出なければならない。
２　知事は、前項の規定による申出があった場合において、当該求償権の放棄等が、次の各号に掲げる

計画のいずれかに基づくものであり、かつ、中小企業者等の事業の再生又は新たな事業の創出その他
の地域経済の活性化に資する事業活動の促進により、地域経済の振興に資すると認めるときは、当該
求償権に係る回収納付金を受け取る権利を放棄することができる。

　一　金融機能の再生のための緊急措置に関する法律（平成十年法律第百三十二号）第五十三条第一項
第二号に規定する特定協定銀行である株式会社整理回収機構の支援に基づき策定された事業の再生
に関する計画

　二　特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律（平成十一年法律第百五十八号）第二条
第三項に規定する特定調停（同法第十七条第一項に規定する調停条項を定めたものを除く。）又は
特定調停に係る事件に関し裁判所がする民事調停法（昭和二十六年法律第二百二十二号）第十七条
に規定する決定に基づき策定された事業の再生又は債務の弁済に関する計画

　三　株式会社地域経済活性化支援機構が株式会社地域経済活性化支援機構法（平成二十一年法律第
六十三号）第二十五条第四項の規定による再生支援決定を行った中小企業者等に係る事業の再生に
関する計画又は同法第三十二条の二第三項の規定による特定支援決定を行った中小企業者等に係る
債務の弁済に関する計画

　四　産業競争力強化法（平成二十五年法律第九十八号）第二条第二十一項に規定する特定認証紛争解
決事業者が行う同条第二十二項に規定する特定認証紛争解決手続に基づき策定された事業の再生に
関する計画

　五　産業競争力強化法第百三十五条第一項の中小企業再生支援協議会が同条第五項の規定に基づき決
定した事項等に従い同法第百三十四条第二項に規定する認定支援機関が行う同項第一号の指導又は
助言に基づき策定された事業の再生に関する計画

　六　独立行政法人中小企業基盤整備機構（以下この号において「中小機構」という。）が産業競争力
強化法第百四十条第一号の規定により出資を行った投資事業有限責任組合の支援又は同条第二号の
規定により中小機構が行う同法第百三十四条第二項第一号の指導又は助言に基づき策定された事業
の再生に関する計画

　七　私的整理に関するガイドラインとして規則で定めるものに基づき策定された事業の再生又は債務
の弁済に関する計画

　八　その他前各号に準ずるものとして知事が適当と認める事業の再生又は債務の弁済に関する計画
　（意見聴取）
第四条　知事は、前条第一項の規定による申出があった場合は、中小企業者等の事業の再生その他必要

な事項について専門的知識を有する者の意見を聴くものとする。
　（報告）
第五条　知事は、第三条第二項の規定により回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、規則で定め

るところにより、議会に報告しなければならない。
　（委任）
第六条　この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
　　　附　則
　この条例は、令和七年四月一日から施行する。

原案可決
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不動産登記法第14条第１項に基づく登記所備付地図の早期集中的な整
備を求める意見書

　　不動産登記法第14条第１項は、各登記所には土地の位置及び区画を明確に表す地図（以下「登記所備
付地図」という。）を備え付けなければならないとしている。

　　また、同条第４項では、この登記所備付地図が整備されるまでの代替措置として、当該地図に準ずる
図面を備え付けることができるとしており、いわゆる公図が用いられている。しかし、公図は明治時代
に作成されたものが多く、当時の測量技術が低かったことなどから、現況と大きく異なる場合がある。

　　災害発生時の復旧・復興作業や公共事業の円滑化・迅速化に大きな役割を果たし、適切な課税やまち
づくり、不動産流通の観点からも重要である登記所備付地図は、昭和26年に制定された国土調査法に基
づく地籍調査により整備が進められてきた。

　　しかし、令和５年度末の進捗率は、国有林等を除いた要調査面積の53％にとどまっており、土地所有
者等の探索や筆界の確認に時間を要すること、調査の実施を担う市町村における人材が不足しているこ
と、事業費の制約といった課題がある。

　　このような中、現地立合いの負担軽減や測量作業の効率化に資するものとして、レーザ光や衛星測位
システムを用いた航空レーザ測量等による「リモートセンシングデータ」の活用が挙げられるが、その
活用の範囲は、測量制度の向上により、従来の対象である山村部に加えて、今年度からは農用地にも拡
大された。

　　また、法務省は、登記官による助言など市町村の地籍調査への協力を行っており、困難度の高い地図
混乱地域においては地図作成事業を実施している。

　　登記所備付地図の重要性に鑑みれば、これらの取組みの更なる推進も含め、国による課題への対応に
より、整備を加速させることは不可欠である。

　　よって、国においては、全国の登記所備付地図を早期に整備するための具体的な工程を示すとともに、
リモートセンシングデータの活用推進や市町村への更なる支援、事業費の確保など地籍調査の強化の推
進や、地図作成事業対象区域の大幅な拡充を行うよう強く要望する。

　　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　令和６年12月20日

埼　玉　県　議　会　議　長　

ひきこもり支援基本法の制定を求める意見書

　　内閣府が昨年３月に発表した調査によると、全国の 15 歳から 64 歳までの年齢層において、50 人に１
人程度がひきこもり状態にあると考えられており、全国のひきこもり当事者の数は約 146 万人と推計さ
れている。

　　このうち、ひきこもり状態になってから７年以上の者は約２割に上る。不登校からの持ち上がりなど
本人の努力だけでは状況の改善が難しい当事者が増えているとの切実な声が上がっており、ひきこもり
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の長期化によって、心身の健康に深刻な影響が生じ、社会生活の再開がより困難になることが懸念され
ている。

　　更に、この調査における 40 歳から 64 歳の年齢層の当事者は約 85 万人を占めており、本人の生活を
支えてきた親も高齢となり、病気や要介護状態をきっかけに、一家が生活困窮に陥り社会的に孤立する

「8050 問題」や、親が亡くなった後の当事者への支援などが大きな課題となっている。
　　ひきこもり状態になったきっかけは、退職、感染症の流行、健康問題、不登校、人間関係、介護・看

護など様々であり、それぞれがおかれた事情も異なることから、支援は当事者の意思を十分に尊重して
行われるべきであり、障害や疾病の有無にかかわらず、誰もが適切な支援を安心して受けられる体制の
整備が求められている。

　　本県では令和４年３月に埼玉県ひきこもり支援に関する条例を制定し、市町村や民間支援団体等と相
互に連携を図りながら、民間支援団体等による伴走型の支援の推進などひきこもり支援に関する施策を
総合的に実施しているが、この問題は国と地方自治体が連携して支援の充実を図る必要があり、国にお
いて、ひきこもりを社会的な課題として位置付け、支援に係る基本的な方向性を定めるとともに、関係
する制度や政策を体系化することが重要である。

　　よって、国においては、ひきこもり支援に関する施策を総合的に推進するための基本法を早期に制定
するよう強く要望する。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
　　令和６年12月20日

埼　玉　県　議　会　議　長　
　

慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）の潜在的な患者に対する適切な対応
を求める意見書

　慢性閉塞性肺疾患（ＣＯＰＤ）は、たばこなどの有害物質に起因する肺の炎症性疾患で、咳・痰・息
切れを主な症状として緩やかに呼吸障害が進行する疾患である。
　厚生労働省の調査では全国のＣＯＰＤによる死亡者は約１万７千人に上り、身体活動性の低下によっ
てフレイル（健康な状態と要介護状態の中間段階）に移行し、要介護や寝たきりの可能性が増大するこ
とや、循環器疾患（狭心症等の心血管疾患、脳血管疾患）、がんなど他の疾患との関連性も指摘されている。
厚生労働省では、健康寿命の延伸を図る上で重要な課題である疾患としてＣＯＰＤを位置付けている。
　また、有識者による「日本ＣＯＰＤ疫学研究（ＮＩＣＥ study）」によれば、国内のＣＯＰＤ患者は
約530万人と推定されているが、そのうち９割以上は適切な治療を受けていないと考えられている。
　このため、ＣＯＰＤの早期受診や早期治療への取組みを強化することは重要である。
　よって、国においては、ＣＯＰＤの潜在的な患者に対し、重症化等を予防するための適切な対応を行
うため、下記の措置を講ずるよう強く求める。

記
１　医療機関でＣＯＰＤを診断するスパイロメーターの配備や、使用方法に係る研修等の実施、画像検
　査とプログラム医療機器を用いて肺の炎症状態を定量的に測定する検査法の開発・普及など、地域に
　おけるＣＯＰＤの検査体制を強化すること。
２　受診勧奨に係るインセンティブ制度の構築、重症化や増悪を抑えるためのインフルエンザワクチン
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　や肺炎球菌ワクチンの積極的活用に向けた検討の促進、新規治療薬開発のサポート体制の充実など受
　診勧奨対策や重症化予防対策を推進すること。
３　かかりつけ医からの的確な診断や保健指導等による予防対策を強化するとともに、ＣＯＰＤに対す
　る認知度やヘルスリテラシーの向上のために地方自治体が行う普及啓発活動について財政的に支援す
　ること。
　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
　 令和６年 12 月 20 日

埼　玉　県　議　会　議　長 　

特別支援学校における過密解消に係る財政的措置の更なる充実を求
める意見書

　令和５年度学校基本調査によると、全国の特別支援学校の在学者数は過去最多の約15万１千人である。
本県においても、令和５年の在学者数は過去最多の 8,801 人であり、このうち知的障害特別支援学校で
は 7,200 人と 10 年間で約４割増加している。
　児童生徒の増により、知的障害特別支援学校をはじめ特別支援学校では過密状態となっており、一つ
の教室を間仕切りして複数のクラスで使用したり、理科室や美術室などの特別教室を普通教室に転換し
たりするなど、教育環境として深刻な状況が生じている。
　本県では、平成 19 年の特別支援学校制度の創設以来、知的障害特別支援学校を 22 校設置するとともに、
既存知的障害特別支援学校の校舎の増築などの環境整備に取り組んでいるが、児童生徒の増加は著しく、
過密状態の解消には至っていない。
　国では、在学者数の増加により慢性的な教室不足が続いている特別支援学校の教育環境を改善する観
点から、学校教育法に基づき、令和３年９月に特別支援学校設置基準を公布し、学校の設置に必要な最
低限の基準を示すとともに、既存の学校についても施設や設備の水準を向上させる努力義務を課した。
また、既存施設を活用した特別支援学校の改修について、時限的な国庫補助率の引き上げを行っている。
　しかし、特別支援学校の設置や運営に係る財政的負担は極めて大きく、今後も児童生徒の増が見込ま
れる中で過密状況を計画的に解消するためには、新設や増築、既存施設の改修といった施設整備に係る
財政上の措置の拡充や、備品購入に係る補助の新設など施策の強化は不可欠である。
　よって、国においては、過密状況の解消のために、特別支援学校の設置・運営に係る財政的措置の更
なる充実を行うよう強く要望する。
　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
　　令和６年 12 月 20 日

埼　玉　県　議　会　議　長 　 
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適格請求書等保存方式（インボイス制度）の廃止等を求める意見書

　　昨年 10 月に、複数税率に対応した仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式（インボイス制度）
が導入された。

　　この制度では、インボイス発行事業者ではない事業者からの仕入れでは税額控除ができない。そのた
め、主に小規模事業者や個人事業者である免税事業者は、取引先からインボイス発行を求められ、発行
できない場合は、不当な値下げや取引の打切りを求められることが懸念されていた。また、インボイス
発行事業者になると、消費税の申告・納付が義務づけられ、税負担と事務負担の二重の負担を負うこと
となった。

　　制度導入にあたっては、インボイス発行事業者になった場合に３年間は納税額を軽減するなどの税制
措置や、税務署での相談体制の構築などの事業者支援措置が講じられてきたが、本県議会では、昨年７月、
制度の円滑な導入のため、支援策の一層の強化や、問題が生じた場合は制度を見直すことなどを求める
意見書を提出した。

　　制度導入から１年が経過したが、小規模事業者などからは、減収や税負担の増によって経営状況が悪
化したとの切実な声が上がっており、インボイスに係る経理事務が過大な負担になっているとの訴えも
噴出している。さらに、本県議会が要求した負担軽減策も不十分であり、事業活動への深刻な影響は決
して看過できるものではない。

　　また、エネルギー価格や原材料費等の高騰が長期化し、人材不足が深刻化する中で、経営環境は一層
の厳しさを増しており、インボイス制度に係る負担を小規模事業者等に求めることができる状況ではない。

　　インボイス導入後の小規模事業者等の苦境や昨今の経営をとりまく環境に鑑みれば、国の支援措置の
拡充だけではもはや不十分であり、小規模事業者等の経営の持続化や県内の経済の活性化の重要性を考
えると、今やインボイス制度そのものを廃止することが最良の策であると言わざるを得ない。

　　また、電子帳簿保存法によって、契約書などの電子データを一定の形態で保存する等を義務付ける電
子帳簿等保存制度は、特に小規模事業者からは事務があまりにも煩雑で、事業活動に支障が生じかねな
いとの声が上がっている。

　　よって、国においては、インボイス制度等の事業者に過度な負担を与える制度を早急に廃止すること
を強く要望する。

　　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
　令和６年12月20日

埼　玉　県　議　会　議　長　　

　教員の長時間勤務の解消や抜本的な処遇改善等を求める意見書

　文部科学省の教員勤務実態調査（令和４年度）によれば、１週間の勤務時間がいわゆる過労死ライン
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に相当する60時間を超える教員は中学校で約37％、小学校で約14％と全職種平均の約９％を大きく上回
り、教員一日当たりの平日の在校等時間は、ほとんどの職種で10時間を超える状況にある。
　学校が対応する課題が複雑化・困難化するとともに、少子化や情報化といった家庭や地域をめぐる状
況の変化、保護者や地域からの期待の高まりなどによって、教員の業務は増大している。
　現在、大量採用された世代の退職や、若手教員の増加に伴う産前産後休業・育児休業取得者の増等に
よって教員不足が生じており、また、全国の公立学校における令和５年度採用選考の倍率は全試験区分
計で 3.4 倍と過去最低となるなど、人材不足は憂慮すべき状況にある。
　本年８月の中央教育審議会の答申では、教職調整額を現在の４％から少なくとも10％以上とすること
が必要であるとしているが、現在の勤務実態や業務負担に見合うよう抜本的に処遇を改め、教員を取り
巻く状況を改善することで、教職の魅力を高め志望者を増やしていくことは、教育の質の確保に不可欠
である。
　よって、国においては、教員の長時間勤務の解消や抜本的な処遇改善等に向け、下記の措置を講ずる
ことを強く求める。

記
１　教員の負担軽減や学校の指導・運営体制の強化のため、地域や学校の実情等に応じた加配定数の充

実や、　教員業務支援員等の配置に係る支援の拡充を行うこと。併せて、専門的人材の有効活用にも
資する部活動の外部指導者の更なる活用のため支援を強化すること。

２　教職の魅力を高め、優れた人材を確保するため、現在の勤務実態や業務負担を踏まえ給与を大幅に
引き上げていくなど教員の処遇を抜本的に改善すること。

３　上記１及び２とともに、教員の確保・拡充に係る地方自治体が行う施策に対して、財政的措置を講
ずること。

　以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
　　令和６年12月20日

　　　　　　　　　　　　　　埼　玉　県　議　会　議　長　　

衆 議 院 議 長
参 議 院 議 長
内 閣 総 理 大 臣
総 務 大 臣
財 務 大 臣
文 部 科 学 大 臣

様

原案可決
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令和６年12月定例会請願審査結果一覧表

（単位　件）　

委 員 会 名 継続
分

新規
分 合計

審　　　査　　　結　　　果
摘 要

採択 趣旨
採択

執行部への送付 不
採択

継続
審査 返戻 審議

未了 合計
( 要 ) ( 否 )

議 会 運 営
企 画 財 政
総務県民生活
環 境 農 林
福祉保健医療
産業労働企業
県土都市整備
文 教
警察危機管理防災
合 計

　　総務県民生活委員会（新規分）
議請番号 件　　　　　名 請　　願　　者 審査結果

５
教育費負担の公私間格差をなくし、子どもた
ちにゆきとどいた教育をもとめる私学助成に
ついての請願

埼玉私学助成をすすめる会
　代表　宮野　恭子　ほか20,146人 不 採 択

６ 再審法の改正（刑事訴訟法の一部改正）の意
見書提出を求める請願

日本国民救援会埼玉県本部
　事務局長　小林　敏亮　 不 採 択

７
国に「消費税の適格請求書等保存方式（イン
ボイス制度）廃止の意見書」提出を求める請
願書

消費税の廃止を求める埼玉連絡会
　代表幹事　岩瀬　晃司　ほか440人 継続審査

８ 国に対し「消費税率を５％に引き下げる意見
書」の提出を求める請願書

消費税の廃止を求める埼玉連絡会
　代表幹事　岩瀬　晃司　ほか461人 不 採 択

　　産業労働企業委員会（新規分）
議請番号 件　　　　　名 請　　願　　者 審査結果

９ 女性など家族専従者の働き分を認めない所得
税法第 56 条の廃止を求める請願

埼玉県商工団体連合会婦人部協議会
　会長　五十嵐　美恵子　ほか70団体
　　　　　　　　　　　　　  1,339人

不 採 択

10
県内 業者婦人の声をどうぞ国に届けて ｢国連
女性差別撤廃委員会勧告｣ を受け所得税法第
56 条廃止を求める請願

個人 不 採 択

　

　文教委員会（新規分）
議請番号 件　　　　　名 請　　願　　者 審査結果

４ 2024 年度　ゆきとどいた教育をすすめるため
の請願

ゆきとどいた教育をすすめる教育埼玉
署名実行委員会
　代表　小野　知二　ほか27,851人

不 採 択
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６ 認知症の容態に応じて、認知症の人や家族が受けられる支援を地域ごとにまとめた「認知症ケアパス」

や、認知症の人を支える周囲の人の意思決定支援の基本的考え方などを整理した「認知症の人の日常生

活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」をはじめとした認知症に関する基本事項について、

国民が繰り返し学べる環境を整備すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

  令和６年３月27日 

埼 玉 県 議 会 議 長 

 衆 議 院 議 長 
 参 議 院 議 長 

 内 閣 総 理 大 臣 

 総 務 大 臣 

 財 務 大 臣 

 厚 生 労 働 大 臣 

 内 閣 官 房 長 官 

 共 生 社 会 担 当 大 臣 

     

 

 

仮放免制度の改正を求める意見書 

 

 国によると、中長期在留者数と特別永住者数を合わせた在留外国人数は、令和４年末現在において307

万５千人余りと初めて300万人を超え、過去最高を更新した。このうち、本県は約21万３千人であり、全国

第５位の多さとなっている。 

 令和５年６月には、出入国管理及び難民認定法の改正法が成立し、本年６月15日までに施行される。こ

の改正によって、退去強制手続における収容に代わる選択肢として、親族や知人などの監理人の下、逃亡

等を防止しつつ、相当期間にわたり社会内での生活を許容しながら退去強制手続きを進める監理措置制度

が創設された。 

 現行法では、被収容者の収容を解く手段は仮放免しかなく、収容の長期化を回避するために、個別の事

情に応じて仮放免を柔軟に運用してきた。改正法においては、監理措置制度の創設に伴い、仮放免制度は

本来の趣旨どおり健康上又は人道上の理由等により収容を一時的に解除する措置と規定され、監理措置制

度との使い分けが明確になされることになった。 

 しかしながら、監理措置に付された外国人である被監理者は、制限はあるものの許可を得ることで報酬

を受ける活動が可能とされたが、仮放免された外国人である被仮放免者は、就労ができないために不安定

な生活を余儀なくされる現状は変わらない。 

 また、一部の外国住民による目に余る行為により、地域住民が安心して暮らすことを阻害する事案が発

生しているとの報道もあり、安心・安全な暮らしを実現するための取組が必要となっている。 

 よって、国においては、下記の事項について早急に措置を講ずるよう強く求める。 

記 

１ 仮放免の許可については厳格に行うこと。被仮放免者が不法行為を行うなど退去強制事由に該当する

場合には、収容及び速やかな送還を行うこと。 

２ 監理措置制度の対象とならない被仮放免者においても最低限の生活維持ができるよう、就労を可能と

する制度の導入を検討すること。 

３ 被仮放免者の現状把握を確実に行い、居住自治体に情報を提供すること。あわせて、不足している収

容所の整備など、出入国在留管理体制の充実強化を図ること。 

４ 被仮放免者等を健康保険その他の行政サービスの対象とすることについて検討すること。 

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 

原案可決 

議第15号議案 

様 

  令和６年３月27日 

埼 玉 県 議 会 議 長 

 衆 議 院 議 長 
 参 議 院 議 長 

 内 閣 総 理 大 臣 

 総 務 大 臣 

 法 務 大 臣 

 財 務 大 臣 

 厚 生 労 働 大 臣 

      

 

請 願 の 審 査 結 果 
 

令和６年２月定例会請願審査結果一覧表 
（単位 件）  

委 員 会 名 継続
 

 
分 

新規
 

 
分 

合計 

審 査 結 果 

摘 要
採択 趣旨

採択

執行部への送付 不 
採択

継続
審査 返戻

審議 
未了 合計 

(要) (否)

議 会 運 営  

企 画 財 政  

総務県民生活 

環 境 農 林 

福祉保健医療 

産業労働企業 

県土都市整備 

文 教 

警察危機管理防災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

１ 

 
 
 
 

１     １    １ 

 

合    計  １ １     １    １  

  

 福祉保健医療委員会（新規分） 

議請番号 件     名  請  願  者  審査結果 

１ 

国民皆保険制度を堅持し、地域医療に混乱を

来さないように、健康保険証の廃止期日の延

期を求める意見書を国に提出することを求め

ます 

埼玉県保険医協会 

 理事長 山崎 利彦 
不 採 択 

 

 

原案可決 

様 

４ ４ ３ １ ４

２ ２ ２ ２

１ １ １ １

７ ７ ６ １ ７
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陳 情 受 付 状 況

番号 受付年月日 件　　　　　名 陳　　情　　者

18 ６.10.21 「無料低額宿泊所」開設計画の中止を求める陳
情書

新座市東北2-25-10
学校法人　かきの木学園　かきの木
幼稚園
園長　川井　直子　他31名

19 ６.10.21 「無料低額宿泊所」開設計画の中止を求める
陳情書

朝霞市根岸台 7-2-6
東上地区私立幼稚園協会
会長　鈴木　甚一

21 ６.11 .７
臓器移植に関わる不正取引、非人道性が疑わ
れる国への渡航移植等を防止するための法整
備等を求める意見書提出の陳情

東京都新宿区西新宿3丁目3番13号　
西新宿水間ビル６階
一般社団法人　中国における臓器移
植を考える会
代表　丸山　治章

22 ６.11.15 終活支援事業優良事業者認証事業への取組に
関する陳情 個人

23 ６.11.28
新座市東北２丁目かきの木幼稚園　隣

「無料低額宿泊所」開設計画の中止を求める
陳情書

新座市東北 2-25-10
新座市東北町内の子どもと教育・環
境を守る会
会長　神谷　富宏　他 1087 名

24 ６.12 .２ 「埼玉県特別支援教育推進計画」（以下、「推進
計画」）に続く新たな計画の策定等について

さいたま市浦和区高砂 3-12-24
埼玉県の特別支援学校の「教室不足」
を考える会　
会長　白井　道代

25 ６.12. ２ クルド人問題について 個人
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  令和６年３月27日 

埼 玉 県 議 会 議 長 

 衆 議 院 議 長 
 参 議 院 議 長 

 内 閣 総 理 大 臣 

 総 務 大 臣 

 法 務 大 臣 

 財 務 大 臣 

 厚 生 労 働 大 臣 

      

 

 
 

令和６年２月定例会請願審査結果一覧表 
（単位 件）  

委 員 会 名 継続
 

 
分 

新規
 

 
分 

合計 

審 査 結 果 

摘 要
採択 趣旨

採択

執行部への送付 不 
採択

継続
審査 返戻

審議 
未了 合計 

(要) (否)

議 会 運 営  

企 画 財 政  

総務県民生活 

環 境 農 林 

福祉保健医療 

産業労働企業 

県土都市整備 

文 教 

警察危機管理防災 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

１ 

 
 
 
 

１     １    １ 

 

合    計  １ １     １    １  

  

 福祉保健医療委員会（新規分） 

議請番号 件     名  請  願  者  審査結果 

１ 

国民皆保険制度を堅持し、地域医療に混乱を

来さないように、健康保険証の廃止期日の延

期を求める意見書を国に提出することを求め

ます 

埼玉県保険医協会 

 理事長 山崎 利彦 
不 採 択 

 

 

原案可決 

様 

陳 情 受 付 状 況



－ 46－

閉会中における特定事件一覧表
（令和６年 12 月定例会）

（議会運営委員会）

１　２月定例会会期予定について
２　２月定例会の質疑質問について
３　議会に関する条例、規則に関す

　ることについて
４　特別委員会の設置及び変更に関

　することについて
５　委員の選任及び所属変更に関す

　ることについて
６　執行機関の附属機関等の委員の

推薦について
７　報道機関の取材に関することに

　ついて
８　その他議会運営に関することに

　ついて

（環境農林委員会）

１　環境保全対策の推進について
２　廃棄物対策について
３　自然の保護及び緑化対策について
４　地球環境の保全の推進について
５　農林水産業の振興について
６　農林水産物の価格安定及び流通

　機構の整備について
７　農林水産物の品質及び安全性の

　確保について
８　農林災害対策について
９　農村の生活環境の整備について
10　農林水産業関係団体の指導につ

　　いて
11　試験研究機関の整備について

（県土都市整備委員会）

１　道路事業の推進について
２　河川事業の推進について
３　ダム及び砂防事業の推進について
４　公共用地の取得及び管理について
５　建設工事の管理について
６　都市計画行政の推進について
７　公園の整備及び管理について
８　土地取引の適正化について
９　建築行政の推進について
10　住宅行政の推進について
11　営繕事業の実施状況について
12　さいたま新都心の整備について
13　下水道の整備及び管理について

（企画財政委員会）

１　県行政の総合的企画及び調整に
　ついて

２　歳入の確保について
３　行政改革の総合的な推進について
４　行政組織及び定数管理について
５　情報化の推進について
６　地方分権の推進について
７　市町村行財政の充実について
８　地域の総合的な整備の推進につ

　いて
９　土地及び水政策の総合的な推進

　について
10　交通政策の推進について
11　公金の出納・保管状況について

（福祉保健医療委員会）

１　社会福祉施設の整備拡充について
２　社会保障制度の充実について
３　児童福祉の推進について
４　高齢者福祉の推進について
５　障害者福祉の推進について
６　健康の保持・増進体制の充実に

　ついて
７　疾病の予防・治療対策の推進に

　ついて
８　地域医療体制の整備拡充について
９　環境衛生・食品衛生の推進につ

　いて
10　医薬品などの安全対策の推進に

　ついて

（文教委員会）

１　義務教育の充実について
２　高等学校教育の充実について
３　特別支援教育の充実について
４　生涯学習の推進について
５　学校保健教育・体育の充実につ

　いて
６　文化の振興と文化財の保護につ

　いて
７　人権を尊重する教育の推進につ

　いて
８　国際理解教育の推進について
９　情報教育の推進について
10　環境教育の推進について

（総務県民生活委員会）

１　職員の待遇改善について
２　情報公開制度の施行状況について
３　政治倫理について
４　私学の振興について
５　県税に関することについて
６　県有財産の管理状況について
７　入札・契約制度について
８　県営競技事業の施行状況について
９　広聴広報について
10　ＮＰＯ活動及びコミュニティ活

動の推進について
11　人権施策の推進について
12　男女共同参画の推進について
13　県民文化の推進について
14　国際交流の推進について
15　青少年対策について
16　スポーツの振興について
17　消費生活の安定・向上について
18　交通安全対策について
19　防犯のまちづくりの推進について

（産業労働企業委員会）

１　労働条件の向上及び労働福祉施
策の充実について

２　労使関係の安定確立対策について
３　職業能力開発体制の整備拡充に

　ついて
４　雇用対策の推進について
５　商工業の振興について
６　中小企業金融対策について
７　産地産業の振興について
８　観光資源の利用促進について
９　商工関係団体の指導について
10　試験研究機関の整備について
11　科学技術の振興について
12　工業用水道事業の実施状況につ

　　いて
13　水道用水供給事業の実施状況に

　ついて
14　地域整備事業の実施状況について

（警察危機管理防災委員会）

１　警察行政の総合的企画及び調整
　について

２　警察官定員の増加と待遇改善に
　ついて

３　警察施設の整備と管理運営につ
　いて

４　生活安全活動体制の充実について
５　地域活動体制の充実について
６　刑事警察の強化について
７　交通安全施設の整備及び交通指

　導取締りについて
８　消防及び防災の強化について
９　危機管理の強化について
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閉会中の委員会活動
　

［目　　次］

〔 視　　察 〕                      　　　　
議会運営委員会

常任委員会

　

特別委員会

図書室委員会

〔 議事堂内委員会 〕                      　　　　

〔 視　　察 〕

議会運営委員会

１　調査日　令和６年10月21日（月）

２　調査先

⑴　立川市議会（東京都立川市）
⑵　川崎市議会（神奈川県川崎市）

３　調査の概要

　⑴　立川市議会

　　（議会運営について）

　　［調査目的］

■　本県の課題

○　議会改革を推進するとともに、県民と直接接
する機会を作るなど、開かれた議会づくりを推
進する必要がある。

■　視察先の概要と特色

○　立川市議会では、定例会ごとに議会改革特
別委員会を開催し、そこでの議論を踏まえて議
会基本条例の制定や第三者評価委員会による評
価、反問権の導入・実施などを行っている。

○　また、開かれた議会に係る取組として、市民
との意見交換会を議員が進行する形で開催して
いるほか、本会議における傍聴届の廃止や委員
会のインターネット中継を行っている。

　［調査内容］

■　聞き取り事項

　○　議会改革特別委員会を平成23年度から設置
し、意見交換会を年１回実施するようにしたほ
か、議会基本条例を制定し、またこの条例に従
った活動ができているのかを検証するため、大
学教授等で構成される第三者評価委員会にかけ
て評価を行っている。このほかにも、反問権を
試行で開始したほか、議会基本条例の検証等に
関する実施要領を制定している。

　○　また、議会運営委員会においても、平成26
年度からのタブレット端末の導入や傍聴届の廃
止、常任・特別委員会のインターネット中継を
開始すること等を協議・決定している。

　○　反問権の取扱いについては、実施要領により
市長をはじめとする答弁者が議員からの質問に
おいて、その背景や根拠を確認する場合に行う
ことができると定められている。令和２年から
試行されていたが、令和５年度に初めてＰＦＡ
Ｓに関する土壌調査についての質問の際に行わ
れた。

　○　今後の議会改革については、政策立案機能を
充実させるため、委員会による所管事務調査に
ついて力を入れて取り組んでいくとのことであ
った。

　○　意見交換会の開催については、平成24年度の
開始依頼、参加形態や参加する市民について、
PTA連合会を参加者にするなど様々な試みを
行いつつ実施してきており、令和５年度からは
常任委員会ごとに開催し、要望書を取りまとめ
て市長へ提出する方式へと変更した。令和６年
度の実施については、所管事務調査の一環とし
て実施することを予定しており、より一層議会
からの政策提案機能の充実を図っていくとのこ
とであった。

　○　このほか、意見書・決議案の調整についてや
電子表決システムの導入、議会運営全般に関し
て詳細な説明を受けた。

⑵　川崎市議会

　（議会運営について）

　［調査目的］

■　本県の課題

　○　今年度から新たな番組として「各会派代表
者討論会」を収録・放映することが決まってい
る。こうした中で、地元放送局と連携して「座
談会」の放映を既に行っている川崎市議会の取
組を視察し、本県の参考とする。また、市役所
新庁舎整備事業の推進に当たっての議会として
の取組を視察し、本県の参考とする。

■　視察先の概要と特色

　○　川崎市議会では、テレビ放送を通じて議会活
動を広く市民に向けて紹介し、議会活動への関

・・・・・・・・・・・・・・・・
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　　心を高めることを目的として「川崎市議会座談
会予算の審議を前に」を放映している。各会派
の代表者が出演し、新年度予算についての意見
交換を行っている様子を収録し、毎年第１回定
例会の代表質問前夜に１時間番組としてテレビ
神奈川での放映を行っている。

　○　令和２年度から本庁舎建替え工事を開始し、
昨年度竣工した25階建ての免振構造となってい
る。新庁舎の中には、授乳室や親子傍聴席、電
子表決システムといった機能を備えた本会議場
の整備を行った。

　［調査内容］

■　聞き取り事項

　○　座談会については、各会派の代表者５人が新
年度当初予算について、全体的な評価や会派と
して注目している事業について議論を行ってい
る様子を放映することにより、市民へ広く各会
派としての考えを周知している。

　○　新庁舎の整備に当たり、特別委員会は設置せ
ず、各会派代表による団長会議によって議会と
しての意見を集約して執行部へ伝えることで、
議会側の意見を反映させる手法をとった。

　○　このほか、一般質問の質問者数の調整など、
議会運営全般に関して詳細な説明を受けた。

■　質疑応答

　Ｑ　座談会について、当初予算以外のテーマにつ
いても扱ったことはあるのか。

　Ａ　基本的には当初予算についての意見交換を行
っている。

　Ｑ　番組の放送により市民には具体的にどのよう
な影響が及んでいると考えているのか。また、
撮影の前には事務局とどのような調整を行って
いるのか。

　Ａ　各会派において、翌年度当初予算の中で重視
している点が市民に伝わりやすい番組になって
いると考えている。放送後に行われる代表質問
の内容に沿ったものとなるよう、事務局とも事
前に調整を行っている。

　Ｑ　予算措置としてはどの程度か。

川崎市議会にて

　Ａ　当初予算としては約380万円程度の金額を積
んでいる。

　Ｑ　再放送は行っていないのか。
　Ａ　テレビ放送としては１回のみだが、YouTube

にもアップしており、随時視聴することは可能
である。

企画財政委員会

１　調査日　令和６年11月18日（月）～19日（火）

２　調査先

⑴　やまぐちＤＸ推進拠点Ｙ－ＢＡＳＥ（山口県）
⑵　Ａスクエア（山口県）

３　調査の概要

⑴　やまぐちＤＸ推進拠点Ｙ－ＢＡＳＥ

　（ＤＸの推進について）

　　［調査目的］

■　本県の課題

　○　少子高齢化や頻発する災害など複雑化する社
会課題を解決するために、デジタル技術を活用
した社会変革の実現が求められている。

■　視察先の概要と特色

　○　山口県は、県政の幅広い分野でのデジタル改
革を強力に推進し、地域課題の解決と新たな価
値の創造に向けた山口県ならではのＤＸ、「や
まぐちＤＸ」の創出に向けた核となる施設とし
て、同施設を令和３年11月に開設した。

　○　生成ＡＩなどを活用したデモ展示で最新の
デジタル技術の体感、オンラインを含めた専門
スタッフによるＤＸの相談、技術やアイデアの
実証サポート、各種セミナーやイベントを通じ
たＤＸの学習や交流等のサービスを提供してい
る。

　○　宇部市に「宇部ブランチ」、防府市に「防府
サテライト」を開設し、Ｙ－ＢＡＳＥのサテラ
イト機能の構築を進めている。

　　［調査目的］

■　聞き取り事項

　○　Ｙ－ＢＡＳＥで開催するイベントやセミナ
ーを通じて、ＤＸをサポートするためのシステ
ム環境を見学してもらうなど、施設を周知した
ところ、最近ではコンサルティングの利用が多
く、相談を受けることができる機関として定着
した。

　○　様々な業種、企業規模の事業者や自治体か
ら、業務改善や人手不足などの相談を受けて
おり、昨年度は、年間200件ほどの相談を受け
た。相談者ごとに業務の流れや課題を全て聞き
出して、予算状況などを考慮しながらトライア
ルを重ね、技術の導入やパートナーのマッチン
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グなど伴走型の支援を実施している。
　○　これまでの事例として、料亭での予約シス

テムの導入や、観光用レンタカー事業者に対し
て「デジタルキー」の実装提案などがある。ま
た、自治体に対しては、人流データの活用やデ
ータの可視化などの支援を行っており、今年度
は、教育委員会から施設点検のデジタル化の相
談を受けており、実証実験を進めている。

■　質疑応答

　Ｑ　山口県外の企業との連携はあるのか。
　Ａ　施設の運営費を山口県が負担していることか

ら、コンサルティングは県内事業者に限るが、
このほかに、官民デジタルコミュニティ「デジ
テックforYAMAGUCHI」を構築している。こ
こでは、県外の個人や事業者を含めた様々な会
員が連携し、地域の課題解決のための共創プロ
ジェクト等を実施している。

　Ｑ　成功した事例の横展開についてどのように考
えているのか。

　Ａ　事例の横展開は非常に意識している。相談者
ごとに状況が異なり、それを見極める必要があ
るが、同じ業種業界では共通する課題も多い。
パッケージ提案するなど工夫をしていきたい。

　Ｑ　民間のコンサルティングとの違いは何か。
　Ａ　中小企業はＤＸコンサルティングを受けられ

る機会が少ない。また、民間は特定の分野に特
化していることが多い。当然、無料で利用でき
るなど費用面の部分も大きいが、先端技術を含
めあらゆる分野において幅広い対応ができるこ
とが強みである。

⑵　Ａスクエア

　（公共施設のアセットマネジメントについて）

　　［調査目的］

■　本県の課題

　○　厳しい財政状況の中、人口急増期に建設され
た公共施設が更新の時期を迎えており、公共施
設へのアセットマネジメントの取組が求められ
ている。

■　視察先の概要と特色

　○　山陽小野田市は、所有する築40年となる商工
センターの再整備に際し、近接地で築60年とな
る店舗の建替えを検討していた山口銀行と商工
センター内に事務所を構える小野田商工会議所
を加えた３者で協議を開始した。

　○　再整備には、単なる複合施設ではなく、地域
の課題解決に資する拠点開発を行いエリア内に
波及させていくことを共通認識として、国内で
初めてＬＡＢＶ（＊）による手法を採用した。

　　＊Local Asset Backed Vehicleの略、官民協働
開発事業体

　○　商工センター跡地には、市、小野田商工会議
所、山口銀行の施設再整備に加えて、山口東京
理科大学の学生寮、交流広場、民間テナント等
を合わせた複合施設「Ａスクエア」を整備し、
令和６年３月竣工した。

　○　このプロジェクトは、「2022年度地方創生Ｓ
ＤＧｓの達成に向けた官民連携取組事例」にお
いて、最上位の賞である「内閣府地方創生推進
事務局長賞」を受賞した。

　　［調査内容］

■　聞き取り事項

　○　ＬＡＢＶとは、自治体が公有地を現物出資
し、民間事業者が資金出資して作った事業体
が、公共施設と民間収益施設を複合的に整備
する手法である。同市のＬＡＢＶプロジェクト
は、Ａスクエアを中心にした半径１km圏内の
４つの公有地等を対象とした公共施設と民間収
益施設を組み合わせたエリアマネジメントとし
ている。

　○　市側は、民間が建設するので大きなコストダ
ウンとなる。一方、民間側も土地が現物出資で
あるため土地分の事業費を見なくてよいことか
ら、双方に資金面のメリットがある。また、従
来のＰＰＰのような官と民の主従関係の契約に
よるものではなく、官と民が一緒になって公共
性を定義し、パートナーシップに委ねるまちづ
くりは、今後の検証が必要になるが、大きな特
徴であり、メリットになりうるものである。

　○　事業構想において、Ａスクエアの整備に当た
ってはＰＦＩ的な仕様書を定めたが、民間の参
画の関心を高めるため、残りの３か所の開発計
画は、今後の提案を踏まえて検討するといった
内容で募集要領を定めた。行政側にとっては大
きなチャレンジであった。

■　質疑応答

　Ｑ　国内で失敗した事例もある中で、成功したポ
イントは何か。

　Ａ　プロジェクト関係者が、構想段階から同じベ
クトルで進めたことや国からの支援も大きかっ
たが、ファイナンス（山口フィナンシャルグル
ープ）の存在が非常に大きかった。事業費のほ
とんどに融資が入っているが、大学の寮におい
ては、大学側が空室保証をするなどリスクを低
減するための工夫がある。

　Ｑ　次の開発計画において、市はどのような構想
があるのか。

　Ａ　今年度プランニングをしているが、ＤＸを活
用したコワーキングスペースやインキュベーシ
ョン施設、また、山口東京理科大学にはデータ
サイエンス学科があり、デジタルに優れた企業
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もあることからデジタルに関連した施設を検討
している。

Ａスクエアにて

総務県民生活委員会

１　調査日　令和６年11月18日（月）～19日（火）

２　調査先

⑴　コクヨ株式会社東京品川オフィス（東京都）
⑵　水戸芸術館（茨城県）

３　調査の概要

　⑴　コクヨ株式会社東京品川オフィス

　　（働き方改革の推進について）

　　［調査目的］

■　本県の課題

　○　人材確保や健康経営の視点、ＤＸ化によるオ
フィスの意義や県民サービスの変化等を踏まえ
た上で、職員の新しい働き方や執務環境の在り
方を検討する必要がある。

■　視察先の概要と特色

　○　同社では、自分らしい働き方・学び方・暮ら
し方のバランスが整っている状態を「Ｌｉｆｅ
　Ｂａｓｅｄ　Ｗｏｒｋｉｎｇ」と定義付け、
活き活きと働き、学ぶ人が増えていく社会の実
現を目指している。

　○　また、ワークスタイルを提案する企業とし
て、社員向けに多様な働き方を実践するととも
に、一人一人が自らの可能性を高め、豊かなキ
ャリアを形成できるよう環境を整備している。

　　［調査目的］

■　聞き取り事項

　○　東京品川オフィスでは、職員の健康、多様な
能力の発揮、コミュニケーションによるチーム
力の向上等を実現するための取組として、業務
に応じて社員自身が働く場所や時間を選択でき
るＡＢＷ（Ａｃｔｉｖｉｔｙ　Ｂａｓｅｄ　Ｗ
ｏｒｋｉｎｇ）を導入している。

　○　ＡＢＷを効果的に実践するための取組とし
て、コワーキングスペースやカフェ、オンライ
ンなど、自宅やオフィス以外でも多くの場所を

働く場所として認めている。オフィスは、フロ
ア毎にコンセプトを設定して整備しており、例
えば遮音ブースなど高・集中環境が整備された
「はかどる」フロアや、リラクゼーション環境
が整備された「整う」フロアなどがある。

　○　社員は、仕事の内容や目的に合わせて自ら選
んだ場所やフロアで働くことができ、作業効率
の向上やストレス軽減につながっている。

　○　さらに、週４～５日出社するオフィス中心タ
イプ、週２～３日出社するバランスタイプ、週
１日程度出社する在宅中心タイプの３パターン
の選択肢があるハイブリットワークを推進して
おり、社員は上司と相談の上、本人やチームに
とって最適な働き方を選択できるようになって
いる。

■　質疑応答

　Ｑ　フロアを機能別に分けることで社員がオフィ
スの中で自由に仕事をしているように見受けら
れるが、業務全体の統括や進行管理はどうして
いるのか。

　Ａ　社員に任せきりにするのではなく、伴走型マ
ネジメントを実施しており、月に１度、１対１
の面談を実施している。面談の場において、業
務の進捗状況に加え、困りごとの相談を受ける
などして進行管理をしている。

　Ｑ　職場環境や働き方に関する意見・要望等を社
員からどの様に吸い上げているのか。

　Ａ　重要度や満足度のアンケートを毎年実施して
おり、オフィスの改修やルールの変更により、
社員が認識している課題や不満足を減らす取組
をしている。また最近は、チームの状況につい
てもアンケートを取っており、上司と部下とで
現状認識の乖離がないか、業務の進捗に遅れや
問題はないかなどを確認し、チームの課題など
を洗い出す取組をしている。

コクヨ株式会社東京品川オフィスにて

　



－ 51－

　⑵　水戸芸術館

　　（文化芸術の振興について）

　　［調査目的］

■　本県の課題

　○　文化芸術をまちづくりや教育に結び付け、地
域社会の活力創出につなげるとともに、多彩な
文化芸術活動に参加しやすい環境を整備する必
要がある。

■　視察先の概要と特色

　○　水戸市芸術振興財団が管理・運営している水
戸芸術館は、水戸市制１００周年を記念する高
さ１００ｍの塔をシンボルとし、コンサートホ
ール、劇場、現代美術ギャラリーの三つの専用
空間を有する複合文化施設である。

　○　音楽・演劇・美術を身近に感じるための公演
や展示、創作体験などの学びの場を提供してお
り、また地域にゆかりのある公演やアートを介
したイベント等、地域と文化芸術とのつながり
を構築している。

　［調査内容］

■　聞き取り事項

　○　同館では基本的に貸館事業を行っておらず、
音楽・演劇・美術の各部門が、コンサートホー
ル、劇場、現代美術ギャラリーの各専用空間を
最大限に活用し、自主企画によるイベントを数
多く制作・展開している。

　○　音楽部門では、三つの専属楽団や地域の音
楽家による演奏会のほか、０歳から参加できる
小型パイプオルガンの音楽会や地元の愛好家を
対象とした合唱セミナー等、音楽を体験し学び
を深めることができる多様な取組を実施してい
る。

　○　演劇部門では、古今東西の名作やミュージカ
ル、伝統芸能まで多彩な演目を上演するほか、
小・中学生を対象にした、歌やダンス、演技を
プロから学べるミュージカルスクールや各種ワ
ークショップ等、演劇の魅力を身近に体験でき
る様々な教育プログラムを実施している。

　○　美術部門では、現代社会や美術の動向に応じ
た展覧会の企画・制作のほか、工作ワークショ
ップとスポーツが融合した市民参加型イベント
等、地域連携プロジェクトを実施している。

■　質疑応答

　Ｑ　特に子供に対して、文化芸術に興味・関心を
持ってもらうために、どのような取組をしてい
るのか。

　Ａ　市内、周辺市町村の小・中学生をコンサート
ホールや市民体育館に招いて演奏会を実施して
いる。コロナ禍では、学校訪問コンサートとし
て、室内管弦楽団が小・中学校を訪問して演奏

会を行っていた。令和３年度からは、現代美術
を通して子供たちの発想力を養うための取組と
して、作家を引き連れて学校訪問を行うアート
プログラムを実施している。

　Ｑ　美術史の中で「近代美術」ではなく「現代美
術」を取り扱う理由は何か。

　Ａ　近隣に茨城県近代美術館があることが理由
の一つではあるが、文化芸術を創造し、支える
人材を充実させるためには、現代を生きる芸術
家の育成や支援が必要であると考えたためであ
る。

環境農林委員会

１　調査日　令和６年11月13日（水）

２　調査先

　⑴　ＩＨミートパッカー株式会社東京ミートセンタ
ー（越谷市）

　⑵　ＡＳＴＲＡ ＦＯＯＤ ＰＬＡＮ 株式会社（富士
見市）

３　調査の概要

　⑴　ＩＨミートパッカー株式会社東京ミートセ

　ンター

　（食肉の輸出推進に関する取組について）

　［調査目的］

■　本県の課題

　○　世界では、日本食に対する関心の高まり等を
背景に、国産畜産物の輸出拡大の機運が高まっ
ており、輸出量の増加は畜産経営の安定に寄与
することから、海外市場の開拓に取り組むこと
は重要である。

■　視察先の概要と特色

　○　ISO22000（食品安全マネジメントシステ
ム）、ISO14001（環境マネジメントシステ
ム）の認証を取得し、産地と消費者を結ぶ食肉
加工処理施設として、牛・豚のカット・出荷ま
でを行い、安全・安心で高品質な商品を提供し
ている。

　○　輸出食肉認定施設として、国内のみならず、
需要が高まる海外に対してもグループの海外拠
点と連携し、食肉を提供している。グループと
しては、輸出業務専任部局の設置などにより輸
出を強化し、輸出事業は20年近い事業継続にお
いて、食肉事業の一翼を担うまでに成長してい
る。

　　［調査目的］

■　聞き取り事項

　○　同社において、かつては、食肉加工時の整形
状態はほとんど一般規格だったが、量販店の人
手不足などの理由から、現在は、生産現場にお
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いて生産性や歩留りを意識しながら小割で対応
することが多くなっている。

　○　現在は、台湾、シンガポール、ベトナム、
タイに向けて、主に和牛を輸出している。青森
県十和田市にある事業所（十和田ビーフプラン
ト）でも対米も意識した高レベルな輸出認証の
取得に向けて取り組んでおり、今後は十和田ビ
ーフプラントと東京ミートセンターの二本立て
で輸出に注力していく予定である。

　○　行政の輸出拡大支援事業である、生産者・食
肉加工施設・輸出事業者が生産から輸出まで一
貫して輸出促進を図る畜産コンソーシアム事業
にも参加し、輸出拡大に取り組んでいる。

　○　輸出促進に向けた課題として、輸出認可を持
つ施設を増やすことや輸出受入国を増やすこと
が挙げられる。

■　質疑応答

　Ｑ　食肉の輸出において、衛生証明の手続や書類
が膨大な点が課題と言われているが、影響はあ
るか。

　Ａ　人手や労働時間、発行までの時間的制約、書
面原本でのやり取りなどの問題がある。国では
この課題解決に向けて電子化の取組を進めてい
るところだが、相手国との二国間交渉によると
ころである。実現すれば飛躍的に輸出拡大の一
助となる。

　Ｑ　国内では国産牛、和牛、交雑牛などの定義が
あるが、輸出の際もその定義で対応するのか。

　Ａ　相手方の意向に応じて、定義どおりに輸出
している。海外でどのネーミングを使用するか
どうかも相手方次第であり、「日本産和牛」や
「銘柄牛の名前」を使用している場合などがあ
る。

⑵　ＡＳＴＲＡ ＦＯＯＤ ＰＬＡＮ 株式会社

　（食のサーキュラーエコノミーに関する取組に

　ついて）

　［調査目的］

■　本県の課題

　○　フードロスの問題を解決し、持続可能な社会
を築くため、資源の効率的・循環的な利用を図
る経済活動（サーキュラーエコノミー）の推進
は重要である。

■　視察先の概要と特色

　○　過熱水蒸気技術を用いた食品乾燥装置を開
発、販売、レンタルしているフードテックベ
ンチャーである。同装置は、高い生産効率を実
現し、従来、コストの問題で有効活用できなか
った食品工場で発生する野菜類の端材や規格外
品などの未利用農作物等を付加価値の高い食品

パウダーにアップサイクルすることが可能であ
る。

　○　産官学で連携し、食品パウダーの成分分析や
用途開発・販売、学校給食での提供、食育プロ
グラムの実施などに取り組み、ステークホルダ
ーを増やしながら食の循環モデルの確立を目指
している。

　［調査内容］

■　聞き取り事項

○　一般的にフードロスとは製品の売れ残りや食
べ残しを指すが、そのロス以上に食品工場での
トリミングで発生する端材や規格外農作物、飲
料工場で発生する飲料残さなどは廃棄されてお
り、これを「かくれフードロス」と名付け、そ
の削減とアップサイクルに取り組んでいる。

○　こうしたＳＤＧｓの切り口はメディア露出、
資金調達、受賞などにも有効である。

○　同社が開発した過熱蒸煎機は、熱風乾燥機に
比べ短時間での乾燥が可能であり、色・風味・
栄養価の低減を最小限に抑えることで、高品質
なパウダーを実現している。

○　事業者への装置導入に当たっては、同装置で
製造したパウダーが美味しいだけでは足りず、
販路開拓や用途開発など、新たな市場を創出す
ることが命題となっている。

○　同装置で製造したパウダーは「ぐるりこ」と
いう名前で販売しており、様々な加工食品にぐ
るりこマークが印字され、消費者からリサイク
ルフードであるという認知をしてもらって選ん

でもらうことを目指している。

■　質疑応答

　Ｑ　同装置は海外でも売れると思うが、どうか。
Ａ　売れると思う。ただ、海外では、かくれフー

ドロスではなく、食材を丸ごと利用して安価な
パウダーが製造され、それが輸入されてくる懸
念もある。

　Ｑ　アイデアはどのようにして生み出しているの
か。

ＡＳＴＲＡ ＦＯＯＤ ＰＬＡＮにて
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Ａ　思い付いたらすぐ口に出すようにしており、
そのアイデアを拾ってくれる人が周りにいる。
例えば、社外で商品開発に協力してくれるパー
トナーがおり、こういったステークホルダーの

　方々とアイデアを育てていき、外とつながりな
がら販路拡大を目指している。

Ｑ　同装置によるパウダー製造には何人程度必要
なのか。

Ａ　同装置の稼働だけなら、最低一人で対応可能
である。前処理と同装置での乾燥を並行して実
施した方が効率的によく、その点を考慮すると
二人が望ましい。

福祉保健医療委員会

１　調査日　令和６年11月18日（月）～19日（火）

２　調査先

⑴　茨城県高次脳機能障害支援センター（茨城県）
⑵　ふくしま医療機器開発支援センター（福島県）

３　調査の概要

⑴　茨城県高次脳機能障害支援センター

　（高次脳機能障害者への支援について）

　　［調査目的］

■　本県の課題

○　高次脳機能障害は、周囲の理解不足や社会参
加が難しいなど様々な課題があり、自立・生活
に対する支援は急務である。

■　視察先の概要と特色

○　相談・技術支援、普及・啓発、研修、地域ネ
ットワーク構築の四つを中心に事業展開してい
る。当事者、家族、支援者及び支援機関の抱え
る問題全体に対応する包括的支援を継続的かつ
有効的にコーディネートし、専門機関として評
価・検討し、最適な支援へとつないでいる。

○　茨城県独自の支援を行い、相談者のニーズ
に応じて現場に赴き、その状況や視点に基づい
て、専門的な見立てをし、支援の対象者が主体
的に問題を解決できるサポートを展開している。

○　地域において適切な支援が受けられるよう、
県内全域に地域支援拠点病院、支援協力病院を
設置し、各地域の支援ネットワーク体制の構
築・連携の充実を図っている。

　　［調査目的］

■　聞き取り事項

○　当初、県立リハビリテーションセンター内に
高次脳機能障害支援拠点を設置したが、センタ
ーの廃止に伴い、現在の県立医療大学の敷地内
に単独の施設として設置された。県福祉部障害
福祉課に所属する、全国でも数少ない自治体直
属の支援拠点である。

○　相談件数は年1,300件ほどで、40代から50代
の働き盛りの男性からの相談が半数を占め、
就労や復職、問題行動や家族関係に関するもの
が多い。自動車運転ができないことに係る相談
も多く、令和元年度より理学療法士などが参加
する再運転を支援するための連絡・研究会の開
催やガイドブックの作成などにも取り組んでい
る。令和６年度からは、茨城県指定自動車教習
所協会と共同で、運転再開支援講習の仕組み作
りに努めている。県が主導で支援を行う珍しい
事例である。

○　また、直接患者本人や家族に会って支援する
ために職員が出向く、アウトリーチ型の県独自
の「モバイル型支援」も行っており、令和５年
度は延べ169件の訪問を行った。

○　支援ネットワーク体制を強化するため、診断
の実施や適切な支援を行うことを目的とする高
次脳機能障害支援協力病院について、職員が医
療機関に随時訪問し事業説明を行っており、令
和６年度現在35医療機関が指定を受けている。
協力病院担当者会議や各種研修、会議に出席し
連携を密に図るなど支援体制を構築し、連携件
数も増加傾向にある。

■　質疑応答

Ｑ　茨城県としてここまで精力的に取り組んでい
るのはなぜか。

Ａ　患者数は把握できていないが、困っている方
が多くいるということは把握している。本県に
おいては、県立リハビリテーションセンターの
廃止によりノウハウを持った職員が当センター
に配属されたこと、また、他県では兼任が多い
と聞くが、専任の職員が多いことなどが重なっ
た結果が今につながっていると考える。

Ｑ　「モバイル型支援」の対象や流れはどういっ
たものか。

Ａ　遠方に在住でセンターに来られない方や直接
会ってお話する方が望ましい場合に、現場に赴
いて相談などを行っている。相談後も、支援機
関につなげる際に同行したり、支援機関等の担

茨城県高次脳機能障害支援センターにて
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当者会議に出席するなど幅広く対応している。
⑵　ふくしま医療機器開発支援センター

　（医療人材の育成について）

　［調査目的］

■　本県の課題

○　本県は、県民10万人対の医師、看護師数が全
国的に低く、また急速に進む高齢化等に対応し
安定した医療を提供するためには、医療人材の
育成、確保は喫緊の課題である。

■　視察先の概要と特色

○　福島県は国内有数の医療機器生産県であり、
平成28年に医療関連産業集積拠点施設として同
センターを整備した。現在、（一財）ふくしま
医療機器産業推進機構が運営している。

○　国際基準に準拠した施設で行う安全性試験
や、産学官、医工連携などのマッチング、薬
事・保険相談・製品のユーザー評価に対応する
コンサルティング、人材育成・トレーニングの
四つの機能を主軸においた支援を行っている。

　［調査内容］

■　聞き取り事項

○　福島県は、医療産業で世界規模の６企業の製
造拠点施設があるほか、複数の医薬品及び医療
機器の製造拠点が立地しており、医療機械器具
の部品や付属品等の出荷額は13年連続全国1位
と、日本有数の医療機器の生産県である。同セ
ンターは医療関連産業集積拠点として県が整備
し、全国の企業や研究機関等の製品試験の受託
やコンサルティング、県外と県内の企業のマッ
チングを図るなど福島県の産業振興に努めるほ
か、東日本をリードする拠点として医療機器産
業をけん引している。

○　平成17年から、医療機器設計開発・製造関
連の展示会「メディカルクリエーションふくし
ま」を開催しており、令和６年は255企業・団
体の出展、約4,100人が参加した。学会レベル
のディスカッション、学生を対象とした創生ア
イデアコンテストなど、人材育成からマッチン
グまで様々な活動が行われ、地方最大規模の展
示会として年々規模が拡大している。

○　また、若手の人材育成として、毎年県内の高
校生を対象としたフィールドワークを実施して
おり、医師等が使用するのと同じシミュレータ
ーを使った体験の機会を提供したり、子供から
大人までを対象とするイベントを開催したりす
ることで、医療機器を造る人と、それを使う側
の医療人の育成を両立させ、地元への就職・定
着に資する取組を行っている。

■　質疑応答

Ｑ　フィールドワークは人気事業とのことだが受

入れを拡大する予定はあるのか。また、人材育
成事業に参加した学生等の進路や就業状況など
は確認しているのか。

Ａ　拡充したいところだが、研修や試験などの業
務があるため難しい。参加者の進路は確認して
いないが、医療系の進路を検討している学生が
参加しているため、将来の選択の一助となれば
よいと考えている。

Ｑ　施設の運営経費はどのようになっているの
か。

Ａ　試験等に係る部分と展示会等プロモーション
の大きく二つに分かれ、それぞれ２億円程度で
ある。長期に渡る試験もあり、電気代や維持費
用が大きくかかるものもある。また、コンサル
ティングやマッチングは利益が出るものではな
く、公設民営施設の公益部分として県の産業振
興という観点を基本として運営している。

Ｑ　今後どのように医療産業振興を進めていくの
か。

Ａ　日本企業は、海外企業に比べ資金が少ないな
ど競争は厳しいが、その品質の高さや安定供給
などメイドインジャパンの信頼、強みもあり、
領域によっては内視鏡のように勝るものもあ
る。日本がリードするためにもアンテナを高く
持つ必要があり、社長塾など企業のトップから
意識を変える取組も行なっている。

産業労働企業委員会

１　調査日　令和６年11月20日（水）～21日（木）

２　調査先

⑴　アイリスオーヤマ株式会社角田Ｉ.Ｔ.Ｐ（宮城
県）

⑵　七日町商店街振興組合・山形まちづくり株式会
社（山形県）

３　調査の概要

　⑴　アイリスオーヤマ株式会社角田Ｉ.Ｔ.Ｐ

　　（特色あるものづくりと障害者雇用の取組につ

　　いて）

　　［調査目的］

　■　本県の課題

　○　企業の成長・発展に向けた支援を行うこと
で、企業の「稼げる力」を向上する必要があ
る。また、企業における障害者雇用を支援する
ことで、誰もが活躍し共に生きる社会の実現を
目指していく必要がある。

　■　視察先の概要と特色

　○　同社は、メーカー機能と問屋機能を併せ持
つ独自の「メーカーベンダーシステム」を構築
し、生活者目線で物事を捉え、不満や不便を解
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決するものづくりに取り組んでいる。
　○　毎週月曜日に開催される開発部門と経営陣が

参加する新商品開発会議を経て、年間約1,000も
の新商品が開発され、総売上高に占める新商品
売上高の割合は６割以上を占めている。

　○　また、障害者の雇用にも力を入れており、障
害を持つ従業員を指導・支援しながら業務を行
う「スペシャルパートナー事業部（以下「ＳＰ
事業部」という。）を全国各地に設けている。

　　［調査内容］
　■　聞き取り事項

　○　同社は、プラスチック製品の製造販売から事
業を開始し、2000年代までは家庭内の生活者の
不満を解決する「ホーム・ソリューション」を
掲げていた。東日本大震災以降は日本の社会課
題を解決する「ジャパン・ソリューション」を
進めながら、企業の成長につなげている。

　○　令和５年６月からは、各自治体と地域包括連
携協定を締結しており、行政課題の共有・解決
に向けて取り組んでいる（視察日時点で７自治
体と締結）。

　○　コロナ以降、大量の新卒社員を採用してお
り、社員全体の分母が大きくなったことから障
害者の法定雇用率が未達の状況にあったが、同
社独自の取組の結果、昨年度は法定雇用率を達
成している。

　○　ＳＰ事業部で行う作業は、全て社内で業務の
切り出しを行ったもので、外部からは受注して
いない。仕事を依頼した部署は雑務が減り、仕
事を受けた側（ＳＰ事業部）は障害者の雇用に
つながるため、両者にとって利点がある仕組み
である。

　■　質疑応答

　Ｑ　自治体と締結している地域包括連携協定の具
体的な内容はどのようなものか。

　　Ａ　防災関連の協定が特に多いが、省エネ関係
や同社のＥＣサイトを活用したふるさと納税・
販路拡大など多岐にわたっている。

　Ｑ　再来年度には、障害者の法定雇用率の引上げ
などの制度改正が行われるが、これに対する見
込みはどうか。

　Ａ　改正後の雇用率２．７％に対して、同社の直
近の雇用率は２．６５％である。最終的には全
工場にＳＰ事業部を設置する予定もあり、達成
に支障はないと考えている。

　Ｑ　年間に開発する新商品の数は、社内の目標と
して設定されているのか。

　Ａ　追随型の業界であり競争が厳しいことから、
新商品の開発なしには収益性が確保できない。
開発する新商品の数をＫＰＩに設定し、社内一

丸となって取り組んでいる。

⑵　七日町商店街振興組合・山形まちづくり株式　

　会社

　（商店街の活性化について）

　［調査目的］

　■　本県の課題

　○　地域コミュニティの核として大きな役割を果
たす商店街の活性化を図ることで、地域経済や
地域社会の健全な発展を支援していく必要があ
る。

　■　視察先の概要と特色

　○　同商店街は、山形駅から徒歩10分圏内に位置
し、集積率・集客率・販売額ともに県内随一を
誇る商店街である。同商店街では、山形まちづ
くり会社と連携し、地域を挙げて積極的な事業
展開を進めている。

　○　来街者と住民のニーズに対応するため、多
様なまちづくりを展開してきたが、百貨店閉店
やコロナ禍への突入などの苦境にさらされてい
た。

　○　そこで、関係機関（商店街、まちづくり会
社、民間事業者、行政等）で統一したまちづく
りビジョンを策定することで、「変化とニーズ
に応える　居心地が良く過ごしやすいまちづく
り」を実現している。

　○　この取組等が評価され、中小企業庁の「地域
にかがやく　わがまち商店街表彰2024」に選定
されている。

　　［調査内容］

　■　聞き取り事項

　○　同商店街は、商店街自体が自主財源を確保・
経済的に自立し、その財源で商店街に投資を行
い、デベロッパー的立場で60年間にわたり、ま
ちづくりを進めてきた。

　○　まちづくりの原点は掃除であると考え、1962
年以降、毎月７日午前７時から一斉朝清掃を実
施している。まちに対する愛着や想いが造成さ

アイリスオーヤマ株式会社角田Ｉ.Ｔ.Ｐにて
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れ、イベントを実施する際の団結にもつながっ
ている。

　○　地元百貨店閉店後も、七日町エリアでは新規
居住者が多く、毎年新規創業が10件以上あり、
地価も上昇し続けている。

　○　令和５年度には、ＵＲ都市機構と連携し、商
店街・行政など含め20～40代の若手のみでプロ
ジェクトを作り、「最高にちょうどいい。七日
町」をコンセプトに「新たな商店街まちづくり
構想」を策定している。

　■　質疑応答

　Ｑ　様々な取組がうまくいった秘訣はどのような
ものか。

　Ａ　この20年間徹底して民間投資を進めてきた
ことである。行政からの補助金に頼るのではな
く、民間投資を進めた結果、行政からも後押し
がもらえるようになり、成功につながったと考
えている。

　Ｑ　商店街への加入を促す条例があるとのことだ
が、加入状況はいかがか。

　Ａ　過去最高の加入状況であり、全国チェーンの
店舗も加入しているのが大きな特徴である。加
入することでまちづくりに関する最新の情報が
得られることが、全国チェーンの加入店にとっ
てもメリットになっている。

　Ｑ　若手から意見を取り入れる動きはいつ頃から
あったのか。

　Ａ　ここ10年から20年の動きである。世代交代も
ある中で、地元の重鎮を集めるよりも、七日町
のこれから良くしたいという思いを持つ方に幅
広く集まっていただき、自由に意見交換をして
いただいた。

県土都市整備委員会

１　調査日　令和６年11月18日（月）

２　調査先

　⑴　千葉公園（千葉県）
　⑵　新大宮上尾道路・宮前地区（さいたま市）

３　調査の概要

　⑴　千葉公園

　　（Ｐａｒｋ-ＰＦＩを活用した公園整備について）

　　［調査目的］

　■　本県の課題

　○　都市公園の整備においては、公園施設を適切
に更新し、質を向上させることが重要である。
財政制約等が深刻化する中では、民間の優良な
投資を誘導し、公園管理者の財政負担の軽減を
図る形での整備を検討する必要がある。

　■　視察先の概要と特色

　○　千葉公園は、Ｐａｒｋ－ＰＦＩを活用し、本
年４月から民間事業者による管理運営を開始し
ている。

　○　同公園は、「いつでも だれでも くつろげる
“わたしの芝庭”」をコンセプトに、令和５年
度から8,000㎡の芝生広場を中心とした整備を進
め、本年４月にリニューアルオープンした。

　○　代表企業である大和リース株式会社（以下、
同社。）は、千葉公園のほかにも数多くの公園
関連事業を手掛けており、令和６年９月時点で
32件の実績がある。

　　［調査内容］

　■　聞き取り事項

　○　千葉公園関連整備事業は、平成28年に策定さ
れた千葉駅周辺活性化グランドデザインの先行
プログラムの一つとしてスタートし、令和元年
８月に千葉公園再整備マスタープラン策定、令
和３年に公募指針が発表された。令和４年２月
に大和リースグループが事業者に選定され、令
和５年５月に工事に着手し今年３月に工事完了
した。

　○　特定公園施設である芝生及びおおやねの整備
費用は、千葉市が６億7,400万円、同社が7,500
万円負担している。公募対象公園施設は同社負
担で約５億円となっている。競輪場であるチッ
プスタードーム前は千葉市が設計・整備し、同
社が管理許可に基づいて管理している。

　○　特色としてはパンプトラックが挙げられる。
ＢＭＸやマウンテンバイク、スケートボード
等、国際レースが開催可能な規格のコースであ
り、今年夏には、パリ五輪ＢＭＸフリースタイ
ルで５位入賞した中村輪夢選手にＢＭＸの演目
を披露していただいた。

　○　リニューアル後、スマートフォンの位置情報
などを基に人流データを計測したところ、４月
26日のグランドオープンからゴールデンウィー
クまでの９日間だけで10万人弱を計測した。通
常、梅雨には来園者が減少するが、千葉公園の
名物の一つである大賀ハスの開花時期であり、
テナントの売上げも順調に推移した。その後は
猛暑により、８月には14万人まで来園者が減少
したため、今後は暑い中どのように来園者を増
やすかについて、民間でいろいろな施策を考え
なければならないとのことだった。

　■　質疑応答

　Ｑ　Ｐａｒｋ－ＰＦＩによって、財政面・収益面
はどのような改善が図られたのか。

　Ａ　千葉市では、再整備による財政効果を１億
8,300万円ほど見込んでいる。内訳は、民間が負
担する特定公園施設の整備費用として、先ほど
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申し上げた7,500万円に加え、今後20年間で民間
が負担する管理運営費用や市への許可使用料な
どである。

　Ｑ　ＰＦＩ事業は成り立つのか。売上げへのプレ
ッシャー等はないのか。

　Ａ　現在は、千葉市からの年間3,600万円の管理
運営負担金により、非常に安定した経営状況で
管理できている。しかし、千葉市のシナリオで
は、管理運営負担金を逓減することとなってお
り、自主事業等で収益を上げていかなければな
らないと考えている。

　⑵　新大宮上尾道路・宮前地区

　　（道路事業の推進について）

　　［調査目的］

　■　本県の課題

　○　道路網を多重化し円滑な交通を確保すること
により、「人や物の交流」の活性化を図るとと
もに、災害発生時には、代替ルートの確保によ
り、迅速な避難や救援物資等の円滑な輸送等、
「災害に強い県土」の形成を図る必要がある。

　■　視察先の概要と特色

　○　国土交通省関東地方整備局大宮国道事務所で
は、都心へのアクセス向上、渋滞緩和により追
突事故の減少、信越・東北方面との広域連携強
化などを図るため、新大宮上尾道路の整備を進
めている。

　○　新大宮上尾道路は、国道17号の慢性的な交
通渋滞の緩和や埼玉県中央地域の健全な発展な
どを目的とする高架構造の自動車専用道路であ
る。

　○　宮前地区の工事に当たっては、遠隔での橋り
ょう基礎工事やＢＩＭ／ＣＩＭによるＭＲ（複
合現実）を活用した施工管理など、インフラＤ
Ｘを活用した施工を行っている。

　　［調査内容］

　■　聞き取り事項

　○　新大宮上尾道路は、平成元年度にさいたま市
中央区円阿弥地先から鴻巣市箕田地先まで都市

計画決定され、平成29年度から事業に着手して
いる。現在は、与野ＪＣＴ（仮称）から宮前地
区までの幅員確保のため用地買収を行うととも
に、与野出入口の付替え工事及びで橋りょう基
礎工事を進めている。

　○　基礎工事における基本的な基礎の径は６ｍ
で、地下に埋まる部分は一番深いところで56.5
ｍとなる。中央分離帯の狭い中での施工となる
ため、狭あいな場所や建物、鉄道等の近接して
いる箇所で有効なスリムケーソン工法という特
殊な工法を用いている。

　○　掘削作業は水深10ｍ程度までは有人で行う
が、ダイバーと同じように加圧・減圧が必要と
なる。最終的には水深40ｍ程度の圧力となり、
１時間半の作業に対して２時間半の減圧が必要
となるため、その間作業が中断する。そのた
め、水深10ｍ以降は、モニターでショベルを操
作し、無人の状態で遠隔で掘削を行っている。

　○　インフラＤＸとして、ＢＩＭ／ＣＩＭによる
ＭＲの活用を行っている。平面図での打合せで
は、各自が頭の中で想像するためメンバー間で
認識の相違があったが、ＭＲでは全員が同じも
のを見るため、相違が解消された。また、現地
踏査においても、等身大の映像を映し出すこと
ができ、課題抽出の精度が上がったほか、これ
までは全員が現場に行っていたが、ウェブ会議
での参加も可能となり、調査の効率化が図られ
た。

　■　質疑応答

　Ｑ　スリムケーソン工法において、最後に、筒状
の基礎の中に水を入れるということだが、コン
クリートではなく水を入れるのはなぜか。

　Ａ　基礎が軽いと浮力がかかり、重いと地盤が耐
え切れず沈んでしまう。設計上適した重量が必
要であり水を用いているものと考える。工事に
よっては土とすることもある。

　Ｑ　加圧減圧して調整しているとしても、勤務時
間を適切に管理しなければ、労働者の負担が過
剰となり仕事が続けられないのではないか。

　　Ａ　圧力の高い環境下では、酸素を吸いすぎて
しまい酸素中毒となるおそれ等があり、１週間
単位や１日単位で数値基準が設けられている。
その基準により勤務時間を調整しており、例え
ば、水深40ｍであれば１回あたり90分までの作
業としている。

文教委員会

１　調査日　令和６年11月21日（木）～22日（金）

２　調査先

千葉公園にて
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　⑴　茨城県立勝田高等学校・勝田中等教育学校
（茨城県）

　⑵　前橋市立前橋高等学校（群馬県）
３　調査の概要

　⑴　茨城県立勝田高等学校・勝田中等教育学校

　　（中高一貫校の設置推進について）

　　［調査目的］

　■　本県の課題

○　高等学校は、生徒一人一人が豊かで幸せな人
生を実現し、持続可能な社会の創り手となれる
よう、社会の変化や地域の特性、企業等が求め
る人材等を踏まえた特色ある教育活動を展開す
ることが求められている。

　■　視察先の概要と特色

○　中等教育学校は、全生徒が６年間中高一貫教
育を受けることになり、人間関係を新たに構築
するストレスがないため、落ち着いた生活を送
ることができる。

○　教員側でも６年間継続的に生徒の成長を見守
ることができるため、生徒が悩みを抱えていて
も教員が把握しやすく、継続的できめ細やかな
生徒への関わりができる。

○　高校入試がないため、受検勉強に追われるこ
とがなく、じっくりと興味を持ったことを研究
でき、いろいろな体験にもチャレンジすること
ができる。高校一年次頃の早い段階で、長期の
海外留学にチャレンジすることもできる。

　　［調査内容］

　■　聞き取り事項

○　茨城県は県立高等学校改革プランを定め、
県内を新たに12のエリア区分で分け、主に未設
置の地域への中高一貫校の設置を検討・実施し
た。既存の３校の志願倍率が高い、遠方からの
通学者がいるという現状を受け、2020年～2022
年度にかけて10校を開校した。現在県立中高一
貫校が13校あり、都道府県立としては全国最多
である。

○　一般的に海外留学をすると、大学入試の準備
期間が短くなるが、勝田中等教育学校では高校
一年次の早い時期から留学し、高校二年次の早
い段階で戻ってこられるため、準備期間に余裕
があり、また、先取り学習を取り入れているた
め、留学期間中の遅れを十分取り戻すことがで
きる強みがある。

○　中等教育学校の先取り教育は、単元ごとの深
堀りのほか、数学では前期課程三年次の夏以降
から高校の内容に取り組み、後期課程進級時に
は高校の数学Ⅰの内容が半分程度終わる進度で
進めている。模擬試験の結果でも学校全体の点
数が伸びており、通常の高校と比べ、学力的に

非常に有利なカリキュラムを組むことができて
いる。

　■　質疑応答

Ｑ　中学（前期課程）と高校（後期課程）との二
つの学校を運営しているため教員が多忙という
説明があったが、どのような内容か。

Ａ　中等教育学校では、例えば高校の教員が中学
（前期課程）を担当することがある。今まで担
当したことがない中学生に教えることになり、
授業準備等が大変になる。一方で、中学生の授
業の中で、高校で学ぶことを先取りとして自然
に伝えられるメリットもある。

Ｑ　中学入試の内容は県内統一か、それとも学校
ごとに違うのか。

Ａ　13校統一であり、適性検査を同じ内容で行っ
ている。

Ｑ　県立中高一貫校設置に対し、市町村教委等か
らはどのような声が寄せられていたか。その声
に対し県はどのように対応していたのか。

Ａ　地元の優秀な生徒が中高一貫校に多く進学し
てしまうのではないか、などの心配の声があっ
た。学校の規模を大きくするとそれだけ影響が
大きくなるため、少ない学級数とすることで配
慮をした。そのような声は設置から年数が経ち
落ち着いてきた。

　⑵　前橋市立前橋高等学校

　　（キャリア教育の推進について）

　　［調査目的］

　■　本県の課題

○　児童生徒が、学ぶことと自己の将来とのつな
がりを見通し、社会的・職業的自立に向けて必
要な基盤となる資質・能力を育成する取組を通
じて、社会の中で自分の役割を果たしながら、
自分らしい生き方を実現していくキャリア発達
を促進する必要がある。

　■　視察先の概要と特色

○　地域の課題を自分事として考え、「自ら課
題を発見し、解決しようとする力」を高める探
究学習として、地域活性化プロジェクト「めぶ
く」を各学年で実施している。

○　行政・地域・経済界などの協力を得ながら、
市内で活躍する人々への取材や市内企業でのフ
ィールドスタディ等により、市の活性化に向け
た課題を考え、その解決への提案を模擬市長選
挙や模擬議会、学習成果発表会での研究発表等
の場で行っている。

○　進路指導が、今までの職業逆算型の出口指導
ではなく、「身近な社会の課題探究→興味ある
学びの発見→進路希望の決定」という手順の進
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路探究型の学び指導となり、生徒は主体的に進
路を考えることができる。

　　［調査内容］

　■　聞き取り事項

○　探究学習は進路とあまり結びつかないのでは
ないかと苦慮している学校が多いと見受けられ
るが、市立前橋高等学校では進路指導の中に探
究学習を位置付け実施している。

○　一学年はまちなかリサーチを中心市街地の商
店街等で実施し、地域活性化の芽や課題を実際
の現場で見つける。また、令和６年度から「ち
いぷれ！」を開始。地域活性化に加え、生徒の
進路を意識し、建築や都市デザインなど大学の
学問とつなげてプレゼンを行うこととした。こ
れらは二学年で実施する模擬選挙などにつなが
るステップである。

○　模擬選挙は、各クラスに卒業生である大学生
を市長候補として招き、市長候補を当選させる
ため、三つのマニュフェスト、ポスターやPR動
画などを作成し、生徒の投票により当選者を決
める。これは主権者教育にもつながると考えら
れる。実際に提案したマニュフェストのアイデ
アを市が採用し、駅前の商業ビルに学習室を整
備した事例もある。

○　生徒自身が地域にできることはないかと思案
し、どのような学問ならば地域課題を解決でき
るかを考えると、自ずと自分の興味がある学び
や進路を考えるきっかけとなる。

　■　質疑応答

Ｑ　探究の授業はこなすだけでも大変だと思う
が、自主参加の課外活動にまで参加している生
徒はどのような層か。また、進路指導上の工夫
でキャリア教育と合わせて行っているものはあ
るか。

Ａ　探究活動を一生懸命行う生徒は学習や大学受
験に熱心な傾向にある。実際に課外授業に参加
していた生徒は最後まで国公立大学を志望して
いた。一昨年度は国公立大学現役合格が14人の
みだったが、一学年から探究学習に取り組んだ

最初の学年であった昨年度の合格者は32人に増
加した。また、苦労する層はクラス活動の際に
働かない生徒である。そのような生徒は活動を
していないので志願書等が書けない。そのよう
な生徒を鑑みて「ちいぷれ！」を今年度から始
め、生徒個人で必ずプレゼンを作り上げる機会
を設けた。

警察危機管理防災委員会

１　調査日　令和６年11月19日（火）

２　調査先

⑴　熊谷防災基地（熊谷市）
⑵　埼玉県警察学校（さいたま市）

３　調査の概要

　⑴　熊谷防災基地

　　（防災基地の機能について）

　　［調査目的］

　■　本県の課題

　○　災害発生時に、関係機関が迅速かつ的確に
防災対策を実施するとともに、飲料水、食料、
生活必需品及び防災用資機材等の備蓄並びに調
達、供給の体制を整備する必要がある。

　■　視察先の概要と特色

　○　同基地は、災害時の総合的な防災活動拠点
として、県内に５か所（越谷、新座、秩父、中
央、熊谷）整備されている防災基地の一拠点で
ある。

　○　同基地は、防災機能として物・人の両面で
整備されている。物の拠点としては、災害時の
食料、飲料水、生活必需品、防災資機材及び医
薬品等の備蓄放出・集積・配送拠点であるとと
もに、調達物資及び県外からの救援物資の受入
れ、一時保管及び配送等の機能を持っている。

　○　人の拠点としては、災害時の活動要員の集結
拠点、県外からの応援要員の受入れ、一時滞在
及び配送等の機能を持っている。

　　［調査内容］

　■　聞き取り事項

　○　熊谷スポーツ文化公園は、ラグビー場、陸上
競技場、くまがやドームなどが園内にあり、平
時はスポーツ施設や公園として住民の憩いの場
となっている施設である。

　○　同基地は熊谷スポーツ文化公園内にあり、平
成15年度から供用開始され、設備としては、防
災倉庫、耐震性貯水槽、防災用深井戸、臨時ヘ
リポート、防災行政無線を備えている。

　○　県が備蓄する食料や生活必需品は、東京湾
北部地震の避難者約54,000人を想定して市町村
と共に備蓄をしており、県内５か所の防災基地

前橋市立前橋高等学校にて
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を中心に分散して保管をしている。熊谷防災基
地の防災倉庫では、食料20万食以上、生活必需
品、防災用資機材、医薬品を保管している。

　○　くまがやドームは、発災時には広域物資輸送
拠点として、国が被災県へ物資支援を行う際の
物資の集積・仕分け場としての役割を持ってい
る。

　○　迅速な被災地支援のため、スピーディーな物
資の受入体制を構築し、市町村に届ける体制づ
くりが重要であり、同基地は県北地域の拠点と
して重要な役割を担っている。

　■　質疑応答

　Ｑ　図上訓練において、能登半島地震で得た物流
面の教訓などを、今後どのように取り入れるの
か。

　Ａ　委託業者と調整中であるが、物流や孤立集落
対策等の能登半島地震の教訓を踏まえ、検討し
ていきたい。

　Ｑ　５か所の基地を中心に物資を備蓄している
が、各基地の備蓄物資、備蓄量やローリング時
期などの管理は、どのようにバランスをとり実
施しているのか。

　Ａ　基地の広さに応じて、ある程度数量が決まっ
て配分されている。基本的な物資については、
均等になるように配置をしているが、例えば、
大雪対策の装備品は秩父地域に多く保管されて
いるなど、地域特性に応じて異なる部分もある。

　⑵　埼玉県警察学校

　　（警察官の育成について）

　　［調査目的］

　■　本県の課題

　○　殺傷能力の高い凶器を用いた凶悪事件、手口
が悪質・巧妙化するサイバー犯罪、特殊詐欺へ
の対処など、治安課題の複雑化に対処するため
の人材育成が求められる。

　■　視察先の概要と特色

　○　同校は、警察官としての基礎知識、技術、倫
理観を育てるための教育訓練を行う全寮制の施
設である。

　○　同校では法学、実務、術科等の授業を行って
いる。実際の職務を想定したロールプレイング
や、ゼミ方式のグループ学習など様々なカリキ
ュラムを組み、個人の能力を伸ばし、チームワ
ークや連帯感を育てている。

　　［調査内容］

　■　聞き取り事項

　○　同校の主な施設は、講義や授業を行う本館・
第二号館・第三号館・大教場、術科体育教練等
を行う体育館・武道場・射撃場・グラウンド・

プール、学生の生活の場となる五つの学生寮・
厚生館となっている。最も古い建物は昭和41年
竣工の武道場、最も新しい建物は平成23年竣工
の本館である。

　○　採用時教養の期間と内容は、都道府県警察で
差が出ないよう、警察庁がその基準を示してい
る。教養課程には、高校・専門学校を卒業した
ものが対象の長期過程（21か月）と、大学を卒
業したものが対象の短期課程（15か月）の２種
類がある。

　○　長期課程の場合、10か月間初任科生として
警察官としての基礎を身に付け、その後４か月
間、職場実習で警察署の交番等で先輩警察官の
指導の下、現場で事件事故等の対応を学ぶ。そ
の後、初任補修科生として３か月間同校に入校
し、更に専門的な知識や技能を身に付ける。そ
の後、所属する警察署に戻り４か月間の実戦実
習で、警察官として独り立ちするための職務執
行力を身に付ける。一人前の警察官となるまで
に21か月を要する。また、短期課程の場合は15
か月を要する。

　○　同校では、即戦力となる警察官の育成のため
に、実際の現場を想定した訓練を取り入れてい
る。例えば、教官が交通違反者となり、交通指
導取締りの現場を想定した訓練や、実際に発生
した交番襲撃事件を受け、交番での勤務中に不
審者が警察官に襲いかかってきた現場を想定し
た訓練を実施している。

　○　警察官を志して警察学校に入校したものの、
急激な環境の変化等から思い悩む学生がいるこ
とから、離職対策として臨床心理士による相談
対応や将来像の明確化の支援も行っている。

　■　質疑応答

　Ｑ　短い期間での厳しい訓練で実際に退職してし
まう学生はどれくらいいるのか。

　Ａ　退職者は、ここ最近は全体の約１割。傾向と
しては、ほかの仕事を志望したり、集団生活に
馴染めずに退職するケースが多い。

　Ｑ　退職が懸念される学生に対して、どのように

埼玉県警察学校にて
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対応しているのか。
　Ａ　日頃の生活から様子の変化に気づくほかに、

学生から報告を受けることもある。担任教官だ
けでなく、ほかの授業の教官も含めて学生の様
子をよく見て、悩みなど早い段階で察知できる
ように努力している。

決算特別委員会

１　調査日　令和６年10月17日（木）

２　調査先

　⑴　岩槻高齢者講習センター（さいたま市）
　⑵　大久保浄水場（さいたま市）
３　調査の概要

　⑴　岩槻高齢者講習センター

　［調査目的］

■　本県の課題

○　高齢ドライバーが増加する中、運転免許更新の
際の利便性向上が課題となっている。

■　視察先の概要と特色

○　70歳以上のドライバーは運転免許更新時に「高
齢者講習」の受講が必要で、75歳以上のドライ
バーは加えて「認知機能検査」も受ける必要があ
る。高齢のドライバーが増加したことから更新件
数も増え、講習や検査の予約が取りづらくなり、
更新に時間がかかる状況であった。それを解消す
るために高齢者専用の施設として令和６年５月27
日に同センターを開設した。

○　警察が免許更新のために高齢者専用の施設を設
けるのは全国初である。

○　同センターでは１日に最大300人が講習と認知
機能検査を受けられるため、スムーズに更新する
ことが可能になっている。

　［調査内容］

■　聞き取り事項

○　平成29年時点で、県内の70歳以上の高齢ドライ
バーが約510,000人であった中、年間約140,000人
の高齢者講習を行っていたが、当時の受講待ち日
数は平均約111日と、全国平均の約69日と比較し
て長い状態であった。

○　県警察では、公安委員会による高齢者講習の直
接実施、予約一元化システムの導入、タブレット
式認知機能検査の導入等の対策を講じ、これら対
策の一環として令和６年５月に岩槻高齢者講習セ
ンターが開所した。令和６年４月時点では待ち日
数は28.3日と平成29年と比較して大幅に短縮され
ているが、今後も高齢ドライバーが増加する見込
みであることから、同センターの運用により待ち
日数の長期化の抑制が期待できる。

○　同センターでは、高齢者講習、認知機能検査、

運転技能検査、安全運転相談を実施している。高
齢者講習は１日120人、認知機能検査は１日180
人、運転技能検査は１日36人の受入枠がある。

○　また、同センターには「交通安全体験学習施
設」、口腔ケア相談などができる「お口の元気ア
ップステーション」、身体の運動機能や筋肉量の
測定や健康に役立つ講習を実施している「いきい
きデザイン館」、食堂等が併設されており、これ
らは年齢に関わらず利用できる。

　■　質疑応答

　Ｑ　認知機能検査について、実施方法と合否の判
定はどのように行っているのか。

　Ａ　36点以上という合否の基準が全国的に統一の
基準として設けられており、タブレット端末を
用いて検査を実施している。

　Ｑ　高齢者講習について、高齢になるにつれて運
動神経等が衰えるのは仕方のないこととも思う
が、数時間程度の講習でどのような効果がある
のか。

　Ａ　実際にコースを運転していただき、視力検査
等も行って、若い頃と同じようには運転できな
いということを指導する趣旨で行っている。

　Ｑ　センター開所後に何か課題はあるか。
　Ａ　最寄りのバス停から徒歩15分と少々遠いこと

や、さいたま市の乗合タクシーの本数が少ない
ことが課題として挙げられる。これらについて
は、バス会社への要望やさいたま市との調整を
行い、改善を図っている。

　　⑵　大久保浄水場

　　［調査目的］

　■　本県の課題

　○　有機物やかび臭を除去した安全な水の安定し
　た供給が課題となっている。

　■　視察先の概要と特色

○　多発する水質異常や急激な水質変化等に対応
するため、原水水質に応じた浄水処理を行うと
ともに、水質基準に適合した安全な水をより安
定して供給することを目的に、高度浄水処理施
設の整備を進めている。

岩槻高齢者講習センターにて
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○　県営水道の水源河川では、油や化学物質等が
流出する水質異常が年間100件程度発生してい
る。また、近年の気候変動の影響により、ゲリ
ラ豪雨等の極端な気象現象に起因する急激な水
質変化が発生している。

○　県営浄水場では、このような水質悪化に対し
て随時粉末活性炭を注入するなど、浄水処理を
強化することで対応している。また、県営水道
の責務として、水質基準に適合した安全な水を
より安定的に供給するため、県営浄水場への高
度浄水処理施設の整備を進めている。

　　［調査内容］

　■　聞き取り事項

○　昭和43年４月に給水を開始した大久保浄水
場は、現在、県内15市１町に水道用水を、県内
４市の89事業所に工業用水をそれぞれ給水して
いる。１日の最大給水量は水道用水については
130万立方メートルで、国内最大級の浄水場と
なっている。

○　通常の水道用水の浄水処理のフローとして
は、荒川から取り入れた水を着水井に送り、急
速攪拌池・フロック形成池を経由して沈でん池
で水のにごりを沈めて取り除き、にごりが取れ
た水を急速ろ過池で更にきれいにし、浄水池に
貯めておく。その後、浄水池から各供給市町に
水を送っていく。

○　高度浄水処理とは、通常の浄水処理に加え、
有機物質等をオゾンで分解し、分解された物質
を活性炭の吸着作用と微生物の働きにより取り
除く処理方法である。高度浄水処理を行うこと
により、トリハロメタンやかび臭の低減、カル
キ臭の抑制の効果があるとともに、化学物質の
流入などの水質異常発生時の対応能力が強化で

　きる。
○　大久保浄水場においては、高度浄水処理施設

整備事業の事業期間は令和２年度から令和10年
度であり、総事業費は約856億円である。調査
日時点では、基礎杭工事、本体工事、場内配管
工事を実施していた。今後、機械設備及び電気
設備の工事が予定されている。

図書室委員会

１　調査日　令和６年11月7日（木）

２　調査先

　⑴　東京都立中央図書館（東京都港区）
　⑵　日本女子大学図書館（東京都文京区）

３　調査の概要

　⑴　東京都立中央図書館

　　（図書資料の管理・修復・保存方法について）

　　［調査目的］

　■　本県の課題

　○　議員の調査研究に資するように、企画展示、
レファレンスや蔵書検索などの各種サービスに
ついて常に改善・充実する必要がある。また、
議会図書室に保管されている歴史資料を後世に
残すために、図書資料の保存の考え方や方法等
を学ぶ必要がある。

　■　視察先の概要と特色

　○　都立中央図書館は２館ある都立図書館のうち
の１館である。昭和48（1973）年に、都立日比
谷図書館の蔵書を引き継いで開館した。

　○　国内の公立図書館では最大級の約225万冊の
資料を保存し、このうち約35万冊の資料を開架
しており、自由に閲覧することができる。

　○　公立図書館として独自に資料保全室（製本
室）を持ち、資料の修理のほか、資料保全全般
の企画・調査・研究、区市町村立図書館への技
術指導、研修を行っている。

　　［調査内容］

　■　聞き取り事項

　○　都立図書館の業務としては、閲覧サービス、
レファレンスサービス、複写サービス、企画展
示会や講演会の開催等の来館者へのサービス、
蔵書検索サービスやデジタル化資料の公開等の
インターネット等を通じたサービス、蔵書資料
の協力貸出やレファレンス協力等の都内区市町
村立図書館へのサービス、学校図書館や授業の
ための選書支援等の学校へのサービス、政策立
案支援等の行政機関へのサ－ビス等多岐にわた
る。

　○　重点的情報サービスとして、「都市・東京情
報」「ビジネス情報」「法律情報」「健康・医
療情報」の４つの分野の情報を集めたコーナー
を設けており、利用者の問題解決を支援してい
る。なかでも「ビジネス情報コーナー」は人気
のコーナーであり、企業情報、業界・市場動向
等、資格取得や就職・転職活動に役立つ資料が
充実している。

　○　デジタル情報サービスでは、「江戸・東京
デジタルコンテンツ」として江戸城造営関係資
料、錦絵、古地図、明治～昭和期の絵葉書や写
真帖等をデジタル化し、ホームページで提供し
ている。

　○　館内に「特別文庫室」を設け、江戸時代後
期から明治時代中期の刊本、写本、古地図、錦
絵、漢籍、書簡、拓本、書画、写真等の資料を
中心に約24万３千点を所蔵しており、そのうち
甲良家伝来の江戸城造営関係資料646点は、昭
和62（1987）年に国の重要文化財に指定されて



－ 63－

いる。
　■　質疑応答

　Ｑ　資料修復に使用する和紙はどこから購入する
のか。

　Ａ　購入は業者からで、特に小川和紙は非常に質
が良いため、よく使用している。

　Ｑ　デジタル化のための資料撮影は誰が行ってい
るのか。

　Ａ　業者である。職員は資料の選定や納品後の検
品、書誌データの入力を行っている。

　Ｑ　「デジタル化資料」は誰でも見ることはでき
るのか。

　Ａ　ホームページ上の「ＴＯＫＹＯアーカイブ」
から見ることができる。

　

　⑵　日本女子大学図書館

　　（図書資料の管理・保存方法について）

　　［調査目的］

　■　本県の課題

　○　議員等の求めに応じ迅速に図書資料を提供で
きるよう、また、室内の図書資料に興味を持っ
てもらえるように、見やすく探しやすい配架方
法について常に気を配る必要がある。

　■　視察先の概要と特色

　○　現在の日本女子大学図書館は大学創立120周
年記念事業により令和元（2019）年に開館し
た。

　○　日本女子大学図書館の蔵書数は女子大学で
は最大規模の約90万冊である。そのすべてを直
接手に取ることができる開架式の収蔵としてい
る。

　　［調査内容］

　■　聞き取り事項

　○　図書館の構造は地上４階、地下１階建ての建
物で、日本女子大学の卒業生で世界的建築家で
ある妹島和世氏が設計を手がけた。図書館内は
敷居や壁が殆どなく、四方から光が差し込み、
明るく開放的な空間が特徴の建物である。立地
環境が急斜面であることを生かし、らせん状に
配したスロープで館内を回遊することもでき

る。メインフロアの３階から上下階へは、スロ
ープとエレベーターの他に５カ所に設けられた
階段を使用することができる。異なる階段を利
用する度に目の前に現れる書架が異なり、いつ
も新鮮な目で本と向き合うことができる。

　○　大勢で議論しながら学べるスペースであるラ
ーニングコモンズやグループ研究室、レクチャ
ールームなども併設されている。図書館は学生
一人ひとりが考え学ぶ場所、と同時にその空間
はみんなで作り上げているということが感じら
れるように配慮されている。

　○　貴重書、和装本、マイクロ資料について、そ
れぞれに部屋が用意され、温湿度に配慮した所
蔵環境を実現している。

　■　質疑応答

　Ｑ　デジタルと紙の図書を比較した場合、購入等
の費用の状況はどうなのか。

　Ａ　デジタルの図書については、図書館が購入す
る場合は個人が電子版を購入する場合と比較し
て価格が高額となる。貸出など管理の手間がか
からないという利点があるが、購入をやめた場
合はバックナンバーも読むことができなくなる
場合が多い。紙の図書については、購入費用だ
けでなく維持管理の費用がかかるが、周辺の書
架には同じ分野だが利用者が知らなかった様々
な図書が置いてあり参考になるので学習の効果
を上げることができるという利点がある。

　Ｑ　こちらは女子大学図書館だが、男性が図書館
を利用することは可能なのか。

　Ａ　当大学の男性教員が利用しているだけでな
く、協定関係にある他の大学の男子学生も利用
可能である。

〔 議事堂内委員会 〕

決算特別委員会

１　期　　日　令和６年10月24日（木）

２　場　　所　議事堂第３委員会室

３　審査事項

　　第 95 号議案「令和５年度埼玉県の一般会計及
び特別会計決算の認定について」のうち、執行
部から総括説明を受けた後、質疑を行った。

　また、引き続き、企画財政部（出納、監査事務
局を含む）から概要説明を受けた後、質疑を行
った。

　　　　　　　　　　　　　　　　

１　期　　日　令和６年10月29日（火）

２　場　　所　議事堂第３委員会室

３　審査事項

東京都立中央図書館にて
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　　第 95 号議案「令和５年度埼玉県の一般会計及
び特別会計決算の認定について」のうち、県土
整備部（収用委員会を含む）及び都市整備部か
ら概要説明を受けた後、質疑を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　期　　日　令和６年10月30日（水）

２　場　　所　議事堂第３委員会室

３　審査事項

　　第 95 号議案「令和５年度埼玉県の一般会計及
び特別会計決算の認定について」のうち、総務
部（秘書課、人事委員会を含む）及び警察本部
から概要説明を受けた後、質疑を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

１　期　　日　令和６年10月31日（木）

２　場　　所　議事堂第３委員会室

３　審査事項

　　第 95 号議案「令和５年度埼玉県の一般会計及
び特別会計決算の認定について」のうち、教育
局及び農林部から概要説明を受けた後、質疑を
行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

１　期　　日　令和６年11月５日（火）

２　場　　所　議事堂第３委員会室

３　審査事項

　　第 95 号議案「令和５年度埼玉県の一般会計及
び特別会計決算の認定について」のうち、県民
生活部及び危機管理防災部から概要説明を受け
た後、質疑を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　

１　期　　日　令和６年11月７日（木）

２　場　　所　議事堂第３委員会室

３　審査事項

　　第 95 号議案「令和５年度埼玉県の一般会計及
び特別会計決算の認定について」及び第 96 号議
案「令和５年度埼玉県公営企業会計決算の認定
について」のうち、産業労働部（労働委員会を
含む）及び福祉部から概要説明を受けた後、質
疑を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　期　　日　令和６年11月８日（金）

２　場　　所　議事堂第３委員会室

３　審査事項

　　第 96 号議案「令和５年度埼玉県公営企業会計

決算の認定について」のうち、企業局及び下水
道局から概要説明を受けた後、質疑を行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

１　期　　日　令和６年11月11日（月）

２　場　　所　議事堂第３委員会室

３　審査事項

　　第95号議案「令和５年度埼玉県の一般会計及
び特別会計決算の認定について」のうち、環境部
及び保健医療部から概要説明を受けた後、質疑を
行った。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

議 会 日 誌 　

 （本会議・委員会等）

月　日 件　　　　　　名
10 月17 日 委 員 会 視 察 （決   　　         算）

21日 委 員 会 視 察 （議　  会 　 運 　 営）
24日 議事堂内委員会 （決   　　         算）
29日 議事堂内委員会 （決   　　         算）
30日 議事堂内委員会 （決   　　         算）
31日 議事堂内委員会 （決   　　         算）

11 月５日 議事堂内委員会 （決   　　         算）

７日
議事堂内委員会
委 員 会 視 察

（決   　　         算）
（図　　　書　　　室）

８日 議事堂内委員会 （決   　　         算）
11日 議事堂内委員会 （決   　　         算）
13日 委 員 会 視 察 （環　  境 　 農 　 林）
18日 委 員 会 視 察 （県 土 都 市 整 備）

18日
～19日

委 員 会 視 察
〃
〃

（企 　 画 　 財 　 政 ）
（総 務 県 民 生 活 ）
（福 祉 保 健 医 療 ）

19日 委 員 会 視 察 （警察危機管理防災）

20日
～21日 委 員 会 視 察 （産 業 労 働 企 業 ）

21日
～22日 委 員 会 視 察 （文　　　　　　　教）

25日 議 会 運 営 委 員 会

12 月２日
～20日 12　 月 　 定 　 例 　 会
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 （その他）

月　日 場　所 件　　　　　　名

10月24日 東京都
全国都道府県議会議長会委員
会

10月24日 東京都
全国都道府県議会議長会役員
会

10月24日 東京都 地方創生懇談会

10月31日 山形県
全国都道府県議会議長会定例
総会

11月１日 宮城県 地方創生懇談会

11月８日 東京都
地すべりがけ崩れ対策都道府
県議会協議会総会

11月11日 北海道 13都道府県議会議長会会議

11月12日 東京都
第24回都道府県議会議員研究
交流大会
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